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ははじじめめにに    

  

当法人では、これまで平成 30 年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業「ピアサポート

を担う人材の活用を推進するための調査研究及びガイドライン作成のための研究」、令和

元年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービスの種別ごとのピアサポート

を担う人材の活用のための調査研究」に関して、多くの障害当事者、実践者、研究者、自

治体の皆様にご協力をいただきました。 

そして、令和 2 年度の障害福祉サービス等の報酬改定において、障害福祉サービスに

おけるピアサポーターの配置に関して報酬が認められました。残念ながら、すべてのサー

ビスへの配置が評価されたわけではありませんが、生活援助、計画相談支援、障害児相談

支援、地域移行支援、地域定着支援を対象としたピアサポート体制加算と、同時期に創設

された利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系を採用して

いる就労継続支援Ｂ型を対象としたピアサポート実施加算が認められたのです。そして、

その加算を計上できる条件として、ピアサポーター及び同じ事業所に勤務する職員が、令

和 2 年 4 月から国の地域生活支援事業(任意事業)の中に位置づけられている障害者ピアサ

ポート研修事を受講していることという条件が明示されました。 

障害者ピアサポート研修事業は令和 2 年度から国の事業として位置づけられていまし

たが、ピアサポーターの配置が報酬化されたことによって、令和 3 年度より実際に研修を

実施する、あるいは、実施を検討する自治体が増加しています。しかし、これまでピアサ

ポーター養成等に積極的に取り組んでこなかった自治体も少なくなく、研修実施のノウハ

ウや、講師・ファシリテーターを担う人材の不足が課題になっています。 

そこで、本事業は、障害者ピアサポート研修事業の講師・ファシリテーターの養成研

修を実際に実施し、その効果測定を行うとともに、研修プログラムを確定することを大き

な目的としています。事業実施につきましては、厚生労働科学研究費補助金 障害者政策

総合研究事業として実施された「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関す

る研究」（平成 28 年度から平成 30 年度）「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研

修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研究」（令和元年度～令和 2 年度）を

参照し、行ってまいりました。 

次年度、国が実施する予定の障害者ピアサポート研修事業を担う講師・ファシリテー

ターの養成研修や、各自治体での障害者ピアサポート研修事業の実施に少しでも貢献でき

れば幸いです。 

 

                                 2022 年 3 月 

                     社会福祉法人豊芯会理事長 

                     早稲田大学人間科学学術院 岩崎香 
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第 1 章 事業の概要 
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11.. 事事業業のの背背景景  

 

 1990 年第以降、アメリカでは精神医療保健福祉領域において、ピアスペシャリストと呼

ばれる障害当事者が活躍するようになった。2000 年以降、ジョージアをはじめとするアメ

リカの多くの州で、認定ピアスペシャリストが養成され、当事者性を活かして福祉サービ

ス等で働いている。そうした海外の動きは日本のピサポートに大きな影響を与えた。また、

2004（平成 16）年に打ち出された精神保健医療福祉の改革ビジョンにより、地域移行支援

や地域包括ケアシステムの構築といった政策が進められる中で、日本におけるピアサポー

ターの雇用が具体性を持って語られるようになった。こう書くと障害福祉領域におけるピ

サポートが精神障害中心に進んできたような印象を与えるかもしれないが、同じくアメリ

カから始まった自立生活運動（IL 運動：movement of independent living）も日本の身体

障害者の活動に影響を与え、自立生活センターのピアカウンセリングの活動として現在に

引き継がれている。そして、彼らは雇用される側ではなく、雇用する側であることが大き

な特徴でもある。知的障害、高次脳機能障害、難病に関しても、ピアサポートは以前から

着目されており、それぞれの障害領域で、仲間同士の支えあいとして、位置づけられてき

た。そして、昨今、「障害者の権利に関する条約」の批准や、障害福祉サービスの改編の中

で障害当事者たちが、福祉サービスの中で活躍することも珍しいことではなくなってきて

いる。当事者主体のサービスが謳われる中、ピアサポーターの障害福祉サービス事業所で

の雇用が進みつつあるのである。いうまでもないことであるが、そうした背景には、疾患

に焦点化した医学モデルから生活に焦点化したライフモデルへという大きな流れがあり、

専門家主導のサービスではなく、当事者主体のサービス、専門家と当事者のパートナーシ

ップに基づいた実践への志向がある。そして、障害福祉サービスが障害種別を越えて一元

化されたことにより、これまで障害領域ごとに実施されてきたピアサポートもまた、共通

するニーズに対応することを求められている。 

しかし、現状ではピアサポートと一言で言っても非常に多様である。専門職を中心に構

成された組織におけるピアサポーターの位置付けや雇用体制、人材育成等についても各事

業所に任されているのが現状である。事業が多様化し、人材が不足している現場で、単に

安上がりな人材ということではなく、経験を活かして働くためには、ピアサポーターの質

を担保する必要も生じている。それは、ピアサポーターの配置に対する報酬が認められた

ことで加速したのである。 

厚生労働省より提示されている障害者ピアサポート研修事業の要綱に示された研修内

容は、厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業として実施された「障害者ピア

サポートの専門性を高めるための研修に関する研究」（平成 28 年度から平成 30 年度）「障

害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及の

ための研究」（令和元年度～令和 2 年度）の成果をもとにしている。そして、前述した研究

－4－



 

により、研修プログラムの構築、各テキストの作成が進められてきたのであるが、本事業

もその研究に協力してきた障害当事者、実践者、研究者の方々に検討委員として参加して

いただき、成果を引き継ぐ形で実施した。 

 

22.. 事事業業のの目目的的  

 

本事業では、厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業「障害者ピアサポート

の専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研究」（令

和元年～2 年度）で実施してきた障害者ピアサポート研修の講師・ファシリテーター養成

研修のシラバス・講義スライドを再整理し、そのカリキュラムに基づいた研修を実施する

ことがひとつの大きな目的であった。研修受講者を対象としたアンケートを実施し、効果

を評価したうえで、講義内容をブラッシュアップするとともに、今後、各地で進められて

いく講師・ファシリテーター養成研修の開催に関するノウハウを含めた報告書を作成する

ことを目的とした。 

さらに、当初は予定していなかったが、障害者ピアサポート研修事業の実施に際して、

厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業「障害者ピアサポートの専門性を高

めるための研修に関する研究」において開発した基礎研修及び専門研修テキストの改定を

行った。特に、専門研修テキストは、精神障害を対象としたものであることから、それを

すべての障害を対象とした内容に改編するという作業を行った。 

 

33.. 事事業業実実施施体体制制及及びび検検討討及及びび調調査査のの実実施施にに関関すするる委委員員会会のの開開催催  

 

 本事業を実施するにあたり、多様な障害領域にまたがる障害当時者、事業を実施してい

る事業者、研究者等で構成される検討委員会を設置し、事業を実施した。また、講師・フ

ァシリテーター養成研修実施に関する日程は以下の通りである。 

 

第 1回 検討及び調査の実施に関する委員会 令和 3 年 7 月 18 日 オンライン会議 

第 2回 検討及び調査の実施に関する委員会 令和 3 年 8 月 27 日 オンライン会議 

第 3回 検討及び調査の実施に関する委員会 令和 3 年 9 月 26 日 オンライン会議 

第 4回 検討及び調査の実施に関する委員会 令和 3 年 11 月 7 日 オンライン会議 

第 5回 検討及び調査の実施に関する委員会 令和 3 年 12 月 5 日 オンライン会議 

第 6回 検討及び調査の実施に関する委員会 令和 4 年 2 月 6 日 オンライン会議 

第 7回 検討及び調査の実施に関する委員会 令和 4 年 3 月 12 日 オンライン会議 
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講師・ファシリテーター養成研修の

オンラインでの実施に関する打ち合

わせ会議 

令和 4 年 1 月 19 日 オンライン会議 

講師・ファシリテーター養成研修 令和4年 1月22日、

23 日 

全国 6 カ所（北海道、富山、愛

知、広島、高知、宮崎）をオン

ラインで結んで実施した。北海

道、広島、宮崎はフルオンライ

ンでの実施。富山、愛知、高知

は講義はオンライン配信で、演

習は現地で対面にて実施。 

 

  

44.. 事事業業実実施施内内容容  

  

（（11））  講講師師・・フファァシシリリテテーータターー養養成成研研修修カカリリキキュュララムムのの構構築築  

厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業「障害者ピアサポートの専門性を

高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研究」により構築した

講師・ファシリテーター養成研修のプログラム内容に関して、再検討を行い、これまで使

用していたスライドの内容を精査した。 

並行して、障害者ピアサポート研修事業の実施を予定している自治体の中で、講師・フ

ァシリテーター養成研修の実施に協力してくれる 6 つの自治体を選定し、2022（令和 4）

年 1 月に 2 日間にわたる研修を実施することとした。 

これまで厚生労働省科学研究費補助金事業で実施してきた基礎研修を始め、すべての研

修において大切にしてきたのは、グループ演習で、それぞれのプログラムごとに、講義と

演習をセットで実施してきた。募集した時期は、コロナウィルスの流行が比較的落ち着い

ていた時期でもあり、広島を除く自治体では、演習は現地でコロナウィルスの感染予防対

策を十分に行いつつ対面で実施することとなっていた。しかし、年明けから感染が急速に

拡大し、宮崎と北海道は直前にフルオンラインでの実施に切り替えざるを得なかった。演

習をオンラインで実施した経験がない人も多く、急遽、事務局、宮崎と北海道の担当者等

で演習の方法に関する打ち合わせを実施した。そして、当日、小さなトラブルはいろいろ

とあったが、大過なく 2 日間の研修を終了した。 

研修修了後、参加者を対象としたアンケートを実施し、その結果を参照しつつ、講師・

ファシリテーター養成研修のプログラムについて、再度検討を行った。尚、調査における

倫理的配慮に関しては、早稲田大学人を対象とする研究に関する倫理審査を受審している

（承認番号：2021-364）。 
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（（22））  基基礎礎・・専専門門・・フファァロローーアアッッププ研研修修ににつついいてて  

令和 2 年度から実施されている障害者ピアサポート研修事業については、厚生労働省よ

り要綱が示されている。それは、厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業とし

て実施された「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究及び、厚生

労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業「障害者ピアサポートの専門性を高める

ための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研究」において構築してきた

基礎・専門・フォローアップ研修の内容が反映されたものであるが、本事業において、改

めて、要綱に添ったシラバス案作成を行った。 

また、ピアサポートの専門性が評価されたことにより、各地で障害者ピアサポート研修

事業が実施されたり、実施が予定されたりする中、専門研修テキストが精神障害者を対象

にしたものしか研究事業では、作成されておらず、自治体で実施する専門研修はすべての

障害を対象として実施されるため、基礎研修同様すべての障害を対象としたテキストの必

要性に迫られた。統合版の作成にあたり、さまざまな意見交換が行われたが、最終的には、

当初の本事業の目的には含まれていなかった基礎研修テキストの見直しと、障害を統合し

た専門研修テキストの作成を行った。 

 

55..  成成果果のの公公表表方方法法  

 

 本事業の報告書及びガイドラインに関しては、社会福祉法人豊芯会のホームページにて

公表し、ピアサポートが広く周知されるように努める。 
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第第２２章章  講講師師・・フファァシシリリテテーータターー  

養養成成研研修修カカリリキキュュララムムのの構構築築  
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11.. 講講師師・・フファァシシリリテテーータターー養養成成研研修修会会のの実実施施  

2022 年 1 月 22 日、23 日に「障害者ピアサポート研修を担う講師・ファシリテーター

養成研修会」を行った。この研修は北海道、富山、愛知、高知、広島、宮崎の各地域の全

会場をオンライン会議ツール（ZOOM）でつなぎ同時開催した。 

この研修会は２日間で行われる 10 講座すべてに講義（プレゼンテーション資料を用い

た講義）とグループワーク（少人数または全体での討議や発表演習）が組み込まれた参加

型の研修会で、講義は ZOOM を通じて講師がライブ講義を行った。COVID-19 感染拡大状況

下であったこともあり、グループワークについては、対面で演習をする地域と、オンライ

ンで演習をする地域とがあった。 

対面で演習をする地域では、その地域の会場に参加者が集合して研修会を開催した。

講義は会場内のスクリーンに ZOOM の映像を投影して全員一緒に視聴し、演習の時間には

会場の中で２グループ程度（１グループ４－６人）に分かれ演習を行った。 

オンラインで演習をする地域では、受講者各自がそれぞれの自宅等から ZOOM にログイ

ンし、ZOOM を介して講義を視聴した。グループワークは ZOOM のブレイクアウト機能を使

用して小グループに分かれ（１グループ４－６人）、オンライングループで演習を行っ

た。 

この研修会の開催・実施から導き出された講師・ファシリテーター研修で配慮すると

よいこと、留意点や講座構成案を報告する。 

 

 

22.. 研研修修実実施施にに対対すするる考考ええ  

この講師・ファシリテーター養成研修は、障害者ピアサポート研修の実施に深く関わ

る人材を養成するための研修であり、私たちは以下の点を重要と考えている。 

（（11））ピピアアササポポーートトをを体体感感しし共共にに学学びび合合うう研研修修ととすするるこことと  

障害者ピアサポート研修は、障害者のピアサポートという相互性のある営みを扱う研 

修であり、上意下達型で専門知識や専門技術を提供される研修ではなく、ピアサポートも 

体感しながら共に学び合う研修である。このような障害者ピアサポート研修の講師・ファ 

シリテーターとなるための本研修も、障害者ピアサポート研修の講師・ファシリテーター 

となるための学びを主軸に置きながらも、同時に研修に参加する受講者自らが、その場に 

集う他の受講生や講師と共にピアサポートの体験を重ねることができるような学びの場で 

あることが重要であると考える。 

 

（（22））障障害害当当事事者者とと支支援援専専門門職職がが協協働働ししてて研研修修をを作作りり上上げげ、、提提供供すするるこことと 

ピアサポートにはさまざまな形態、活動の場があるが、障害者ピアサポート研修は、 

医療や福祉の制度に密接に関わり活動する障害者ピアサポートに関する研修である。この 
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ため、障害者ピアサポート研修およびその講師・ファシリテーターを養成する研修は、障

害当事者と支援専門職者が協力して研修を作り、共に提供することが重要であり、また、

その協働の姿を受講者に見て体感してもらうことも重要であると考えている。 

 

（（33））障障害害者者ピピアアササポポーートトのの研研修修企企画画やや研研修修会会開開催催にに関関わわるる障障害害当当事事者者をを育育成成すするるこことと 

障害者ピアサポート研修は障害当事者がピアサポートを行う（そしてピアサポートが 

行われる体制を作る）ための研修である。障害者ピアサポート研修の実施主体は都道府 

および政令指定都市であるが、この研修の企画の段階から障害当事者が関わり、障害当事 

者の立場からの意見や視点が入れられて計画・実施されることは重要である。これは本人 

を抜きに決めない（Nothing about us, without us）という観点から言えば必須のことで 

ある。また、障害当事者と行政が共創することは、障害当事者の参画する研修や事業のモ 

デルになり得ること、より具体的な合理的配慮の提案が可能であり、障害当事者に受け入 

れやすく役に立つ研修を開催していくために大きな力となる。受け入れやすく役に立つ研 

修となることで、受講者となる障害当事者は学ぶことに対してより主体的かつ今後に繋が 

る研修構築、開催をしやすくなる。この講師・ファシリテーター養成研修を受講した障害 

当事者は、単に研修会の講師やファシリテーターを担うだけでなく、障害者ピアサポート 

研修の企画や研修会開催に関わる人材として有力な候補となると考えられる。 

  

（（44））完完成成形形とといいううわわけけででははなないい  

今回の報告に示す研修案は、これまでの経験から考えた現時点での案に過ぎず、これ 

が完成形だというわけではない。今後も研修内容や研修枠組みについて精査を重ねていく 

ことや、そのための話し合いを障害当事者・支援専門職者・行政等で重ね、試行錯誤を継 

続していく必要があると考えている。 

 

 

33.. 講講師師・・フファァシシリリテテーータターー養養成成研研修修のの目目的的とと対対象象  

（（11））目目的的  

各自治体で開催される障害者ピアサポート研修で講師やファシリテーターとして研修

を担う人材を養成すること。 

 

（（22））講講師師・・フファァシシリリテテーータターー養養成成研研修修のの修修了了者者にに期期待待さされれるるこことと  

この研修の受講修了者には、 

 各自治体で開催される障害者ピアサポート研修に講師やファシリテーターとして

協力する 

 障害ピアサポート研修の企画や準備から関わる 
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などが期待される。 

 

（（33））受受講講者者ととししてて想想定定ししてていいるる対対象象  

 障障害害当当事事者者でで障障害害ピピアアササポポーートトをを実実践践ししてていいるる方方々々 

障害ピアサポート研修の講師・ファシリテーターは、多様な障害ピアサポートに

ついて理解関心があることと、研修に参加する人を尊重したファシリテーション

をできる必要がある。雇用されてピアサポーターとして働く者が望ましいが、必

ずしも地域に十分なピアサポーターがいない場合も想定でき、受講者は、研修に

深く関与することを期待されること、他者を尊重したファシリテーションに関心

があることを重視しても良い。その場合にも、ピアサポートについて自らの経験

から理解しており、他の障害当事者にもピアサポートのもたらす価値や意義を届

けることに関心がある人を受講者として想定している。 

 障障害害当当事事者者以以外外のの参参加加ににつついいてて 

この研修は、障害ピアサポートを扱うものであり、障害当事者の経験や考えがグ

ループ内で表出されなければ成り立たない演習が多い。また、講師・ファシリテ

ーター研修受講の機会を他の研修などへの参加機会が限られてしまう方々にでき

るだけ提供したいという観点からも、受講者人数の 2/3 以上は障害当事者である

ことが望ましい。 

  

 

44.. 研研修修のの実実施施方方法法  

（（11））対対面面・・オオンンラライインン共共通通事事項項  

● 研修を企画・運営するチーム(実行委員会等)を作る 

・ プログラム、講師・ファシリテーター、会場、開催時期などを検討する 

・ チームは障害者ピアサポートを実践している人々（ピアサポーター）、専門職、

行政など多様な立場の人で構成する 

● 講師・ファシリテーターを依頼する 

・ ピアサポーターと専門職がペアを組み講師を担ったり、ペアで各班のファシリテ

ーターとなったりすることを念頭におく 

● 受講者を募集する 

・ チラシの作成、周知、申込者名簿の管理など 

 

（（22））対対面面開開催催  

● 会場 
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 講義会場とは別に講師・ファシリテーター及び運営事務局側が打ち合わせ、

休憩できる部屋を確保する 

 トイレや食事ができる場所までの導線、講義スライドを映写するスクリーン

が見えにくくないか、机とイスの間隔が十分か、さまざまな障害のある参加

者の来場・使用しやすさなどを事前に確認しておく 

 

（（33））オオンンラライインン開開催催（（ZZoooomm））  

● 参加者数や講座内で想定するグループの組み方などから必要なグループ数を確認

し、設定するアカウント（ZOOM の URL）数を決定する 

アカウント A 

全体→大グループ（A,B,C…） ブレイクアウト

OK 

全体→大グループ（A,B,C…）→小グループ

（a,b,c…） 

ブレイクアウト

NG 

全体→小グループ（a,b,c…） ブレイクアウト

OK 

アカウント B 

大グループ（A,B,C…）→小グループ（a,b,c…） ブレイクアウト

OK 

大グループ（A,B,C…）→小グループ（a,b,c…）

→ペア 

ブレイクアウト

NG 

大グループ（A,B,C…）→ペア ブレイクアウト

OK 

 

● 事前に参加者にオンラインミーティング内で表示する「名前の変更」を依頼する

（できれば事前周知できるとよい） 

「（大グループ）＋（小グループ）＋なまえ」等に設定を依頼する 

 例：T01_16_01 ぴあさぽ （東京１グループ＋豊島区１小グループ なまえ） 

 例：13116_01 ぴあさぽ  （市区町村コード＋小グループ なまえ） 

● ホストと共同ホストで役割分担する 

例： 

・ホスト：共同ホスト（講師、FT、事務局等）を設定する 

・共同ホスト：参加者の「名前の変更」をサポートする 

     ブレイクアウトのグループを作る 

● ファシリテーションツールを選択する 

・Zoom ホワイトボード 

 メリット： その場で参加者が同時に書き込める 
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 デメリット： ホストしか書き込みの移動ができない 

   操作がやや複雑 

 ・Google Jamboard 

 メリット：その場で参加者全員が同時に書き込み、書き込んだ物を移動できる 

 デメリット：操作がやや複雑 

   ジャムボードの付箋内の文字が小さくなってしまう 

 ・Microsoft ワード等 

 メリット：  操作が簡単 

 デメリット： 書き込みが単調になる 

 

（（44））ハハイイブブリリッッドド（（対対面面＆＆オオンンラライインン））開開催催  

● 対面開催とオンライン開催を同時進行で準備し、参加者数や講座内で想定するグ

ループの組み方などから必要なグループ数を確認の上、設定するアカウント数を

決定する 

アカウント A 

全体 → ハイブリッド対面グループ

（A,B,C…） 

ブレイクアウト

OK 

全体 → ハイブリッド対面グループ

（A,B,C…） →小グループ（a,b,c…） 

ブレイクアウト

NG 

全体 → 小グループ（a,b,c…） ブレイクアウト

OK 

アカウント B 

ハイブリッド対面グループ（A,B,C…） 

  →小グループ（a,b,c…） 

ブレイクアウト

OK 

ハイブリッド対面グループ（A,B,C…） 

 →小グループ（a,b,c…）→ペア 

ブレイクアウト

NG 

ハイブリッド対面グループ（A,B,C…）→ペア ブレイクアウト

OK 

 

● 事前にハイブリッド対面グループにもオンラインミーティング内で表示する「名

前の変更」を依頼する（できれば事前周知できるとよい） 

例：T03 （東京 3 グループ） 

● ホストと共同ホストで役割分担する 

例： 

・ホスト：共同ホスト（講師、FT、事務局等）を設定する 

・共同ホスト：参加者の「名前の変更」をサポートする 
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ハイブリッド対面グループをブレイクアウトルームに設定する（消

音効果） 

ブレイクアウトのグループを作る 

● ファシリテーションツールを選択する 

・対面 どこでもシート 

・Zoom ホワイトボード 

 メリット： その場で参加者が同時に書き込める 

 デメリット： ホストしか書き込みの移動ができない 

   操作がやや複雑 

・Google Jamboard 

 メリット：その場で参加者全員が同時に書き込み、書き込んだ物を移動できる 

 デメリット： 操作がやや複雑 

   ジャムボードの付箋内の文字が小さくなってしまう 

 Microsoft ワードや Google ドキュメント 

 メリット：  操作が簡単 

 デメリット： 書き込みが単調になる 

 

 

55.. ささままざざままなな障障害害へへのの配配慮慮  

障害者ピアサポート研修と同様に、講師・ファシリテーター養成研修にも、精神障

害、知的障害、身体障害（視覚障害、聴覚障害、音声・言語障害、肢体不自由、内部障害

など）、高次脳機能障害などさまざまな障害のある障害当事者の参加が見込まれる。ここ

には、2021 年度の講師・ファシリテーター研修開催の経験から、検討するとよい配慮を

記す。詳細な配慮事項の詳細は別資料で提示予定である。 

（（11））研研修修会会のの計計画画ににああたたりり  

 バリアフリー対応の会場の確保 

 段差、トイレ、駐車場、インターネット回線など 

 研修時間、休憩時間の検討 

 開始時間、終了時間は？休憩をはさむ間隔は？休憩時間は１０分で十分か？ 

 対面・オンラインの開催方法の検討 

 対面開催の場合に個別のオンライン参加にも対応するか 

 手話通訳、文字通訳などが必要な場合の手配は誰がするのか 

 受講者に必要な配慮の確認 

 参加者募集時から必要な配慮を収集する 
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（（22））資資料料作作成成とと共共有有  

 資料の視認性 

 見やすい大きさの文字、色のコントラストを使う、ユニバーサルフォントを使う 

 読み上げ機能を用いる人（視覚障害者など）に配慮し、テキスト情報を入れる 

 図について 

 視覚障害：図にどのような図であるのかについて文字情報を入れておく 

 高次脳機能障害：文字だけの文章把握には時間がかかるため、図併用がわかりや

すい 

 カタカナや難解な用語を使わない 

 資料の事前送付を行う 

 視覚障害等、読み上げ機能を用いる人には紙媒体ではなく電子ファイルで事前に

送る。読み上げ機能に適したテキスト情報の共有があることでより正確に伝わる

ことも。 

（（33））会会場場設設営営・・座座席席配配置置  

 聴覚障害のある場合：手話通訳を見ながら資料を見ることはできないため、講師と手

話通訳とスクリーンを同時に見ることのできる配置を検討する 

 座席近くにコンセントが必要な方もいる（人工呼吸器や電子機器など） 

 出入りのしやすさ、介助者や通訳者の位置の検討 

（（44））講講義義やや進進行行  

 ゆっくりとはっきりと発言する 

 名前を名乗ってから発言する 
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66.. 各各講講座座のの資資料料  

障障害害者者ピピアアササポポーータターー研研修修をを担担うう  講講師師・・フファァシシリリテテーータターー養養成成  研研修修会会  

講講座座一一覧覧  

   

時間 講座名 
時

間 
狙い 

 受付（各会場）     

講座

１ 

オリエンテーション・自己

紹介 
30 

オリエンテーション 

この研修のミッションや目的を知り、考える 

講座

2 

それぞれのピアサポート活

動 
60  

自分自身のピアサポート活動についてグループ

員に紹介する 

講座

3 
ピアサポートについて 60  

ピアサポートの歴史と様々なピアサポートを知

り、自身の活動の位置づけを俯瞰する 

講座

4 
研修会開催準備と運営 70  

研修のファシリテートや研修会全体を運営する

上で必要な要素や事前準備を考える 

講座

5 
ファシリテーション概論 90  

一般的なファシリテーターの役割や技能を知

り、考える 

講座

6 

ピアサポートに関する研修

ならではのファシリテート

のポイント 

65  
障害ピアサポーター養成研修で講師やファシリ

テーターが大切にしてきた考えを知り、考える 

講座

7 

実践演習ガイダンスと 

事前準備 
55  翌日の演習の進め方を知り、準備をする 

講座

8 

グループワーク運営と演習 

実践練習 
120 講座説明やファシリテーションを体験する 

講座

9 
演習振り返り 30  講座説明・ファシリテーション演習を振り返る 

講座

10 
研修まとめ 60  

ファシリテーターの活躍の場や、活用方法を知

り、考える 

 事務連絡等   
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講講座座１１  オオリリエエンンテテーーシショョンン・・自自己己紹紹介介  

意図・重要ポイント： 

オオリリエエンンテテーーシショョンン部部分分 

 この講師・ファシリテーター養成研修を受講した人に期待されること（各自治体

で開催される障害者ピアサポート研修に講師やファシリテーターとして協力す

る、企画や準備から関わる等）を知る 

 障害ピアサポート研修の講師・ファシリテーターは、ピアサポートについて理解

していることと、研修に参加する人を尊重したファシリテーションが重要である

ことを伝える 

 この講師・ファシリテーター養成研修の全体像（時間割や、参加型の研修である

こと）を参加者が把握する 

自自己己紹紹介介部部分分 

 この研修をどのような人が受講しているのか、互いを知る 

 研修の最初に声を出すことで、アイスブレイクをする 

 

留意点 

 研修受講者数によって一人当たりの自己紹介に使える時間が異なる。班ごとに話

をする時間は以降の講座にもあることを伝え、まずは顔合わせ、声を出すという

意図であることを伝えるのもよい 

 

重要なスライド： 
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講講座座２２  そそれれぞぞれれののピピアアササポポーートト活活動動  

意図・重要ポイント： 

 ピアサポートの取り組みから良さや、ピアサポートから何を得ているのか、自身

の体験を振り返ることで、ピアサポートで大切にしたいことを思い起こす 

 関わっているピアサポートをグループ内でそれぞれが紹介することで、ピアサポ

ート活動が多様であることを知る 

 

留意点 

 ピアサポートという言葉を使っていない障害種別にも伝わるように、いくつかの

表現を添える 

 集団（団体）に限らず、個人のピアサポート活動も含む 

 

重要なスライド： 
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講講座座３３  ピピアアササポポーートトににつついいてて  

意図・重要ポイント： 

 障害種別によってピアサポート活動の歴史や背景が異なることを知る。（障害者

ピアサポート研修にはさまざまな障害を有する方が参加するため、それぞれ歴史

や背景が異なっていることについて講師・ファシリテーターが理解していること

が重要。） 

 障害種別を超えてピアサポート活動に共通点に意識を向け、共に学ぶためのファ

シリテートをする上で留意点を考える 

 

留意点 

 当事者同士だからといって自動的にピアサポートの関係になり得ない。経験を相

互に聞き合うことで安心感、つながりが生まれ、他の当事者との違いを尊重でき

る関係になる。 

 合理的配慮についても触れても良いのかもしれない 

 

重要なスライド： 
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講講座座４４  研研修修会会開開催催準準備備とと運運営営  

意図・重要ポイント： 

 講師やファシリテーターとして研修会に関わる場合の流れを知る 

 流れは研修当日のことのみならず、企画段階～当日～実施後等の全体を把握し、

研修を作っていくことをイメージ出来るようにすること。それには何を準備する

か（物品や会場含め）研修を共に作る仲間と共有できるようにまずは自分が理解

することが大事である。 

 

留意点 

 本研修は障害当事者が中心となり、専門職と協力して作っていくことが前提とな

っている為、研修の全体の流れを理解した上で、分担などを考えること。 

 分担を割り振る際に障害当事者に補助的な役割ばかりを分担することのないよう

に留意し、各講座講師は出来るだけ障害当事者および専門職がバランスよく担う

こととする。 

 

重要なスライド 
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講講座座５５  フファァシシリリテテーーシショョンン概概論論  

意図・重要ポイント： 

 障害者ピアサポート研修では、教える側と教わる側という上下関係はなく、講義

とグループワークを通じて一緒の立場で学びと気づきを得ることが目的。 

 障害者ピアサポート研修では、演習が多数用意されており、その演習で参加者が

自分で考え、意見を出しやすくする存在がファシリテーターであるということを

知る。 

 ファシリテーションの基本（参加者に関心を向ける、参加者の声を聴く＝ファシ

リテーターがしゃべり過ぎない）を知る。 

 出た意見を視覚化することで把握がしやすくなる人もいる。対面の場合には板書

や付箋を用いる、オンラインの場合には皆が共有できる画面を使うなどがあり得

ることを知る。 

 全てを一人のファシリテーターが行う必要はなく、複数人で行ってよいし、受講

者やファシリテーターの個性や障害によって方法を変え工夫してよいことを知

る。 

 

留意点 

 ファシリテーションはビジネスやさまざまな場面で行われ関連する本や研修も多

数あるが、ファシリテーションを上手にすることはこの研修の目的ではない。障

害者ピアサポート研修に参加する人が良い意見交換をできる場を作っていくこと

が重要であると伝える。 

 講座の演習内でファシリテーションの簡単な体験ができれば良い。 

 合意形成に至ることより、研修（各講座）として「どこを目指したいのか、何を

得たいのか」ということを事前に講師やファシリテーターと確認しておくこと 

（心得①の事前準備）が重要であることを伝える。 
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重要なスライド： 
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講講座座６６  ピピアアササポポーートトにに関関すするる研研修修ななららででははののフファァシシリリテテーートトののポポイインントト  

意図・重要ポイント： 

 新たに支援の現場で働こうとする障害当事者に対し、障害当事者が支援の現場で

働く際に大切にしてきた様々な視点・知識・経験を、パッケージとしてバトンを

渡す。 

 障害当事者が、障害者ピアサポート研修の講師やファシリテーターを担うことの

重要性を知る。 

 障害者ピアサポート研修への参加者（特に障害当事者）に対する接し方の基本姿

勢（ストレングス視点とエンパワメント、合理的配慮）を知る。 

 障害当事者が講師やファシリテーターを担うにあたって大切にすること（自身の

ことも尊重する）を知る 

 

留意点 

 内容が多岐にわたるので、各項目を必須のものと捉えるよりも、自分にとっての

重要なものを見つける機会としたい。 

 

重要なスライド： 
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講講座座７７  実実践践演演習習ガガイイダダンンススとと事事前前準準備備  

意図・重要ポイント：  

 実践演習の意図（障害者ピアサポート研修の講師やファシリテーターとなること

を想定し、その状況を体験してみる）を知る 

 必ずしも皆が同じこと（講義や板書等）をする必要はなく、それぞれの障害の状

況に応じて柔軟に工夫や配慮をし合える関係性を知る 

 事前確認を通じて、それぞれがどのような役割なら担えそうか、そのためにはど

ういった配慮が必要となるかを皆で確認し合う 

 

留意点 

 上手にやることや、演習のために万全の準備をすることが目的なのではなく、他

者に伝える、グループ演習の場を作るという体験をすることが目的であることを

伝える 

 受講者の人数や開催方法（オンライン、対面など）により、演習の形や持ち時間

は適宜変更する 

 スライドを使うとしても１～数枚でよい、ほかの人と同じスライドとなってもよ

い（伝えることと、演習の場づくりの体験をしてみて欲しいだけであることを強

調して伝える） 

 研修前に余裕を持って、実践演習で使う講座資料を参加者に配布し見ておけるほ

うが望ましい。 

 

重要なスライド： 
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講講座座８８  講講師師ととググルルーーププワワーークク進進行行のの体体験験演演習習（実践演習） 

意図・重要ポイント： 

 障害者ピアサポート研修の講師やファシリテーターとなることを想定し、各講座

で学んだことも踏まえてその状況を体験してみる（他者に伝える、グループ演習

の場を作るという体験をしてみる） 

 ２人組、３人組で時間管理やサポートを互いにするという体験をする 

 受講者同士で他者のやり方から学ぶ 

 グループ運営を通して、「ピアサポートし合う」関係を感じ合う 

 

留意点 

 上手にやることや、演習のために万全の準備をすることが目的なのではなく、研

修内容について他者に向かって話す、グループ演習の場を作るという体験をする

ことが目的であることを伝える 

 受講者の人数や開催方法（オンライン、対面など）により、演習の形や持ち時間

は適宜変更する 

 ファシリテーター役に任せきらず、参加者も一緒になってグループを作り上げる

意識を大切に 

 講座９で振り返るため、必要な方は気づきをメモなどしておくようになどアナウ

ンス 
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講講座座９９  演演習習振振りり返返りり  

意図・重要ポイント： 

 講師やファシリテーターとして研修内容について他者に向かって話す、グループ

演習の場を作るという体験をしてみてどのようなことを感じ学んだか、振り返

り、言葉にする。 

 ほかの受講者のやり方から学んだことや、それぞれの良さなどをグループ内で共

有する 

 

留意点 

 互いにねぎらう（他者へのダメ出しをしない） 

 この場においてもピアサポートし合える関係性を大切にお互いに尊重し合いなが

ら振り返る 

 

重要なスライド： 
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講講座座 1100  研研修修ままととめめ    

意図・重要ポイント： 

 講師・ファシリテーターとして大切なことを振り返る 

 障害者ピアサポート研修を今後計画していくにあたって必要なことを考える 

o 障害者ピアサポート研修を企画する際の企画委員会の半分以上は当事者の

立場の人で構成する 

o どのように企画委員や講師・ファシリテーターを確保するか 

o 障害者ピアサポート研修の受講者はどのように募集するか 

 

 

重要なスライド： 
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77.. 研研修修参参加加者者をを対対象象ととししたたアアンンケケーートト結結果果  

  

(1) 調査概要 

ア. 調査の目的                                    

本調査の目的は、「障害者ピアサポート研修における講師の養成のための研修」（通称、

講師・ファシリテーター養成研修）の参加者から、研修に対するフィードバックをもらい、

その結果をまとめることであった。 

 

イ. 調査の方法                                   

本調査の対象は、2022 年 1 月 22 日 (土) ・ 23 日（日）に開催された講師・ファシリテ

ーター養成研修への参加者であった。研修は北海道、富山県、愛知県、広島県、高知県、

宮崎県の合計 6 会場で開催され、全ての会場の参加者が対象となった。 

アンケートは、これまで講師・ファシリテーター養成研修で用いられた無記名の調査票

を使用した。具体的には、①性別や年齢などの基本属性のほかに、②研修の満足度や役立

ち度などについての 5 段階評価で回答する質問項目、③研修に対する自由記述などで構成

された。研修終了後に参加者にアンケートと説明文が配布された。その際、各会場の担当

者から本調査の趣旨について説明した。その後、調査参加に自発的に同意した者だけがア

ンケートに回答した。最終的な同意については、アンケートの回収をもって同意取得とし

た。 

 

(2)調査結果 

ア. 基本属性                                    

6 会場における研修参加者の合計は 52 名であった。そのうち、アンケートに回答し、事

務局が回収した者は 40 名であった（76.9%）。回答者の 65%が男性であり、年齢は 40 歳代

が最も多く（45.0%）、次いで 50 歳代が多かった（35.0%）。 

 

  n % 

性別 (n = 40)   女性 14 35.0% 

   男性 26 65.0% 

年齢帯 (n = 40)   30 歳代 5 12.5% 

   40 歳代 18 45.0% 

   50 歳代 14 35.0% 

   60 歳代 3 7.5% 

  SD Mean 
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有償無償問わずピアサポートの活動をしている期間

（年）の合計 (n = 29) 
5.4 6.0 

ピアサポーターとして最低賃金以上のお給料で継続的に

働いている（働いた）期間（年）(n = 23) 
2.7 6.0 

 

イ. 満足度および役立ち度                                   

研修全体の満足度について、回答者の約 90%が「満足」「とても満足」していた（表 1）。

自由記述では、構成と内容の双方についてのフィードバックがあった（BOX.1）。また、自

由記述には、「障害種別によっては、話を聞くことが困難なこともあり、ゆっくりした進行

も必要」とする回答や時間管理の課題を指摘する回答があった。また、役立ち度について

も、90%以上が「そう思う」「とてもそう思う」を選択していた（表 2）。役立ち度の自由記

述においては、配慮の重要性や仲間と研修を作り上げるプロセスに言及した感想があり、

研修を前向きに評価するフィードバックが大半であった。ただし、予備知識の必要性など

について言及する記述もあった（BOX.2）。他方、オンライン研修の満足度は、「満足」「と

ても満足」とした回答が 60%未満であった（表 3）。自由記述では、交通費などがかからず

参加しやすいや他会場の様子がわかるなど前向きな評価がある一方で、オンライン上での

コミュニケーションの限界や司会進行の難しさ、オンライン環境の確保などの課題が散見

された（BOX.3）。 

表 1 研修の満足度の回答結果 

とても不満足 0 0.0% 

不満足 0 0.0% 

どちらともいえない 4 10.0% 

満足 20 50.0% 

とても満足 16 40.0% 

  

BBOOXX..11  研研修修のの満満足足度度にに関関すするる自自由由記記述述内内容容のの要要約約とと例例  

 講座、演習という流れについては良かった。 

 講座の練習も出来て、研修に向けての準備ができた。 

 合理的配慮を学ぶ事ができて良かった。 

 暖かく受け入れてくれる雰囲気を感じた。 

 障害種別ごとにお話しできる機会があるとよかった。 

 障害種別によっては、話を聞くことが困難なこともあり、ゆっくりした進行も必要。 

 研修時間が長かった、時間管理が課題。 

など 

－29－



 

表 2 研修の役立ち度の回答結果 

全くそう思わない 0 0.0% 

そう思わない 0 0.0% 

どちらともいえない 3 7.5% 

そう思う 16 40.0% 

とてもそう思う 21 52.5% 

BBOOXX..22  研研修修のの役役立立ちち度度にに関関すするる自自由由記記述述内内容容のの要要約約  

 様々な障害の方がいて、個別に配慮する大切さを知った。 

 研修を実施する上での心構えや準備、実際の進め方などについて学べた。 

 ファシリテーターの役割や大切さなど勉強した。 

 地域にいる仲間の強みをたくさん知れた。 

 心強いしピアの力を感じることが出来た。 

 一緒に研修を作り上げていくというプロセスを経験できたことが良かった。 

 相手の話を傾聴することの重要性を再認識した。 

 自分だけではなく他の人たちの話を聞けた。自分の精神的支えになりそう。 

 予備知識がないと受けられないと感じた。 

など 

 

表 3 オンライン研修の満足度 

とても不満足 1 2.6% 

不満足 4 10.5% 

どちらともいえない 11 28.9% 

満足 17 44.7% 

とても満足 5 13.2% 

BBOOXX..33  オオンンラライインン研研修修のの満満足足度度にに関関すするる自自由由記記述述内内容容のの要要約約  

 講義はオンラインのままで良いと思う。 

 交通費などがかからないので経済的負担が少なく、当事者は参加しやすい。 

 他会場の様子や様々な方の意見がわかったことが良かった 

 オンライン上でのグループワークは一体感に制限があり、コミュニケーションにも限

界がある。 

 事務局と会場同士の連携や進行のスムーズさに課題があった。 

 オンライン環境の確保が難しい。PC やルーターの貸し出しがあると良い。 

など 
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ウ. 大切にしたいこと                                

回答者は研修受講後に、自身が講師やファシリテーターを担当する際に「大切にしたい」

と感じたことを最大 3 点まで記述した。BOX.4 は、その自由記述の内容の要約を紹介して

いる。回答者からは、参加者への配慮や安心して話すことができる雰囲気など様々な内容

が記されていた。 

 

BBOOXX..44  「「大大切切ににししたたいいこことと」」にに関関すするる自自由由記記述述内内容容のの要要約約  

 仲間作り・つながり 

 参加者への配慮や力を発揮できる環境や安心して話せる雰囲気を作る 

 自分の言葉で語る 

 傾聴する力・話を引き出す力 

 独りぼっちにさせない 

 参加者への感謝の気持ち 

 可能性を信じること 

 正解はないということ 

 1 つの研修をみんなで作り上げること・協働の姿勢 

 相互にサポートを感じられる事務局、運営体制 

 研修の目的の明確化 

 事前準備・スケジュールを工夫する 

 板書（グラフィック）の色使いなどの工夫 

など 

 

 

エ.配慮事項                                    

回答者は「どのようなことや配慮があると参加しやすい（参加しやすかった）」について、

各項目について選択した（表 4）。最も希望する配慮は、研修参加の賃金や交通費であり

（76.8%）、次いでインターネット環境の補助（68.4%）、研修参加に対する上司や同僚の理

解（60.5%）であった。 

 

表 4 研修参加が容易になる配慮 

項目（n = 38）   

申し込み前にカリキュラムを確認できたこと 19 50.0% 

参加費が無料 16 42.1% 

インターネット環境等の補助があること 26 68.4% 
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研修の参加に対する賃金や交通費の支給 29 76.3% 

研修の参加者に対する職場の上司や同僚の理解 21 55.3% 

都道府県自治体など研修を実施する人からの声かけ 23 60.5% 

その他 7 18.4% 

 

オ. 自身の地域において、研修の開催を実現できそうな強み              

最後に、回答者は、自身が住む地域における研修開催の実現に向けて、地域の強みにつ

いて自由記述にて回答した。BOX.5 は、自由記述の内容の要約を紹介している。自由記述

には、行政（職員）、社会福祉協議会や精神保健福祉士協会、その他の人材が、研修会開催

の実現に向けた強みとなっていることが記されていた。 

 

BBOOXX..55  「「地地域域ににおおけけるる研研修修開開催催のの実実現現にに向向けけたた強強みみ」」にに関関すするる自自由由記記述述内内容容のの要要約約  

 自治体が研修の実施に向けて積極的 

 自治体が予算を確保している 

 ピアサポート研修について理解している行政職員がおり、ピアサポーターと連携して

いる 

 全国的なネットワークのある人材や研修の運営に慣れている人材が、行政と連携して

いる 

 市町村の社会福祉協議会が協力的である 

 都道府県の精神保健福祉士協会が協力的である 

 研修実行委員会が立ち上がっている 

 ピアサポーター同士の交流がある 

など 

 

 

(3) 考察 

本調査は、講師・ファシリテーター養成研修の参加者における研修に対するフィードバ

ックをまとめることを目的とした。調査の結果、約 90%の参加者が講師・ファシリテータ

ー養成研修に満足あるいは役に立ったと感じていたことから、本研修は主観的な充足度が

高いものであったと考えられる。自由記述からは、講座と演習を組む構成に関する高評価

や合理的配慮や主体的に研修を作り上げる役割を持っていることなど様々な内容的な側面

を評価する回答をえた。また、研修で学びを得たものの中で「大切にしたいこと」につい

ての回答においても同様の記述がみられたことから、参加者が様々な方に配慮した研修を

模索することの重要性を認識する研修になったといえるかもしれない。一方で、自由記述
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には、障害種別による進行スピードへの配慮や研修時間の問題なども指摘されており、多

様な障害を持つ者が参加する研修の在り方には課題もあったと考えられる。 

オンライン研修の満足度については、満足したとする参加者は 60%未満にとどまってい

た。また、交通費がかからないことや他会場の様子がわかる点などを高評価する記述もあ

るが、オンライン上でのコミュニケーションの難しさやオンライン環境の確保など現実的

な課題が指摘されていた。実際、研修に参加するために必要な配慮に関する質問において

も、交通費の支給やオンライン環境等の補助は回答が多かった項目であった。これらの結

果から、オンライン研修と対面での研修にはいずれも異なる長所があること、いずれの方

法で実施するにしても研修へのアクセスの補助と配慮が重要であることが示唆された。 

今後の各地域における研修の実施に向けた強みについては、様々な関係者からの応援や

ネットワーク、連携の構築が提案されていた。具体的には、回答者は、行政（職員）だけ

でなく、地域の社会福祉協議会や精神保健福祉士協会、あるいは地域におけるキーマンと

なる人材が研修会の開催に向けて力になると回答していた。ピアサポーターが認知されは

じめたのは、過去 10 年ほどのことであり、行政や多職種の団体、公益性の強い団体がピア

サポートや関連する研修の実施に関心を持つことは研修の普及に重要と考えられる。 
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第第33章章  基基礎礎・・専専門門・・フファァロローーアアッッププ研研修修  

ににつついいてて  
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１１．．基基礎礎研研修修・・専専門門研研修修・・フフォォロローーアアッッププ研研修修ののシシララババスス案案  

  

  これまで、厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業として実施された「障

害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究及び、厚生労働科学研究費補

助金 障害者政策総合研究事業「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に係る

講師を担える人材の養成及び普及のための研究」において構築してきた基礎・専門・フォ

ローアップ研修の内容について再整理し、要綱に添ったシラバス案作成を行った。 

  

【【基基礎礎研研修修シシララババスス案案】】  

科科目目  獲獲得得目目標標  内内容容  時時間間数数  

11．．オオリリエエンンテテ

ーーシショョンン  

・・障障害害者者ピピアアササポポーートト研研修修

のの流流れれとと目目的的をを理理解解すするる。。  

・・講講義義とと演演習習をを繰繰りり返返しし行行

ううたためめ、、ググルルーーププワワーーククにに

参参加加すするる際際ののルルーールルににつついい

てて理理解解すするる。。    

・・22 日日間間のの研研修修のの目目的的、、概概略略をを説説明明すするる。。特特にに本本研研修修がが障障害害

福福祉祉ササーービビスス等等でで職職員員ととししてて働働くくピピアアササポポーータターーのの養養成成及及

びび、、ととももにに働働くく事事業業所所職職員員ののピピアアササポポーートトへへのの理理解解をを促促進進すす

るるここととをを目目的的ととししてていいるる点点ににつついいててのの理理解解をを深深めめるる。。  

・・ググルルーーププワワーーククへへのの参参加加にに関関すするるググラランンドドルルーールルななどどをを提提

示示しし、、積積極極的的なな参参加加をを促促すす。。  

〈〈ググラランンドドルルーールル例例〉〉  

〇〇ググルルーーププにに積積極極的的にに参参加加ししままししょょうう。。  

〇〇ししっっかかりり聴聴くく姿姿勢勢をを心心ががけけままししょょうう。。  

  もも  ちちろろんん、、内内容容にによよっっててはは「「パパスス」」とといいうう選選択択ももあありりまま

すす。。  

〇〇一一人人ひひととりりのの考考ええをを尊尊重重ししままししょょうう。。  

  どどののよよううなな意意見見やや発発言言もも批批判判やや否否定定ををししなないいでで傾傾聴聴しし  

  ままししょょうう。。  

〇〇時時間間ををひひととりりじじめめすするるののででははななくく、、わわかかちちああいいままししょょうう。。  

〇〇おお互互いいのの信信頼頼ががななけけれればば話話ははででききまませせんん。。参参加加者者個個人人のの情情

報報はは、、そそのの場場ににおおいいてて帰帰りり、、  他他人人にに話話ししたたりりししなないいよよううにに

ししままししょょうう。。  

――  

２２．．ピピササポポーー

トトのの理理解解  

・・ピピササポポーートトととはは何何かかとといい

うう基基本本ににつついいてて理理解解すするる。。  

・・ピピアアササポポーートト活活動動はは、、障障

害害者者のの人人権権とと深深くく関関連連ししてて

おおりり、、障障害害当当事事者者のの強強みみをを

活活かかしし、、そそのの人人ららししいい人人生生

・・ピピアアササポポーートトととはは仲仲間間（（ピピアア））ととししててのの支支ええああいいででああるるここ

ととをを理理解解すするる。。ピピアアササポポーートト＝＝経経験験をを活活かかししてて働働くくとといいううここ

ととででははななくく、、多多様様なな領領域域でで多多彩彩なな活活動動がが展展開開さされれてておおりり、、障障

害害福福祉祉ササーービビスス等等でで働働くくここととももそそのの一一部部ででああるるとといいううここととをを

認認識識すするる。。  

・・ピピアアササポポーートトはは他他領領域域ででもも活活用用さされれてていいるるがが、、障障害害領領域域でで

講講義義

3300 分分  

演演習習  

6600 分分  
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をを生生ききるるとといいうう当当たたりり前前のの

権権利利をを実実現現ししよよううととすするるここ

ととをを支支援援すするる点点にに大大ききなな特特

徴徴ががああるるここととをを学学ぶぶ。。  

もも、、精精神神障障害害、、身身体体障障害害、、知知的的障障害害、、難難病病、、高高次次脳脳機機能能障障害害

ななどど、、そそれれぞぞれれのの障障害害ごごととにに多多彩彩ななピピアアササポポーートト活活動動がが展展開開

さされれててききたた歴歴史史ががああるるここととをを学学ぶぶ。。                        

・・ピピアアササポポーートト活活動動でではは、、スストトレレンンググスス視視点点（（強強みみをを活活かかすす

視視点点））がが重重要要でであありり、、そそのの人人ののややりりたたいいここととのの実実現現にに向向けけてて

ととももにに歩歩むむ姿姿勢勢がが重重要要ででああるるここととをを理理解解すするる。。  

・・ピピアアササポポーートト活活動動とと障障害害者者のの権権利利にに関関すするる条条約約はは関関連連ししてて

おおりり、、条条約約はは人人のの多多様様性性をを認認めめ、、当当事事者者のの意意思思をを尊尊重重すするるここ

ととのの大大切切ささをを謳謳っってていいるる。。ピピアアササポポーートト活活動動ももままたた、、障障害害者者

のの人人権権尊尊重重とといいううここととをを大大事事ににししてていいるる実実践践ででああるるここととをを学学

ぶぶ。。  

・・演演習習ににおおいいててはは、、ググルルーーププメメンンババーーのの自自己己紹紹介介をを兼兼ねねてて、、

自自分分がが経経験験かからら考考ええるるピピアアササポポーートトやや、、自自分分自自身身のの強強みみににつつ

いいてて話話しし合合いい、、ここれれかかららははじじままるる研研修修ののウウォォーーミミンンググアアッッププ

をを行行ううととととももにに、、相相互互理理解解をを深深めめるる。。  

３３．．ピピアアササポポ

ーートトのの理理解解  のの

実実際際・・実実例例  

・・「「ピピアアササポポーートトのの理理解解」」

ににいいててもも、、障障害害ごごととののピピササ

ポポーートトににつついいてて触触れれたたがが、、

ここここでではは、、障障害害当当事事者者のの経経

験験にに基基づづくく語語りりをを通通ししてて、、

よよりり具具体体的的ににピピアアササポポーートト

をを理理解解すするる。。  

・・多多様様なな障障害害領領域域ののピピアアササポポーータターーががそそれれぞぞれれのの障障害害領領域域にに

おおけけるるピピアアササポポーートトのの歴歴史史をを踏踏ええつつつつ、、そそのの活活動動のの実実際際ををわわ

かかりりややすすくく語語っっててももららううここととにによよりり、、ピピアアササポポーートトへへのの理理解解

をを深深めめるる  

【【例例】】精精神神障障害害、、身身体体障障害害、、知知的的障障害害、、高高次次脳脳機機能能障障害害、、難難

病病ななどど。。  

・・ささままざざままなな障障害害領領域域ででののピピアアササポポーートトがが活活用用さされれるる場場所所やや

方方法法はは異異ななるるがが、、共共通通ししてていいるるののはは、、経経験験をを生生かかししてて活活動動すす

るる点点ににああるるここととをを理理解解すするる。。  

・・演演習習ににおおいいててはは、、体体験験にに基基づづくく講講義義をを踏踏ままええ、、障障害害当当事事者者

のの方方はは自自分分のの経経験験のの活活かかしし方方をを考考ええ、、事事業業所所職職員員ははピピアアササポポ

ーートトををどどううししたたらら活活かかすすここととががででききるるののかかをを考考ええるる。。  

講講義義

7700 分分  

演演習習  

4400 分分  

４４．．ココミミュュニニ

ケケーーシショョンンのの

基基本本  

・・人人をを対対象象ととししたたササポポーートト

ででののココミミュュニニケケーーシショョンンのの

大大切切ささをを学学ぶぶ。。  

・・技技法法をを使使用用すするるここととででのの

気気づづききをを共共有有しし、、自自ららののココ

ミミュュニニケケーーシショョンンへへのの意意識識

をを働働かかせせるる。。  

人人ををササポポーートトすするるココミミュュニニケケーーシショョンンににおおいいてて、、特特にに以以下下のの

点点にに留留意意しし、、自自分分自自身身ののココミミュュニニケケーーシショョンンをを振振りり返返るる。。  

〇〇  人人ををササポポーートトすするるココミミュュニニケケーーシショョンンでではは、、相相手手にに対対すす

るる理理解解をを深深めめるる態態度度がが大大切切((受受容容とと共共感感))。。  

〇〇自自分分自自身身のの体体験験をを思思いい起起ここしし、、話話ししてていいるる相相手手のの気気持持ちちをを

考考ええるる。。  

〇〇話話をを聴聴くく時時はは、、ププラライイババシシーー、、距距離離感感、、目目線線、、心心地地よよささなな

講講義義  

4400 分分  

演演習習  

6600 分分  
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どどにに配配慮慮すするる。。  

〇〇自自分分のの考考ええをを押押しし付付けけるるののででははななくく、、「「私私」」をを主主語語ににすするる

伝伝ええ方方ををこここころろががけけるる。。  

・・演演習習でではは、、例例ええばば、、ロローールルププレレイイななどどをを取取りり入入れれ、、YYOOUU((ユユ

ーー))メメッッセセーージジをを II((アアイイ))メメッッセセーージジにに変変ええてて見見るるここととななどどにに

よよっってて、、どどののよよううにに印印象象ががかかわわるるかか体体験験ししててみみるる。。そそのの印印象象

ななどどかかららのの気気づづききをを共共有有すするる。。  

５５．．障障害害福福祉祉

ササーービビスス等等のの

基基礎礎とと実実際際  

・・障障害害福福祉祉施施策策のの歴歴史史やや障障

害害福福祉祉施施策策のの仕仕組組みみをを知知

るる。。  

・・ピピアアササポポーータターーがが実実際際にに雇雇用用さされれるる障障害害福福祉祉ササーービビスス等等のの

歴歴史史やや現現状状、、そそのの枠枠組組みみななどどをを把把握握すするる。。  

・・演演習習でではは、、どどののよよううなな福福祉祉ササーービビスス等等ががああるるののかかをを挙挙げげ、、

実実際際にに事事業業所所ななどどでで「「雇雇用用さされれたた」」ピピアアササポポーータターーががどどののよよ

ううにに経経験験をを活活かかししてて活活動動ででききるるののかか（（活活動動ししてていいるるかか））をを検検

討討すするる。。事事業業所所職職員員のの立立場場かかららはは、、どどののよよううににピピアアササポポーータタ

ーーにに活活躍躍ししててももららいいたたいいかかをを考考ええるる。。  

講講義義  

4400 分分  

演演習習  

2200 分分  

６６．．ピピアアササポポ

ーートトのの専専門門性性  

・・ピピアアササポポーートトのの専専門門性性

とと、、そそれれをを活活かかすすここととにによよ

りり、、よよりり良良いいササーービビススがが提提

供供ででききるるここととをを理理解解すするる。。  

・・そそのの専専門門性性をを担担保保すするるたた

めめのの倫倫理理とと守守秘秘義義務務ににつついい

てて学学ぶぶ。。  

・・ピピアアササポポーータターーのの大大切切なな強強みみはは、、障障害害やや病病気気をを持持ちちななががらら

生生ききててききたた経経験験をを活活かかししてて共共感感しし、、同同じじよよううなな経経験験ををししてていい

るる人人がが前前向向ききにに生生ききてていいけけるるよよううにに応応援援ででききるる点点ににああるるこことと

をを認認識識すするる。。  

・・障障害害福福祉祉ササーービビスス等等ににおおけけるる職職員員ととししてて働働くく際際にに、、守守るる必必

要要ががああるるルルーールルににつついいてて理理解解すするる。。  

・・  演演習習ににおおいいててはは、、ピピアアササポポーートトのの専専門門性性ににつついいててデディィスス

カカッッシショョンンすするるここととをを通通ししてて、、ピピアアササポポーータターーとと他他のの職職員員がが

一一緒緒にに働働くく（（協協働働すするる））ここととででよよりり良良いいササーービビススがが提提供供でできき

るるここととをを理理解解すするる。。  

  

  

講講義義

3300 分分  

演演習習  

5500 分分  
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【【専専門門研研修修シシララババスス案案】】  

科科目目  獲獲得得目目標標  内内容容  時時間間数数  

１１．．基基礎礎研研修修

のの振振りり返返りり  

・・基基礎礎研研修修でで学学んんだだここととをを

振振りり返返るるととととももにに、、専専門門研研

修修のの概概要要をを理理解解すするる。。  

・・ピピアアササポポーートトのの多多様様性性、、当当事事者者のの意意思思をを尊尊重重すするるとといいうう基基

本本的的なな姿姿勢勢、、経経験験をを活活かかしし、、そそのの人人のの大大切切なな強強みみをを引引きき出出すす

ピピアアササポポーートトのの専専門門性性ななどど、、基基礎礎研研修修ででのの学学びびをを振振りり返返るる。。  

・・専専門門研研修修ででのの学学びびのの大大枠枠をを理理解解すするる。。  

講講義義

3300 分分  

２２．．ピピアアササポポ

ーータターーのの基基礎礎

とと専専門門性性  

・・““リリカカババリリーー””（（「「障障害害やや病病

気気ののああるる者者ががあありりののままままのの

自自分分ららししくく生生ききよよううととすす

るる」」））ににつついいてて理理解解すするる。。  

・・障障害害者者ピピアアササポポーータターーとと

ししててのの専専門門性性ににつついいてて改改めめ

てて確確認認すするる。。  

・・障障害害やや病病気気ののああるる者者ががああ

りりののままままのの自自分分ららししくく生生きき

よよううととすするる過過程程ややここれれままでで

のの経経験験等等をを言言葉葉ににすするるこことと

（（リリカカババリリーースストトーーリリーーをを

語語るるこことと））のの大大切切ささをを理理解解

すするる。。  

・・障障害害やや病病気気にによよっってて、、人人生生ににおおいいてて困困難難なな体体験験ををししたたととしし

ててもも、、そそここかからら““リリカカババリリーー””（（「「障障害害やや病病気気ののああるる者者ががあありり

ののままままのの自自分分ららししくく生生ききよよううととすするる」」））ししてていいけけるるとといいううここ

ととをを体体現現ししてていいるるののがが、、ピピアアササポポーータターーでであありり、、ロローールルモモデデ

ルルととししてて、、ササポポーートトをを必必要要ととししてていいるる人人たたちちがが希希望望をを見見いいだだ

すすここととをを後後押押ししすするる役役割割をを担担っってていいるるここととをを理理解解すするる。。  

・・講講義義ににおおいいててはは、、障障害害当当事事者者のの講講師師がが自自ららののリリカカババリリーースス

トトーーリリーーをを語語るるここととにによよりり、、理理解解がが深深ままるる。。  

・・演演習習でではは、、ピピササポポーータターーだだけけででははななくく、、事事業業所所のの職職員員ももリリ

カカババリリーースストトーーリリーーをを書書くく。。障障害害当当時時者者ととはは立立場場がが異異ななるる部部

分分ももああるるがが、、ここれれままででのの人人生生ににおおけけるる困困難難とと向向きき合合いい、、どどのの

よよううにに自自分分ららししくく生生ききててききたたののかかをを書書くく。。自自分分のの描描いいたたリリカカ

ババリリーースストトーーリリーーををググルルーーププメメンンババーーにに語語りりななががらら「「他他人人がが

リリカカババリリーーすするるののをを手手助助けけすするる」」たためめにに「「他他者者にに自自分分をを差差しし

出出すす感感覚覚」」をを主主体体的的にに学学ぶぶ。。  

講講義義

4400 分分

演演習習

6600 分分  

３３．．ピピアアササポポ

ーートトのの専専門門性性

のの活活用用  

・・ピピアアのの専専門門性性をを活活かかすすたた

めめにに重重要要なな視視点点をを理理解解すす

るる。。  

・・ピピアアのの専専門門性性のの活活かかしし方方

をを具具体体的的なな例例かからら学学ぶぶ。。  

・・ピピアアのの専専門門性性をを活活かかししたた支支援援をを実実践践すするるたためめにに以以下下ののよようう

なな重重要要なな視視点点ににつついいてて理理解解すするる。。  

〇〇障障害害をを理理解解すするる……  IICCFF（（国国際際生生活活機機能能分分類類））  

〇〇そそのの人人のの強強みみをを活活かかすす（（スストトレレンンググスス））のの視視点点  

〇〇そそのの人人のの持持っってていいるる力力をを高高めめるる（（エエンンパパワワメメンントト））  

〇〇そそのの人人のの権権利利をを守守るる......アアドドボボカカシシーーととピピアアアアドドボボカカシシ――  

〇〇どどここでで誰誰ととどどんんなな風風にに暮暮ららすすかかをを決決めめるる手手助助けけををすするる…………

意意思思決決定定支支援援  

・・具具体体例例をを通通ししてて、、ピピササポポーートトのの専専門門性性をを活活かかすす方方法法をを学学

ぶぶ。。  

・・演演習習ににおおいいててはは、、事事例例をを通通ししてて、、ピピアアササポポーートトのの専専門門性性がが

具具体体的的なな場場面面ででどどうう活活用用ででききるるののかかをを理理解解すするる。。特特にに RR ささ

んん、、MM ささんん、、及及びび JJ ささんんをを取取りり巻巻くく環環境境ののスストトレレンンググススをを見見

講講義義

4400 分分  

演演習習

3300 分分  
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つつけけ出出しし、、ピピアアササポポーータターーととししてて、、ああるるいいはは、、事事業業所所のの職職員員

ととししてて伝伝ええたたいい経経験験ややどどののよよううなな支支援援がが考考ええらられれるるかかをを話話しし

合合うう。。  

４４．．関関連連すするる

保保健健医医療療福福祉祉

施施策策のの仕仕組組みみ

とと業業務務のの実実際際

（（障障害害者者））  

・・保保健健・・医医療療・・福福祉祉にに関関係係

すするる制制度度やや法法律律のの関関連連をを知知

るる  

・・生生活活をを支支ええるる事事業業やや機機関関

をを知知るる  

・・障障害害福福祉祉ササーービビスス事事業業所所

等等ででのの実実際際のの業業務務ををイイメメーー

ジジででききるる。。  

・・保保健健制制度度・・医医療療制制度度・・福福祉祉制制度度にに関関係係すするる基基本本的的なな法法律律にに

つついいてて理理解解すするる。。ままたた、、そそのの中中でで、、特特にに障障害害者者福福祉祉にに関関連連すす

るる法法律律ににつついいてて学学ぶぶ。。  

・・人人ととししててのの生生活活をを支支ええてていいるる社社会会保保障障制制度度、、保保健健・・医医療療のの

仕仕組組みみ等等ににつついいててもも理理解解すするる。。  

・・障障害害福福祉祉ササーービビスス等等にに直直接接かかかかわわるる障障害害者者総総合合支支援援法法のの中中

ののササーービビススやや、、医医療療機機関関ににおおいいててどどののよよううににピピアアササポポーートトがが

活活用用さされれてていいるるののかかをを具具体体例例をを通通ししてて学学ぶぶ。。  

・・演演習習でではは、、自自分分自自身身がが勤勤務務ししてていいるるととこころろ、、勤勤務務ししたたこことと

ののああるるととこころろににつついいてて説説明明ししててみみたたりり、、働働いいててみみたたいいととこころろ

ににつついいてて話話しし合合うう。。働働いいたた経経験験やや利利用用ししたた経経験験ががなないいササーービビ

ススににつついいててもも、、ググルルーーププメメンンババーーのの話話をを聴聴くくここととがが学学びびととなな

るる。。  

講講義義

4400 分分

演演習習

2200 分分  

４４．．ピピアアササポポ

ーートトをを活活用用すす

るる技技術術とと仕仕組組

みみ（（事事業業所所））  

・・ピピアアササポポーータターーががいいるるここ

ととでで、、そそのの事事業業所所のの職職員員だだ

けけででななくく、、組組織織ににもも良良いい影影

響響がが生生ままれれるるここととをを理理解解すす

るる。。  

・・ピピアアササポポーータターーがが効効果果的的

ににそそののススキキルル（（能能力力やや実実

力力））をを発発揮揮すするるたためめににはは、、

事事業業所所ががピピササポポーートトをを理理解解

しし、、環環境境をを整整ええるるここととのの必必

要要性性ににつついいてて理理解解すするる。。  

・・ピピアアササポポーータターーががいいるるここととでで、、利利用用者者にに対対ししててだだけけででなな

くく、、組組織織にに対対ししててもも良良いい変変化化がが生生ままれれるるここととがが期期待待さされれるる

がが、、そそううししたた効効果果をを生生むむたためめににはは、、「「病病気気・・障障害害へへのの理理解解」」

「「人人ととししてて尊尊重重すするるこことと」」「「ピピアアササポポーータターーのの専専門門性性へへのの理理

解解」」がが必必要要ででああるるここととをを理理解解すするる。。  

・・ピピアアササポポーータターーがが働働くく環環境境やや労労働働条条件件ととししてて、、「「ピピアアササポポ

ーータターーがが相相談談  ででききるる相相手手がが職職場場内内ににいいるるこことと」」、、「「適適正正なな賃賃

金金」」、、「「職職場場内内ででのの人人間間関関係係」」がが重重視視さされれてていいるるここととかからら、、ピピ

アアササポポーータターーとと一一緒緒にに働働くく職職員員ととのの協協働働がが必必要要不不可可欠欠ででああるる

ここととをを理理解解すするる。。  

・・演演習習でではは、、ピピアアササポポーータターーとと一一緒緒にに働働くくここととににななっったた場場合合

にに期期待待すするるこことととと、、ピピアアササポポーータターーとと共共にに働働ききややすすいい職職場場環環

境境をを作作るるたためめににははどどんんななここととががででききるるののかか、、ググルルーーププででアアイイ

デデアアをを出出しし合合ううここととにによよりり、、ピピササポポーートトのの活活用用とと事事業業所所のの仕仕

組組みみづづくくりりをを学学ぶぶ。。  

講講義義

4400 分分  

演演習習

2200 分分  

５５．．ピピアアササポポ

ーータターーととししてて  

のの働働きき方方（（障障

・・労労働働者者ととししてて働働くく上上ででのの

権権利利とと労労働働法法規規ににつついいてて学学

ぶぶ。。  

・・雇雇用用主主（（使使用用者者））とと雇雇用用契契約約をを結結ぶぶここととにによよっってて、、労労働働者者

はは労労務務をを提提供供すするる義義務務ななどどをを負負いい、、雇雇用用主主はは約約束束ししたた賃賃金金をを

支支払払ううななどどのの義義務務をを負負ううここととににななるるここととななどど、、労労働働契契約約のの基基

講講義義

3300 分分  

演演習習
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害害者者））  ・・人人をを支支援援すするる上上でで、、理理解解

ししてておおくく必必要要ががああるる倫倫理理やや

各各領領域域のの倫倫理理基基準準等等ににつついい

てて学学ぶぶ。。  

本本、、具具体体的的なな手手続続きき等等ににつついいてて学学ぶぶ。。  

・・雇雇用用さされれるる事事業業所所ににもも、、就就業業規規則則ななどどのの職職場場のの規規程程ややルルーー

ルルががあありり、、そそれれをを遵遵守守すするるここととがが求求めめらられれるるここととをを理理解解すす

るる。。  

・・事事業業所所がが労労働働法法規規をを守守っってていいなないいよよううなな場場合合やや、、待待遇遇やや働働

ききややすすささにに満満足足ででききなないい場場合合、、職職場場をを変変ええるるこことともも選選択択肢肢のの

ひひととつつででああるるここととをを学学ぶぶ。。  

・・対対人人援援助助をを仕仕事事ととすするる際際にに、、守守るるべべきき倫倫理理ににつついいてて学学びび、、

関関連連すするる団団体体のの倫倫理理綱綱領領やや行行動動規規範範ななどどをを参参照照すするるここととにによよ

りり、、倫倫理理にに対対すするる理理解解をを深深めめるる。。  

・・演演習習でではは、、ここれれままででのの職職場場でで経経験験ししたたここととにに関関ししてて、、ググルル

ーーププでで話話しし合合ううここととをを通通ししてて、、事事業業所所でで職職員員ととししてて働働くく上上でで

のの権権利利やや倫倫理理観観ににつついいてて確確認認すするる。。  

4400 分分  

５５．．ピピアアササポポ

ーータターーをを活活かか

すす雇雇用用（（事事業業

所所））  

・・ピピアアササポポーータターーのの雇雇用用にに

つついいててのの現現状状をを知知るる。。  

・・ピピアアササポポーータターーがが活活躍躍しし

ややすすいい条条件件をを具具体体的的にに考考

ええ、、ピピアアササポポーータターーとと専専門門

職職がが協協働働すするるここととににつついいてて

理理解解をを深深めめるる。。  

・・ピピアアササポポーートト活活動動状状況況調調査査ななどどのの結結果果やや実実践践例例かからら、、ピピアア

ササポポーータターーががどどののよよううなな場場所所でで雇雇用用さされれ、、活活動動ししてていいるるののかか

をを理理解解すするる。。  

・・実実践践例例ななどどかからら、、ピピアアササポポーータターーのの業業務務内内容容やや雇雇用用のの実実情情

をを学学びび、、ピピアアササポポーータターーのの活活かかしし方方をを考考ええるる。。  

・・演演習習ににおおいいててはは、、自自分分がが所所属属すするる事事業業所所ででピピアアササポポーータターー

のの活活躍躍がが考考ええらられれるる具具体体的的なな支支援援内内容容ににつついいてて検検討討すするる。。まま

たた、、事事業業所所ででピピアアササポポーータターーとと働働くくここととにに不不安安をを感感じじてていいるる

職職員員ががいいるる場場合合のの対対応応ななどどをを一一緒緒にに考考ええるる。。  

講講義義

3300 分分  

演演習習

4400 分分  

６６．．セセルルフフママ

ネネジジメメンントトとと

ババウウンンダダリリーー  

・・ピピアアササポポーータターーととししてて働働

きき続続けけるるたためめにに、、セセルルフフママ

ネネジジメメンントト（（自自己己管管理理））のの

大大切切をを知知るる。。  

・・役役割割葛葛藤藤、、二二重重関関係係ななどど

ピピアアササポポーータターーがが葛葛藤藤ししやや

すすいい状状況況をを理理解解すするる。。  

・・ババウウンンダダリリーーをを意意識識すするる

ここととでで、、自自分分とと相相手手をを大大切切

ににすするる関関係係性性をを学学ぶぶ。。  

・・ピピアアササポポーータターーがが抱抱ええややすすいい葛葛藤藤ににつついいてて、、具具体体例例をを示示しし

ななががらら、、理理解解をを進進めめるる。。  

〇〇当当事事者者ででももあありり、、支支援援者者ででももああるるとといいうう役役割割葛葛藤藤  

〇〇支支援援者者とと利利用用者者がが職職員員ととササーービビスス利利用用者者とといいううだだけけででなな

くく、、友友人人関関係係ににああるるとといいっったたよよううにに、、ピピアアササポポーータターーはは複複数数

のの関関係係性性（（二二重重関関係係））にに陥陥るるここととががああるる。。  

上上記記ののよよううなな環環境境にに置置かかれれるるここととにによよりり、、「「私私」」とと「「他他者者」」

とといいうう人人間間関関係係やや感感情情のの境境界界（（ババウウンンダダリリーー））がが曖曖昧昧にになな

りり、、葛葛藤藤がが生生じじたたりり、、燃燃ええ尽尽ききててししままううここととももああるるここととをを理理

解解すするる。。  

・・セセルルフフケケアアをを意意識識すするるここととはは、、自自分分自自身身とと向向きき合合ううここととでで

ももあありり、、そそのの大大切切ささとと意意味味をを再再認認識識すするる。。  

講講義義

3300 分分  

演演習習  

4400 分分  
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・・演演習習ににおおいいててはは、、スストトレレススななどどをを抱抱ええたた時時のの自自己己対対処処方方法法

やや、、相相談談ででききるる場場所所やや人人ににつついいててググルルーーププでで話話しし合合いい、、働働きき

続続けけるるたためめののセセルルフフケケアアのの大大切切ささににつついいてて理理解解すするる。。ままたた、、

支支援援ししてていいるる中中でで、、人人ととのの関関係係でで悩悩んんだだりり、、苦苦労労ししたたここととをを

出出しし合合いい、、ババウウンンダダリリーーににつついいててのの意意識識をを高高めめるる。。  

７７．．チチーームムアア

ププロローーチチ  

・・チチーームムワワーーククのの必必要要性性にに

つついいてて学学ぶぶ。。  

・・チチーームムのの中中ででののピピアアササポポ

ーータターーのの役役割割やや業業務務ををイイメメ

ーージジしし、、ピピアアササポポーータターーのの

強強みみがが発発揮揮ででききるるこことと・・発発

揮揮ででききるるチチーームム作作りりににつついい

てて学学ぶぶ。。  

・・チチーームムととはは何何かか、、チチーームムのの必必要要性性ににつついいてて学学ぶぶ。。ままたた、、チチ

ーームムのの一一員員ととししててピピアアササポポーータターーがが働働くくたためめにに留留意意すするるこことと

（（合合理理的的なな配配慮慮をを含含むむ））やや役役割割、、そそのの有有用用性性ににつついいてて学学ぶぶ。。  

具具体体的的ににはは、、以以下下のの点点がが重重要要ででああるる。。                      

〇〇利利用用者者のの言言葉葉にに寄寄りり添添いい、、話話にに耳耳をを傾傾けけるるこことと  

〇〇日日々々ののココミミュュニニケケーーシショョンンをを通通じじてて信信頼頼関関係係ををつつくくるるこことと  

〇〇対対等等性性をを守守りり、、互互いいをを尊尊重重ししてて認認めめ合合ううこことと  

〇〇ピピアアササポポーータターーががももつつ経経験験かからら得得たた知知恵恵をを活活用用すするるこことと  

・・演演習習ににつついいててはは、、実実際際ににどどののよよううななチチーームムでで働働いいてていいるるのの

かかをを出出しし合合うう。。そそれれぞぞれれののチチーームムににおおいいてて、、担担っってていいるるピピアア

ササポポーータターーのの役役割割はは何何かか、、ピピアアササポポーータターーがが強強みみをを発発揮揮でできき

てていいるるととすするるななららばば、、そそのの要要因因はは何何かか、、ううままくく機機能能ででききてていい

なないいととすするるななららばば、、そそのの要要因因はは何何かかとといいっったた具具体体的的なな内内容容にに

つついいてて、、検検討討すするる。。  

講講義義

4400 分分

演演習習

6600 分分  

  

  

  

【【フフォォロローーアアッッププ研研修修シシララババスス案案】】  

科科目目  獲獲得得目目標標  内内容容  時時間間数数  

１１．．専専門門研研修修

のの振振りり返返りり  

・・専専門門研研修修のの振振りり返返りり  ・・基基礎礎研研修修、、専専門門研研修修をを終終ええたた人人をを対対象象ととししてて、、ここれれままででのの

学学びびをを振振りり返返るるととととももにに、、フフォォロローーアアッッププ研研修修のの概概要要をを知知

るる。。  

講講義義

3300 分分  

２２．．障障害害特特性性  ・・障障害害領領域域ごごととのの障障害害特特性性

ににつついいてて学学ぶぶ。。  

・・ピピアアササポポーートトはは多多様様なな領領域域でで活活用用さされれてていいるるがが、、本本研研修修でで

養養成成ししてていいるるピピアアササポポーータターーはは、、障障害害福福祉祉ササーービビスス等等ににおおけけ

るる活活躍躍がが期期待待さされれてていいるる。。障障害害福福祉祉ササーービビスス等等のの対対象象ととななっっ

てていいるる障障害害やや病病気気ににつついいててのの理理解解をを深深めめるる。。  

講講義義  

6600 分分  

３３．．働働くくこことと

のの意意義義  

・・ピピアアササポポーータターーととししてて働働

きき続続けけるるここととがが、、職職場場ににもも

たたららすす効効果果ににつついいてて理理解解すす

・・働働くくここととににおおけけるる理理想想とと現現実実ののミミススママッッチチはは誰誰ににででもも起起ここ

りり得得るるここととでで、、現現実実のの中中でで「「働働とといいううこことと」」のの意意義義ににつついいてて

考考ええるる。。ピピアアササポポーータターーととししててのの体体験験をを交交ええたた講講義義がが行行わわれれ

講講義義

3300 分分  

演演習習
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るる。。  るるここととでで、、よよりり具具体体的的にに働働くくここととのの意意義義ににつついいてて認認識識がが深深まま

るる。。そそののううええでで、、ピピアアササポポーータターーがが職職場場にに居居続続けけるる意意味味ににつつ

いいててもも改改めめてて考考ええるる。。  

・・演演習習でではは、、「「ななぜぜ働働くくののかか」」「「自自分分ががははたたららくくここととのの意意義義」」

「「働働きき続続けけるるたためめににややっってていいるるこことと」」ななどどををググルルーーププでで話話しし

合合うう。。様様々々なな葛葛藤藤ががああるる中中でで、、今今一一度度立立ちち止止ままりり自自分分自自身身

のの、、そそししててピピアアササポポーータターー（（事事業業所所職職員員））ととししてて「「働働くくこことと

のの意意義義」」をを見見つつめめ返返しし、、再再確確認認すするるここととをを目目的的ととすするる。。ピピアア

ササポポーータターーととししてて働働くく上上でで協協働働すするる職職員員ななどどがが、、同同じじテテーーママ

ににつついいててどどうう考考ええてていいるるののかかをを知知りり、、相相互互理理解解をを深深めめるる。。  

6600 分分  

４４．．障障害害者者雇雇

用用  

・・障障害害者者雇雇用用のの実実際際とと留留意意

点点ににつついいてて学学ぶぶ。。  

・・障障害害者者雇雇用用促促進進法法をを中中心心にに、、障障害害者者雇雇用用のの制制度度ににつついいてて学学

ぶぶ。。  

・・障障害害者者雇雇用用はは、、社社会会的的なな貢貢献献やや経経営営上上ののメメリリッットトにによよりり、、

ここれれままででもも社社会会福福祉祉のの現現場場でで行行わわれれててききたた。。ししかかしし、、単単ななるる

障障害害者者雇雇用用のの枠枠組組みみででははななくく、、そそのの事事業業所所ががピピアアササポポーートトをを

評評価価しし、、利利用用者者支支援援のの考考ええ方方のの中中にに、、スストトレレンンググススややリリカカババ

リリーーのの視視点点ががああるるののかかどどううかかとといいううこことと重重要要ででああるるここととをを理理

解解すするる。。  

・・逆逆にに、、雇雇用用すするる側側にに立立つつとと、、雇雇用用すするるピピササポポーータターーにに何何をを

望望むむののかかとといいううここととをを考考ええててみみるるここととでで、、ピピアアササポポーータターー

（（だだけけででななくくそそのの他他のの職職員員ににもも））ととししてて何何をを求求めめらられれ、、何何がが

ででききるるののかかとといいううここととににつついいてて考考ええをを深深めめるる。。  

・・演演習習でではは、、障障害害者者雇雇用用でで、、雇雇用用すするる側側、、さされれるる側側双双方方ににとと

っってて、、よよりり良良いい職職場場環環境境づづくくりりやや、、働働きき続続けけらられれるる工工夫夫ににつつ

いいててデディィススカカッッシショョンンにによよりり深深めめるる。。  

講講義義

4400 分分  

演演習習

6600 分分  

５５．．ピピアアササポポ

ーータターーととししてて

のの継継続続的的なな就就

労労  

・・ピピアアササポポーータターーととししててのの

能能力力をを発発揮揮しし、、働働きき  

続続けけるるたためめにに必必要要ななポポイインン

トトににつついいてて学学ぶぶ。。  

・・障障害害やや病病気気にによよりり、、ままたた、、そそのの人人ののここれれままででのの生生きき方方やや家家

族族、、住住ままいいななどどにによよっっててもも、、ピピアアササポポーータターーのの置置かかれれてていいるる

環環境境ははささままざざままででああるる。。そそのの人人にによよりり、、ピピアアササポポーータターーをを目目

指指ししたた理理由由もも、、現現状状もも異異ななるるがが、、実実際際にに、、ピピアアササポポーータターーとと

ししてて働働くく中中ででのの自自分分にに関関すするる気気づづきき、、自自分分ををととりりままくく環環境境

（（職職場場をを含含むむ））へへのの気気づづききをを得得てて、、働働きき続続けけるるここととががででききてて

いいるる障障害害当当事事者者のの体体験験かからら学学ぶぶ。。  

講講義義

6600 分分  

６６．．ピピアアササポポ

ーータターーととししてて

ピピアアササポポーータターーととししてて、、ささ

ままざざままなな人人とと関関わわるる上上でで、、

・・職職種種にによよるる立立場場やや違違いいをを念念頭頭ににおおいいたたココミミュュニニケケーーシショョンン

やや、、他他者者がが経経験験ししてていいなないい事事柄柄をを伝伝ええるるううええでで意意識識ししてておおきき

講講義義

6600 分分  
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のの効効果果的的ななココ

ミミュュニニケケーーシシ

ョョンン技技法法  

そそのの場場所所やや相相手手、、目目的的ににふふ

ささわわししいいココミミュュニニケケーーシショョ

ンン技技法法ににつついいてて事事例例検検討討等等

をを通通じじてて体体感感すするる。。  

たたいいここととななどどをを学学ぶぶ。。  

・・職職種種ににかかかかわわららずず発発言言ししややすすいい場場づづくくりりににつついいてて学学びび、、連連

携携のの中中でで発発信信力力をを高高めめるるここととにによよるる専専門門性性のの発発揮揮方方法法をを学学

ぶぶ。。  

・・演演習習でではは、、具具体体的的なな事事例例をを通通ししてて、、多多職職種種チチーームムののななかかでで

自自分分のの意意見見ををどどうう効効果果的的にに伝伝ええるるここととががででききるるかかをを体体験験すす

るる。。ここのの演演習習はは、、事事例例にに対対すするる正正ししいい支支援援方方法法をを導導きき出出すすここ

ととをを目目的的ととししてていいるるののででははななくく、、経経験験にに基基づづくくピピアアササポポーートト

のの視視点点、、他他のの職職員員のの専専門門的的なな視視点点ななどどがが交交わわるるここととにによよりり、、

多多角角的的なな視視点点ででそそのの人人をを知知りり、、一一緒緒にに可可能能性性をを探探るるここととがが目目

的的ででああるる。。  

演演習習

7700 分分  

７７．．ピピアアササポポ

ーータターーととししてて

現現場場でで効効果果的的

にに力力をを発発揮揮すす

るるたためめのの準準備備  

・・今今、、ななぜぜピピアアササポポーートトなな

ののかかとといいううここととにに立立ちち返返

りり、、ピピササポポーータターーととししてて、、

力力をを発発揮揮すするる上上でで、、必必要要なな

事事柄柄ににつついいてて認認識識をを深深めめ

るる。。  

  

・・今今ななぜぜ、、障障害害福福祉祉ササーービビスス等等ににおおけけるるピピアアササポポーータターーのの配配

置置がが必必要要ななののかか、、そそのの本本質質ににつついいてて改改めめてて考考ええるる。。  

・・事事業業所所内内外外のの職職員員やや関関係係機機関関のの人人たたちちととのの協協働働やや連連携携ななしし

にに、、ピピアアササポポーータターーがが効効果果的的にに力力をを発発揮揮ででききなないいここととをを認認識識

すするる。。相相互互のの信信頼頼、、パパーートトナナーーシシッッププにに基基づづいいたた関関係係性性ががうう

ままくく機機能能ししててこことと、、ピピアアササポポーータターーがが持持ててるる力力をを発発揮揮すするるここ

ととががででききるる点点をを理理解解すするる。。  

演演習習でではは、、自自分分がが人人をを支支援援すするる仕仕事事ににつつここううとと考考ええたた原原点点にに

立立ちち戻戻りり、、改改めめてて今今、、自自分分のの力力をを活活かかししてて、、どどうういいううここととをを

福福祉祉ササーービビススのの範範疇疇でで実実施施ししててみみたたいいかかををデディィススカカッッシショョンン

すするる。。  

講講義義

3300 分分

演演習習

4400 分分  
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２２．．基基礎礎・・専専門門研研修修テテキキスストトのの見見直直ししににつついいてて  

  

（（11））基基礎礎・・専専門門研研修修テテキキスストトのの成成りり立立ちち  

現在、障害者ピアサポート研修事業の実施の際に参照されているテキストは、前述して

きたように、厚生労働科学研究費補助金を得て 2016(平成 28）年度から 2019（平成 30）年

度に実施した「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究」の研究成

果である。その後の 2 年間、同じく厚生労働科学研究費補助金により「障害者ピアサポー

トの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研究」を

ほぼ同じ構成メンバーで実施し、5 年間に、基礎研修、専門研修、フォローアップ研修の

テキスト及び、基礎研修テキストの分かりやすい版も作成した。そして、その研究におけ

る研修プログラムの構成は、基礎研修は、すべての障害を対象とし、専門研修、フォロー

アップ研修は、障害ごとに実施するということなっていた。さらに、ピアサポートの理解

と活用をすすめていくために、障害福祉サービス等でともに働く職員も研修を受講しても

らうこととした。その時点では、ピアサポーターの配置に何らかの報酬上の評価が得られ

ればとはもちろん願ってはいたが、実際に報酬が認められるとは思ってもみなかった。 

それでも、一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構や全国自立生

活センター協議会などには、これまで自分たちが培ってきた研修内容を研究班に差し出し

てもらうことになるため、説明と合意を得て研究はスタートした。精神障害、身体障害を

中心としながら、難病、高次脳機能障害、知的障害領域の障害当事者、実践者、研究者等

にも参加していただいた。 

研究班の活動は、それぞれの障害領域において独自に実施されてきたピアサポートにつ

いて、学びあうところから始まった。そして、その時点で、ある程度体系的に研修を組み

上げていた一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の研修を中心に

新たな研修内容を作成していったのだが、他の障害分野から、精神障害領域で使用してい

るカタカナの用語がわからないという意見が続出した。特に難しかったのは、「リカバリー」

で、精神障害領域のピアサポートでは中核となる言葉であるがゆえに、議論が紛糾した。

特に生来の障害や進行性の難病などに関しては、リカバリーには回復というイメージがあ

ることから中途障害にしか対応しないと受け止められ、抵抗感が強かった。精神障害領域

で使用されている「リカバリー」は単なる回復を指すのではないこと、「リカバリー」には

臨床的リカバリー（症状の改善や機能の回復）とパーソナル・リカバリー（客観的なリカ

バリーと主観的なリカバリー）があると言われており、ピアサポーターはパーソナル・リ

カバリーにかかわるということについて摺合せを行った。そして、ピアサポーターの専門

性は、「病気や障害を経験してきたことを強みとして活かすこと」であり、「経験を活かし、

ピアが自分の人生を取り戻す（リカバリーする）ことを支援する」ことが重要な役割であ

るという理解で、「リカバリー」は、「自分の人生を取り戻す」ことを意味するということ
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で最終的には一致をみた。そうしたひとつひとつの議論を通して、お互いの障害特性やピ

アサポートの歴史を知るとともに、共通点と相違点についても気づきを得て、基礎研修テ

キストが出来上がっていった。 

そして、それぞれの領域において、これまで積み上げてきたものや、今後積みあがって

いくものを土台として、専門研修、フォローアップ研修についてはそれぞれがテキスト化

できればということで、研究班としては、精神障害版の専門研修、フォローアップ研修テ

キストを作成したという経緯がある。 

 

（（22））報報酬酬化化以以後後のの変変化化ととテテキキスストトのの見見直直ししのの背背景景  

 2020(令和 2)年 2 月に厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定によって、加算が認めら

れた途端、状況が大きく変化した。個人や自治体からの研修に関する問い合わせが増えた。

そうした状況に対応するために、研究班のメンバーを中心に障害者ピアサポート研修普及

協会（以降、普及協会と略す）という任意団体を立ち上げ、自治体の研修実施をサポート

していくこととした。2021 年 6 月に普及協会として、47 都道府県及び 20 の政令指定都市

を対象とした障害者ピアサポート研修の説明会を実施し、49 の自治体から 206 名の参加が

あった。説明会以後、徐々に研修実施が具体化してきた自治体もあり、現在約 20 ヵ所の自

治体の研修に関わっている。 

 自治体でのピアサポート養成が始まるにつれ、様々な課題が明確になってきているが、

一番大きな課題は、地元で研修講師を務められる人材が不足しているという点である。こ

れまでも、厚生労働科学研究費による研究において、講師・ファシリテーター養成研修の

プログラム構築を行ない、本事業においても、全国 6 カ所をオンラインで結んで、講師・

ファシリテーター養成研修を実施し、その効果測定を行った上で、プログラム内容や研修

実施に関するノウハウをまとめている。その成果に基づいて、2022(令和 4)年度からは国

が講師・ファシリテーター養成研修を実施される予定となっている。 

 もうひとつ大きな課題は、これまでの研究において専門研修は障害ごとに組み立てられ

ることが理想だと考え、精神障害を対象としたプログラムのみを作成したが、2 日間にわ

たる専門研修を障害ごとに実施するというような財源も人材もないという自治体の抱えて

いる現実であった。今年度実施されている障害者ピアサポート研修事業は、精神障害を対

象とする部署が中心となって、精神障害のみを対象として実施している自治体もあれば、

すべての障害を対象として実施している自治体もある。すべての障害を対象として実施し

ている自治体においては、基礎研修同様、障害を問わず一緒に専門研修が実施されている。

今後実施を検討している自治体などからもすべての障害者が活用できる専門研修テキスト

が欲しいという要望が出ていることから、元々は目的として掲げてはいなかったテキスト

の見直し作業を本事業で行うこととなった。 

その一方で、マンパワーや予算の不足という現状に流されて、障害者ピアサポート研修
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事業が安易に実施されるのではないかという懸念もある。そもそも専門研修を検討した時

の「専門」は、ピアサポーターとしての高度な専門性を身に着けるという専門よりも、そ

れぞれの障害領域のピアサポート深めるという意味の専門というニュアンスの方が強かっ

たように記憶している。障害福祉の守備範囲は広く、共通していることもあれば、障害に

よって全く異なっている状況もある。自身の障害を受け入れつつ、ロールモデルとなって

働くピアサポーターにとって、自らの障害について深く学ぶ意義が大きい。しかし、それ

ぞれの福祉法等によって、障害ごとにサービスが運営されて時代から、現在はすべての障

害福祉サービスが一元化されている。事業所が主たる対象としている障害領域があっても、

多様な人たちがサービス利用している。そうした現状からも、ピアサポーターとして働く

場合に多様な障害に関する知識が求められてもいるのである。 

 

（（33））  テテキキスストトのの見見直直ししににつついいてて  

 前述のような状況の中で、テキストの見直しを行うことになり、基礎・専門テキストの

見直しのためのワーキングが結成され、6 回の会議が開催された。 

 第 1 回の会議では、見直しが必要となった状況を専門官からも説明してもらいつつ、検

討に入ったが、テキスト作成時と構成メンバーが入れ替わったこともあり、障害者ピアサ

ポート研修事業に規定されている研修そのものに対する質問や意見も出た。また、それぞ

れの障害領域におけるピアサポートの現状についての意見交換も行った。ピアサポートの

本質を考えると、仲間（ピア）どうしの支えあいであるが、障害者ピアサポート研修事業

で養成するピアサポーターは、障害福祉サービス等で働くピアサポーターであることを再

確認して会議を終えた。 

 以後、具体的な見直しに関する議論を行ったが、精神障害版の専門研修の内容について、

例えば、リカバリーが多用されている点について、基礎研修を創り上げるときの議論と同

様に他の障害領域から違和感があるという指摘があった。身体障害の人たちから見ると、

やはり、中途障害者を対象にしている言葉のように感じられ、生まれついての障害者には、

しっくりこないということなど、専門研修の中身を考える上で、重要な言葉に関する意見

交換が行われた。そうした言葉には、みんながしっくりくる日本語を併記して、イメージ

を共有できるような工夫の必要性を確認した。また、障害は違うが、生活に関する困難を

抱えている点では共通しており、障害があってもその人らしい人生を送ることができると

信じられるモデルとなり、その人らしい人生を歩む過程を支援するピアサポーター像など、

共通している点についても確認が行われた。 

 そうした議論の上で、専門研修を見直すことに関して、障害ごとのピアサポートを深く

学ぶことももちろん必要であるが、今後の障害者ピアサポート研修事業及び、ピアサポー

トの活用が促進されるという点で、基礎研修で学んだことを深める研修という位置づけで

の見直しとすることで落ち着いた。 
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もうひとつの論点は、これまでの精神障害版の専門研修を改訂するという作業とするの

か、新たに障害統合版としてテキストを作成するのかという点であった。そこまでの議論

の中で、精神以外の障害領域の委員は、専門テキスト精神障害版の内容を他の障害領域の

人たちにもわかりやすい日本語を併記するような修正で良いのではないかという意見で一

致したが、精神障害領域の委員が、精神障害版は精神障害版として残し、そのうえで、新

たに統合版を作成してほしいという意見であり、最終的には、統合版を再編することとな

った。しかしながら、再編するには本事業の実施という点で残された時間が短く、Vol.1 と

いう形で公表し、今後も見直しを継続していくことを確認した。さらに、この間の議論を

何らかの形で、障害者ピアサポート研修に参加する人たちも伝えたいということから、テ

キストの中にコラム的な内容を盛り込むこととなった。 
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第第44章章  ままととめめ  

――障障害害者者ピピアアササポポーートト研研修修のの課課題題――  
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11.. 研研修修ににかかかかわわるる人人材材のの育育成成とと研研修修でで使使用用すするるツツーールルのの必必要要性性  
 本事業の大きな目的は、障害者ピアサポート研修事業に位置付けられている基礎研修・

専門研修・フォローアップ研修を自治体が実施するにあたり、必要となる講師・ファシリ

テーターを育成する研修を構築するという点にあった。今後、これまでピアサポートに関

する研修などの実績がない自治体においても研修を実施することとなる。その際に、シラ

バスに添った内容を意図を踏まえて伝えられる講師・ファシリテーターの確保が課題とな

る。コロナウィルスの影響によってオンラインを活用した講義は多く実施されているが、

演習を支えるファシリテーターが各自治体でどの程度確保が可能なのかという点は未知数

である。今後、国レベルの講師・ファシリテーター養成に係る研修が予定されており、そ

の効果に期待する部分も大きい。 
また、本事業において基礎研修テキストの改訂と専門研修テキストを障害統合版として

再編したが、まだ十分な内容とはなっておらず、今後も見直しが必要であること、フォロ

ーアップ研修テキストに関しても、精神障害版を公表しているにとどまっている点なども

課題である。人材育成を進めていく上で必要とされるテキストやスライド等を今後も継続

して開発していく必要がある。 
これまでは主体的にピアサポートにかかわってくれる人たちが研修に参加していたが、

今後は、加算を目的とする受講も増えてくる可能性がある。そうした人たちが、ピアサポ

ートの活用が福祉現場にもたらす効果を理解し、ピアサポーターと事業所職員が協働でき

る環境をともに創り出すことの意義を実感してくれるような研修を実施できる人材育成及

びツール開発が今後も継続して必要となる。 
22.. 研研修修参参加加をを保保障障すするる配配慮慮ににつついいてて  
 本事業における講師・ファシリテーター養成に参加した人の障害やその程度は多様であ

った。また、コロナウィルスの影響により、演習の方法も対面だけでなく、オンラインで

の実施もあった。急遽オンラインとなった自治体もあり、ファシリテーター、各自治体担

当者や障害者ピアサポート研修事業の受託法人職員等の支援によってなんとか実施できた

わけであるが、講師・ファシリテーター養成研修ということだけでなく、基礎研修、専門

研修、フォローアップ研修の実施に関しても、障害に対する合理的配慮の必要性について

痛感した。そこで、本事業の検討委員に協力を仰ぎ、改めて、障害ごとに必要となる配慮

について文章をまとめてもらうこととした。当初、コラム的な短い文章を依頼したつもり

であったが、各領域から提出があった内容は形式こそ違うが、障害がある人たちの参加を

保障するための叡智に満ち溢れたものであった。そこで、研修を開催する人たちの参考に

なればという思いで、「障害者ピアサポート養成研修実施にあたっての障害理解と配慮事

項」としてまとめさせていただいた。テキスト同様、まだまだ再整理が必要な内容ではあ

るが、より良い研修開催のために役立てていただきたい。 
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33.. 今今後後ののピピアアササポポーートトををめめぐぐるる課課題題  
 今回、報酬化という事態に直面し、予想を超えたスピードでいろいろなことが動き出し

た。ピアサポートの普及や、障害当事者がピアサポーターとして、障害福祉サービスで職

員として位置づけられることを望んでいたわけであるが、これまで大事にしてきたことが

壊されていくのではないかという不安を感じている人もいるのではないだろうか。ピアサ

ポートの活用は、当事者中心の支援や、地域包括ケアなどを実践していくうえでも大きな

期待をされているわけであるが、その有効性を発揮するには、雇用する事業所やそこに勤

務する職員がその価値を理解し、ともに働く同僚として迎え入れてくれないと実現はしな

い。ピアサポーターは安上りな人材や専門職の補助としてではなく、サービスを利用して

いる人たちと同じような苦労を経験した人であり、その経験を活かして働くのである。 
しかし、多くの事業所ではピアサポーターを受け入れた経験に乏しいことや、複数配置

が難しい状況も予測され、そのような環境の中でピアサポーターが孤立してしまう可能性

もある。障害者ピアサポート研修を受講したが、ピアサポーターとしての業務はさせても

らえず、他の職員との関係性にも悩むというような状況が生じたときに、職場を越えてピ

アサポーター同士が支えあうことができるような仕組みが必要なのではないだろうか。そ

うした待遇や人間関係上の悩み以外にも、知識や技術の獲得など、ピアサポーターとして

の研鑽を積む機会も求められる。また、ピアサポーターだけでなく、一緒に働く事業所職

員に対しても、今後、ピアサポートに関する理解を深めていく何らかの仕組みが必要だと

考える。それを障害者ピアサポート研修事業の延長線上で考えるのか、任意の活動として

有志が立ち上げていくのかといったことも今後の課題である。 
また、本事業に係る議論の中で、職員として働くというニーズがないわけではないが、

いきなり基礎研修を受講できるかというと難しい人もいるという指摘もあった。そこに至

る準備段階を仕組みとして用意できないかどうかという意見や、基礎研修では「わかりや

すい版」のテキストが作成されているが、専門研修については作成できないのかどうかな

ど、検討し尽せなかった課題は多い。 
今後のピアサポートの活用を考える上で、最も大きな積み残し課題は、今回すべての障

害福祉サービスでピアサポーターの配置に対する報酬上の評価が得られたわけではないこ

とである。加算対象ではない事業にもピアサポーターの配置がなされている実績もある。

その有効性を実証する研究事業の実施にも期待したい。 
最後になるが、ピアサポーターという人材の本格的な活用は今、まさに始まったばかり

である。その評価が今後問われていくことになるが、福祉サービスにおける有用な人材と

して根付いていくための取り組みは、多くの人たちの関わりなしに実現してはいけない。

共生社会という言葉が盛んに聞かれる昨今ではあるが、障害福祉サービス等を提供してい

く現場においても、障害のある人もない人もいろんな職員がいて当たり前という状況にな

ることを願う。 
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おおわわりりにに  

 

 今年は関東でも雪の舞う日が多く、寒い冬でした。そして、週末にも桜が開花する

というニュースを聞きながら、今、みぞれまじりの雪がだんだんと雨に変わろうとし

ています。 

暑かった夏に事業が始まりましたが、当初予定していた講師・ファシリテーター養

成研修の内容が、コロナウィルスの影響により、変更を余儀なくされました。全国 5 カ

所をオンラインで結んで、講義部分は配信するというところまでは、状況を読んで計

画していたのですが、各会場では、少人数なので、演習は対面でと考えていました。

プログラムの中に、模擬的に講義やファシリテーションをやってみるという講座があ

ったり、多様な障害当事者が参加する研修であるがゆえに、フルオンラインでの実施

は困難なのではないかという見立てもあったからです。 

しかし、研修実施日は 1 月 22 日、23 日で、年明けから急激に増え始めた感染者数に

影響されるように参加してくださる 6 か所の自治体の中でも、フルオンラインを希望

されるところ増えてきて、最終的には、半数がすべてをオンラインで実施、半数が演

習を対面で実施となりました。2 ヵ所は直前の変更となり、講師、ファシリテーター、

各自治体の担当者の方や、研修を受託している（受託する予定の）法人のスタッフの

方、地元でピアサポート活動をされている方々など、本当にたくさんの方々にご尽力

いただき、なんとか 2 日間の研修を終了することができました。 

また、多様な実施形態を経験することにより、多くの経験を積ませていただくこと

もできました。研修を実施する会場の環境や多様な障害者の参加を受けいれるからに

は、他の皆さんと同じように参加できることを保障するための様々なサポートが整っ

ている必要があることも痛感しました。 

また、当初予定していなかった専門研修テキストの見直しに関しても、今後障害者

ピアサポート研修事業を実施する自治体から寄せられているニーズに応えたいという

思いで取り組みました。専門研修はもともと、障害ごとのピアサポートについてより

深く学ぶということを趣旨としていましたが、障害ごとの専門研修を実施することは

現実的に難しいという自治体の実情に即し、障害を統合した専門研修テキストの作成

をということになったわけです。今回作成しました専門研修テキストは、研修参加に

おける配慮事項と併せ、今後も改訂を進めていく必要があると感じています。 

 最後になりますが、本事業の検討委員の皆様、講師・ファシリテーター養成研修実

施に関しましてご協力くださった多くの皆様に心より感謝申し上げます。 

 

                           2022 年 3 月 

                  早稲田大学人間科学学術院 岩崎香 
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令和３年度
厚生労働省

障害者総合福祉推進事業

障害者ピアサポート研修
における講師の養成のための
研修カリキュラムの
効果測定及び

ガイドブックの開発

本テキストは、厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業として 2016（平成 28）年度か

ら 2019（平成 30）年度に実施した「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究」

及び、2020（令和元）年度から 2021（令和 2）年度に実施した同じく厚生労働科学研究費により「障

害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研

究」により作成したものを、改定したものです。

基礎研修テキスト
改訂版vol.1
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1

　障害福祉サービスにおいて、今、ピアサポートの活用に注目が集まっています。障害当事者を中心
に据えた医療保健福祉サービスの仕組みづくりが進められ、雇用されるピアサポーターも増加してき
ています。
　障害者総合支援法の見直しにおいても、「精神障害者の地域移行や地域生活において有効とされるピ
アサポートについては、全国レベルでの統一的な仕組みがなく、自治体ごとに取り組まれている状況
である」という指摘がなされ、「地域移行や地域生活の支援に有効なピアサポートについて、その質を
確保するため、ピアサポートを担う人材を養成する研修を含め、必要な支援を行うべきである」こと
が明示されています。
　また、「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」取りまとめにおいても、

「ピアサポートの活用状況に関し、これまでの予算事業での実績等について検証を行い、ピアサポー 
ターの育成や活用を図る」ことの必要性が指摘されています。
　しかし、活動が注目されている反面、障害福祉サービスにおけるピアサポートの活用方法は多様で、
雇用する組織におけるピアサポートの位置付けや雇用体制、人材育成等の具体的な課題が生じていま
す。
　そこで、厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業として2016（平成28）年度から2019

（平成30）年度に実施した「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究」及び、
2020（令和元）年度から2021（令和2）年度に実施した同じく厚生労働科学研究費により「障害者ピア
サポートの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研究」によっ
て、障害福祉サービス等で働くピアサポーターの質を担保し、高めていくための研修プログラムの開
発を行ってきました。その研修を下書きに、2019（平成30）年度から国の地域生活支援事業の中に障
害者ピアサポート研修事業が位置づけられました。また、令和3年度の報酬改定において、自立生活
援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援を対象としたピアサポート体制
加算と、同時期に創設された利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系
を採用している就労継続支援Ｂ型を対象としたピアサポート実施加算が認められたのです。
　ピアサポーターが力を発揮できるためには協働する他職種の理解が不可欠です。ですので、研究に
様々な職種の人も一緒に参加する形で創りあげてきたことも大きな特徴です。

　ピアサポーターの方々が自らの経験を活かして働き、様々な職種の人と協働することは、障害福祉
サービス等の質の底上げに結びつくと考えて、研修テキストを作り上げてきました。本研修テキスト
が皆様に活用されることを願っています。

基礎研修テキストを活用される方へ
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（1） ピアサポートとは…
　ピア(peer)とは、日本語では「同じ立場にある仲間」という意味です。ですから、ピアサポート
とは、同じ立場にある・同じ課題に直面している仲間としての支えあいということになります。つま
り、障害領域のピアサポートとは障害のある人生に直面し、同じ立場や課題を経験してきたことを活
かして、仲間として支えることを指します。そして、ピアサポートの有効性を活かす実践をしている
人をピアサポーターと呼んでいます。
　本研修は、そうしたピアサポーターの中でも、自分の経験を活かして有償で働く方及び働きたいと
考えている人を対象として実施しています。また、このテキストに出てくる「ピア」という言葉は、
仲間というだけでなく、ピアサポーターが支援している障害当事者という意味合いでつかわれていま
す。

（2）障害領域におけるピアサポート
　あることがらに直接関係している人を当事者といいます。障害の分野では、「障害のある人に社会
が必要な支援を提供し、障害のある人が障害のない人と同じように、自分の人生を暮らしていける社
会をめざす活動」は、当事者活動、当事者団体活動などと呼ばれています。
　ピアサポート活動は、当事者活動、当事者団体活動などとも言われ、その領域の歴史的経過、ある
いは障害種別によって特徴があります。そして近年、「障害のある人」が「障害のある人」を支援す
る業務や活動が活性化されており、福祉サービスの充実とともに、有償でピアサポートを行う人たち
も増えてきています。本研修では、様々な障害領域で実施されてきたピアサポート活動をてらしあわ
せ、共通する基本的なことがらを整理し、基礎研修として実施します。

1．ピアサポートの理解

【伝えたいこと】
（1）ピアサポートとは、仲間としての支えあいです。
（2）多様な障害ピアサポート

　精神障害、身体障害、知的障害、難病、高次脳機能障害など、それぞれの障
害領域では、これまで多様なピアサポート活動が行われてきました。

（3）ピアサポート活動では、ストレングス視点（強みを活かす視点）が大切です。
（4）ピアサポート活動と障害者の権利に関する条約

　障害者の権利条約は人の多様性を認め、尊重することの大切さをうたってい
ます。
　障害があることは個人の責任ではなく、社会がさまざまなバリアをとりのぞ
いていくことによって、障害のある人とない人との平等が実現されるのです。
　ピアサポート活動もまた、障害者の人権尊重ということを大事にしています。
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1）精神障害領域でのピアサポート活動
海外では1930年代から始まったといわれています。日本でも、医療機関や地域を拠点とした患者

会や当事者会活動にはじまり、全国でさまざまな活動が展開されるようになりました。アメリカ等で
活躍している「認定ピアスペシャリスト」のような養成システムの必要性が高まり、一般社団法人日
本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が先駆的に研修を主催してきました。

2）身体障害領域でのピアサポート活動
1950年代から障害当事者による活動が始まり、アメリカから発生した「自立生活（Independent

Living）」が1980年代以降、日本でも大きな広がりをみせてきました。各地で自立生活センターの設
立が進み、自立生活支援者としての専門家であるピアサポート活動が始まりました。その一つの重要
な機能としてピアカウンセリング講座が開催されています。

3）知的障害領域でのピアサポート活動
日本で障害当事者の権利を代弁してきたのは家族でしたが、1973年にアメリカで設立されたピー

プルファーストが、日本でも2004年に設立され、障害当事者の活動も徐々にひろがりをみせてきて
います。現在、自治体の事業として知的障害者を対象としたピアサポーター養成研修やピアカウンセ
リング事業が実施されています。

4）難病領域でのピアサポート活動
1960年代以降、疾患ごとに当事者団体が結成されてきましたが、2005年に日本難病・疾病団体

協議会(JPA)が設立されました。難病のピアサポート活動は患者会から始まりましたが、2003年に
難病相談支援センターの設置が開始され、センターや保健所での相談事業や交流会への参加、患者会
での患者会リーダーとしての活動が実施されています。患者会リーダーに関しては、一般社団法人 
日本難病・疾病団体協議会主催の養成研修、フォローアップ研修などが各地で行われており、ピアサ
ポーター養成研修も難病相談支援センターなどを中心に実施が進められています。平成27年度から
実施されている厚生労働科学研究費補助金「難病患者への支援体制に関する研究班」（研究代表者   
小森哲夫）においても「難病ピアサポーター養成研修テキスト（基礎・応用編）」（2020年1月）が
作成され、養成研修プログラムが構築されつつあります。

5）高次脳機能障害領域におけるピアサポート活動
高次脳機能障害に関しては、2000年に日本脳外傷友の会が設立され、当初は当事者家族同士のピ

アサポート活動が中心でしたが、その後徐々に当事者による、当事者のためのピアサポート活動が始
まっており、今後の活動が期待されています。

6）その他のピアサポート活動
近年、発達障害やひきこもりの方たちの当事者団体が設立され、今後の活動が期待されています。

　ピアサポートとひとことでいってもその活動は、さまざまです。
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　同じ経験を持つ人たちが集まって、その経験を分かち合うセルフヘルプグループ活動や、同じ障害
をもつ人を仕事として支援する活動などがあります。仕事として行っているものには、同じ経験をし
てきた者として行うカウンセリング、長年精神科病院に入院してきた人たちの地域への移行・定着の
支援、福祉サービス事業所等での職員としての相談、ヘルパー業務、職業指導など、さまざまな活動
があります。

　本研修は、障害のある人が経験してきたことを強みとして、雇用契約や謝金などをもらって働いて
いる、あるいは、働きたいと考える人を対象として、ピアサポートの専門性を高めることを目的とし
て実施しています。
　そして、ピアサポートの有効性を理解し、活用してもらうために、一緒に働く専門職の方々にも研
修に参加していただいています。それは、ピアサポートの活用により、提供するサービスの幅を広げ、
サービスの質を向上させることをめざしているからです。

（3）ピアサポートを行う上でのストレングス視点（強みを活かした視点）とは？
　支援では、「できないこと」に着目するのではなく、その人の持っている強みや、その人自身が「や
りたいこと」に焦点をあてることが有効と言われています。自分がやりたいことを、自分の強みを使っ
て実現してみようとすることが「自分の人生を取り戻すこと」につながると思います。支援において
も、その人の「やりたいこと」を共有し、やりたいことを実現するために、その人のストレングス（強
み）を一緒に探して伸ばしていくことが大切です。　
ストレングスには、性格や技能・才能などの個人のストレングスと、その人が「やりたいこと」を

環境が支え、バリアを除去していく環境のストレングスがあります。やりたいことを実現するための
情熱は、とても重要なストレングスです。

　支援する相手と同じ課題に直面してきたという立場は、「強みを活かしてやりたいことを実現しよ
うとする」情熱を呼び起こすために、最適とも言えます。「自分がやりたいことを探し、やりたいこ
との実現に向けて、自分の強みを活かして努力する活動」を一緒に進めることがピアサポートの「強
み」とも言えると思います

（4）ピアサポートと障害者の権利条約との関連
1）障害者の権利条約って？
最近、ピアサポートに留まらず、障害のある当事者の権利に注目が集まっています。もちろん、こ

れまでも障害者の人権保障に関する議論は規約や宣言といった形で国連でも採択されてきました。
2006年に国連で採択され、2014年に日本でも批准された「障害者の権利条約」はその集大成とも
いえる条約で、障害者の人権を確保し、尊厳の尊重を促進することを目的として制定されました。

2）「私たちのことを、私たち抜きに決めないで」（Nothing About Us Without Us）
　このスローガンはこの条約が採択に至る経過で、世界中を駆け巡りました。また、採択に至るプロ
セスに、世界中から障害者団体も同席し、発言する機会が設けられました。
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　つまり、障害のある人たちの支援において、当事者の意向を大事にすることが強調されるようになっ
てきているわけですが、ピアサポート活動が注目され、福祉サービスにおける活用が進められている
背景には、障害者の権利条約が大きく影響しているのです。

3）条約の批准に向けた障害者の法制度の改正
条約の批准をおこなうにあたって、日本国内の法制度の見直しが求められました。障害者基本法の

改正、障害者虐待防止法、障害者差別解消法の創設、精神保健福祉法改正などがこの流れの中で行わ
れたのです。自治体の会議などへの障害当事者の参加が促進され、福祉行政の中で発言する機会も増
えています。

4）条約が示している「社会モデル」とは？
従来は、障害があることは個人の問題だというとらえ方でした。しかし、条約では、障害は主に社

会によって作られたものであるという、「社会モデル」の考え方が示されています。障害があること
は個人の責任ではなく、社会がさまざまなバリアを除去していくことによって、障害のない人との平
等が実現されるのです。障害がある人など多様な人がいる社会が当たり前の社会であり、人の多様性
を認め、尊重することが求められています。

あなたの考えるピアサポートやあなたのストレングス（強み）について、自己紹介
を交えながら話し合ってみましょう。

グループ演習①
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２－１. 精神障害のピアサポートの実際・実例

【伝えたいこと】
（1）精神障害者によるピアサポート活動のあゆみ

　もともとは非人道的な精神医療に対する人権擁護活動から始まり、その後、
セルフヘルプグループや当事者同士の支援の独自性や有効性が認識されるよう
になりました。近年では、専門職との協働に基づく、精神の病いを患うことで
得た経験知を活用した支援を担うピアサポートへの関心が高まっています。

（2）ピアサポーターと専門職との協働の実践例
ピアサポーターの疾患経験・サポートを受けた経験・知識やこれまでの実践

経験を精神保健福祉サービスの支援現場で活用するには専門職との対等な関係
や意見の言いやすい職場環境が大切になります。

（3）ピアサポーターの立場からの報告 ―多様な働き方をしてきたUさん―

　ピアサポートの源流は、1900年頃のアメリカにおける非人道的な精神科医療に対して、精神障害
当事者による精神障害者のための人権擁護活動に始まったと言われています。精神の病いを患うこと
で生じる生活のしづらさの解消には、同様の生活のしづらさをもつ当事者の経験知による支援の有効
性が認識され、各地でセルフヘルプグループが結成されました。その後、当事者同士の支援における
独自性が強調され、「クラブハウス」のように、メンバーとスタッフが協働運営する施設がみられる
ようになりました。1980年代に入ると、リカバリー志向の支援が重要視され、当事者の経験知を活
用した支援の有効性が強調されました。このような流れを受けて、ジョージア州において「ピアスペ
シャリスト」という当事者による当事者のための個別支援を担う養成研修が開始されました。現在で
は、州ごとに「認定ピアスペシャリスト」の養成や、その雇用に関するガイドライン、研修プログラ
ムが開発されています。

日本でも、1980年代頃に、精神科病院を退院した人々の相互支援を目指した患者会や回復者クラ
ブが全国的に広がりました。地域生活支援のメニューがほとんどない当時、医（医療）・職（職業）・
住（住居）に加え、「仲間」同士の支え合いが地域生活支援に不可欠な要素と言われました。その後、
セルフヘルプグループにおけるメンバー同士の相互支援や、「ピアヘルパー」等の当事者自身がサー
ビス提供者になることの有効性が認識されるようになりました。近年では、アメリカにおけるピアス
ペシャリストを参考に、一般社団法人 日本メンタルヘルス ピアサポート専門員研修機構によって「ピ
アサポート専門員」が養成されています。また、2014年には「日本ピアスタッフ協会」が結成され
ました。

（1）精神障害者によるピアサポート活動のあゆみ
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1）千葉県流山市での実践例
　千葉県流山市にある精神科クリニック及び障害福祉サービス事業所等で多くのピアサポーターが活
躍しています。当初精神科デイケア内でピアサポートを行っていたメンバーがリカバリーをしていく
中でやりたい事が増え、他の仲間や専門職などと共に障害福祉サービス事業所の運営等にも挑戦して
いきました。ピアサポーターと専門職が一緒に働く中で、コミュニケーションを取りながらお互いを
理解していくことで、支援の質の向上を行ってきました。一部ではありますが、共通理解や対等性を
意識しながら職場環境を整えていった取組みをご紹介させて頂きます。

2）ピアサポーターとの協働での利点と工夫してきた所
　実際に一緒に働く上で良い点は、精神疾患の症状や一番大変な時の気持ちや回復へと向かう時のきっ
かけ、どんな支援を受けてよかったのかなど、それらを経験したピアサポーターの言葉として聞くこ
とができることです。これは、私たち支援者としても大変貴重な情報であり、とても良い刺激となっ
ています。また、そういった症状を実際に経験した方が直接かかわることによって、良い影響を受け
る方が数多くいることを実感しています。
　一方で、症状等の影響で休みがちになること、複雑な対人経験の少なさなどが影響していると考え
られる意思疎通の困難さ、言葉の意味の捉え方の違いや社会人経験の少なさによる一般常識的な対応
の乏しさ等が見受けられます。
　しかし同じ目的のもと、互いを理解し協力し合うことで、これまで専門職だけでは十分に対応が出
来なかった方々のサポートもできるようになると感じています。そして、その対象となる方の人生が
変わっていく姿を目の当たりにした時、協働することの重要性を学びました。工夫していることとし
ては、専門職もピアサポーターも支援を受ける方も、症状を理解するための同じツール（図１）など
を利用していることです。正しい症状の理解や薬の知識を得て、回復できる可能性を信じ、リカバリー
へ向かう仲間としてその対象者と関わることで、困難な状況でも互いの助け合いの中で乗り越えてき
た気がします。

図 1

（2）ピアサポーターと専門職との協働の実践報告
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3）ピアサポーターが意見のいいやすい環境づくり
　ピアサポーターは会議等には図２のように他
の専門職と対等な立ち位置で参加しています。
患者さんのリカバリーを応援するという同じ目
的を共にした仲間として、専門職はピアサポー
ターの力を信じ役割を与えることで、ピアサポー
ターが自ら考え働くことができるような環境を
整えています。会議の中では「これが出来たら
次はこうしましょう、といったように次から次
へと目標を立てられる辛さを考えた方が良い」
等とピアサポーター自身の経験に基づいた発言
があり、より支援の対象となる方の気持ちを汲
んだサポート体制を構築することにつながって
います。

ミーティングでの一例

図２
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（3）ピアサポーターの立場からの実践報告 ～Uさんの例～

１　ピアサポーターになるまで
　大学卒業後20代後半のフリーターの時期に精神的不調が始まりました。昼夜逆転と引きこもりが
約５年経過した頃に陽性症状により精神科病院に入院することになりました。退院時の書類に統合失
調症と書いてあり、初めて病名がわかりました。病名がわかった時は治療方法があると思い少し安心
しました。退院後は入院した病院のデイケアに通院することとなり月曜から金曜の５日間通院しまし
た。その後、約３年間、就労継続支援B型に利用者として通所し、地域活動支援センターでのピアサ
ポーターの募集があり、ぜひやってみたいと思い応募し、採用となりました。地域活動支援センター
のピアサポーターでは、今まで同じ利用者同士としての関係にピアサポートの送り手と受け手との関
係が加わった時から新たな立ち位置を模索し始めました。

２　地域活動支援センターのピアサポーター
　当時のピアサポーターの業務は地域活動支援センターⅠ型プログラムの補
助、就労継続支援B型の作業補助でした。地域活動支援センターⅠ型プログ 
ラムでは料理教室や映画鑑賞の準備で、就労継続支援B 型では見学者の案
内・作業室の掃除等を担当しました。年に一回の夏のバーベキューで肉や野
菜の買出しから炭起こし・調理と片付けを担当し、他の職員と連携して仕事
に取組むことの大切さを知り、それまでにはない充実感を得ることとなりま
した。ピア（仲間）との関係性を保つために言葉づかいに気をつけていまし
た。

３　アウトリーチ推進事業のピアサポーター
　地域活動支援センターを退職後、アウトリーチ推進事業でピアサポーターに応募し採用となりまし
た。関わったケースは少なかったのですが、多職種の中でのピアサポーターの存在の意味として、ピ
アの立場として発する機会の重要性を知ることとなりました。会議で当事者が何を感じて何を考える
のかの視点が組み込まれる必要性を感じました。

４　就労継続支援B型の職業指導員（ピアサポーター）
アウトリーチ推進事業終了前に兼務で就労継続支援B型事業所の職業指導員として勤務しました。

業務内容としては利用者の送迎と作業の段取りや製品の配達等と共に、他のピアサポーターの育成に
も携わりました。利用者さんと一緒に作業に取り組みながら共に語り合う事で作業効率も上がったり
一緒にレクレーション活動に取り組む事から親近感も深まりました。

５　相談支援事業所の相談員　
　知人より相談支援事業所の開設に伴いピアサポーターの募集の話を聞いて応募し、採用されました。
計画相談支援ではモニタリングに同行し書類の作成を行っています。地域移行支援では長期入院患者
の退院先のアパート探しから家具・家電の購入同行、役所での手続き同行などに携わっています。入
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院患者さんの中には不本意ながらの入院生活が長期にわたって継続され、地域で暮らす力が低くなっ
ている方も多く、そこからの再出発に立ち会う時には、もしも自分だったら…と思い入れも深くなり
ました。地域で暮らされている方や施設に通所されている方、病院や入所施設に長期で暮らされてい
る方の人生を再獲得される場面に立ち会える事がとても有意義に感じます。
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（1）  日本における身体障害者の当事者運動の歴史と自立生活運動
１）身体障害者の当事者運動のはじまり
障害領域の中でも身体障害の当事者運動は、第二次世界大戦後、早い時期から展開されてきました。
その代表として語られるのは、「青い芝の会」であり、1960年代から障害のある人たちが地域生活
を送る上でのさまざまな権利を主張し、その獲得を目指した活動を行ってきました。また、1970年
代に入ると、府中療育センター闘争など、入所施設における人権侵害に対する運動が起こり、施設サー
ビスの改善と地域生活の改善を目指す取り組みが各地で展開されるようになりました。

２）自立生活運動とは何でしょう？－日本における自立生活運動の展開－
自立生活運動は、1960年代後半にアメリカで、重度の身体障害者らを中心に始まりました。これ

までの自立観では身体的・経済的能力が欠かせない条件でしたが、この運動では、自分のことを自分
で決める「自己決定」さえできればその人は自立した人であると主張しました。この運動の広がりに
よって重度の障害があっても施設に隔離されることなく、地域で暮らすことができるように変わって
きました。この運動の基盤として設立されたのが自立生活センターですが、1980年代には日本にも
導入され、八王子ヒューマンケア協会を始め、現在全国に約130か所の自立生活センターがあります。

＜自立生活センターの主な活動＞
　自立生活センターでは、障害者の地域での生活をサポートするためにピアカウンセリングと自立生
活プログラムというピアによるサポートに力を入れています。その他、制度や社会の差別意識を変え

２－２. 身体障害におけるピアサポートの実際・実例

＜伝えたいこと＞
（1）身体障害者の当事者運動の歴史と自立生活運動

 1960年代から身体障害者は地域で生活することが権利であると社会に訴えて
きました。
 自立生活運動では「自己決定」が自立の条件とされ、身体障害者も自立した生
活が可能になっていったのです。

（2）ピアサポート活動としてのピアカウンセリングと自立生活プログラム
 ピアカウンセリングでは、「ありのままの自分」が好きになることを目指します。
 自立生活プログラムは、自立生活を希望する障害者に対して自立生活をしてい
るピアから必要な知識やノウハウを伝えるものです。

（3）ピアサポーターと活動の実践例
―自立生活センターのピアサポーターの介入によって自立生活が可能になっ
たＪさん―

－64－



13

ることや地域をバリアフリー化するための活動なども行っています。

（2）ピアサポート活動としてのピアカウンセリングと自立生活プログラム
１）ピアカウンセリング

ピアカウンセリングとは、自立生活運動における仲間（ピア）への基本姿勢のようなものです。ピ
アカウンセリングでは、お互いに平等な立場で話を聞き合い、きめ細かなサポートによって、地域で
の自立生活を実現する手助けをします。その役割は大きく二つです。
①精神的サポート 「ありのままのあなたでいいよ」というメッセージ。お互いを尊重しあう。
②自立のための情報提供。

ピアカウンセリングの目標（目的）

　「障害」をもつ私達がさまざまな社会的抑圧によりついている傷を癒し、自己信頼を回復します。
そして、人と人との関係を人間信頼に基づいて立て直します。障害をもつ私達自身が力強い存在とな
り、生き生きとしたロールモデルとなり、抑圧的な社会に働きかけていきます。
　障害受容をするだけのカウンセリング機能でなく、社会人、市民としての権利、つまり消費者とし
ての生活、自立した地域生活全般にわたって情報の交換、援助、紹介の活動をも含みます。
　自己信頼を回復することで、障害をもつ私達自身が力強い存在となり、生き生きとしたロールモデ
ルとなることで、抑圧的な社会に働きかけていくことができるようになります。

カウンセリングの目標（目的）
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2）自立生活プログラム
親元や施設において長年にわたって保護される生活をしてきた障害者は、自立生活を希望しても地

域で暮らすために必要な基本的知識やノウハウなどがよく分からないことが多いです。そのために自
立生活に必要な心構えをはじめ、きめ細かなプログラムを実施しています。具体的には、対人関係の
つくり方、介助者との接し方、住宅、性について、健康管理、トラブルの処理方法、金銭管理、調理、
危機管理、社会資源の使い方などがあり、それらを先に自立生活をしている先輩の障害者から学びま
す。

3）ピアサポーターとしての活動　―Ｊさんの事例―
都内で一人暮らしをしていたJさんは病気の後遺症で四肢麻痺となり、移動やトイレなどに介助が

必要となりました。現在、リハビリセンターに入所中ですが、退院したら一人暮らしを望んでいます。
しかし、Jさんはこれから外出はどうしたらいいのかなど、自立生活の具体的な方法が分からないた
め不安が募るばかりでした。さらに、医師の仕事をしている親族の一人から「一人暮らしなんて到底
無理だ」という強い意見があり、それに引っ張られて他の親族らもJさんが施設に入所することを勧
めていました。そのような、「施設入所やむなし」という結論に傾きかけたところ、自立生活センター
のピアサポーターが介入することになりました。
　まず、Jさんは自立生活のイメージや自信をもつために、地域にある家で宿泊を体験する「自立生
活体験ルーム」を利用しました。また、継続して自立生活プログラムを受けるなかで成功と失敗の経
験が積み重なっていき、自分の課題を整理し、クリアしていくことができました。そのように自立生
活へのリアリティーをもつにつれ、本人と親族らは「自立生活は可能かもしれない」と思うようにな
りました。また、ピアカウンセリングも受け続けたJさんは、1年後にアパートを借りて自立生活を
始めました。現在もピアサポーターはJさんとかかわりながら安定した自立生活をサポートしています。

14

－66－



15

（1）知的障害者の当事者の活動
　知的障害領域における当事者活動は、1960年代にスウェーデンで親の会の活動の中で、当事者に
よる会議が持たれたことをきっかけに始まったと言われています。その活動は、国際育成連盟の活動
の中でひろがっていきました。
　また、1973年、アメリカのオレゴン州でひらかれた知的障害のある人たちが参加した会議で、ひ
とりの当事者が「わたしたちは　『しょうがいしゃ』であるまえに　人間だ」と発言したことをきっ
かけに「ピープルファースト」という名前が生まれたと言われています。
　1974年にカナダでピープルファーストのグループができ、1991年に全国組織「カナダ・ピープ
ルファースト」が設立されました。その後、1995年に日本でもピープルファーストが結成されました。
知的障害のある人たちが、自分たちの権利を自分たちで守ることを目的として現在も活動をしています。
　全日本育成会（現・全国手をつなぐ育成会連合会）でも、当初、親の活動が中心でしたが、1990
年の世界育成会連盟会議へのを機に1993年に、東京で当事者のグループが誕生しました。1994年
の全日本手をつなぐ育成会の徳島の大会では、「わたしたちに関することは、私たちを交えて決めて
いくようにして下さい。」「精神薄弱者という呼び方を早く別の言葉に変えて下さい。決めるときには
必ず私たちの意見を聞いて下さい。」というような内容を含む本人決議文を宣言しました。その声が
当時の「精神薄弱者」という呼称を「知的障害者」へと変えていく原動力になったのです。全国手を
つなぐ育成会連合会では、本人部会が設けられ、今も活動が継続されています。
　現在、都道府県を中心に、知的障害者のピアカウンセリング事業やピアサポーター養成研修なども
実施されており、障害当事者による相談活動もまた、少しずつひろがりを見せてきています。

（2）札幌市におけるピアサポーターの活動
　「札幌市障害者相談支援事業」（いわゆる委託相談支援事業）に定められ活動しているピアサポーター
について紹介します。札幌市では、現在20ヵ所の委託相談支援事業者があります。このうち19ヵ所
が市内10区に設置され日常の相談活動を展開しており、残り1ヵ所が基幹相談支援センターとして活
動しています。
　この20の委託相談支援事業所の中の6ヵ所に、「ピアサポート配置業務」として上乗せする形で委

２－３. 知的障害におけるピアサポートの実際・実例

＜伝えたいこと＞
（1）知的障害者の当事者活動

自分たちの権利を自分たちでまもるために活動が続けられています。
（2）札幌市におけるピアサポーターの活動

障害の種別を越えた仲間づくりが行われています。
（3）ピアサポート活動の実践例 ―障害とつきあいながら、前向きに生きるEさん―
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託料が支払われ、6ヵ所それぞれの事業所が複数のピアサポーターと雇用契約を結び活動しています。
実際の活動内容は様々で、直接支援（個別支援、グループ支援、その他）、地域支援（研修講師、会議、
その他）、事務仕事や研修参加などです。
　札幌市委託相談支援事業のピアサポーターの大きな特徴は、障害種別が様々であることです。実際
にピアサポーターの方々は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある方などがなっています。
このピアサポーターは、平成25年4月から自ら集まりたいと「ピアサポーター交流会」を開いており、
平成27年4月から毎月1回第4水曜日（16:30～18:00）に集まっています。話し合う内容は多岐に
渡りますが、この数年は障害の種別を超えて「自分たちのことを語りつくそう」と自分の生い立ちや
今の苦労話などを出し合い共有しています。
　交流会では、最初から互いの苦手なことはおぎなおうという気持ちが働いており、発言しづらいメ
ンバーのことを配慮して「意思表示カード」（Yes,No,保留の絵カード）が活用されています。また、
最近は毎回活用されている交流会の「レジメ」を、漢字が苦手な人、通常では字が小さくて見えない人、
ルビがあると読みにくい人などに合わせて、通常版、ルビ振り版、拡大版と作り替えて使ったりもし
ています。忘年会なども開かれており、障害の種別に関わりなくとても熱い仲間として活動しています。

（3）ピアサポート活動の実践例　―Ｅさんの事例―
　50代後半のＥさんは相談室Ｐのピアサポーターです。ある日、Ｅさんのことを知った児童デイに
通う３歳の知的障害のあるお子さんのお母さんから「うちの子も知的障害をもっている。これからの
子育てに役立てたいので、同じ療育手帳をもっているＥさんがどんな人生を歩んできたのか、どんな
ことを思っているかを教えてほしい。」という相談がありました。
　Ｅさんは、家族になかなか恵まれなかった学校時代のこと、入所施設での生活やその施設を飛び出
して住み込みで働いたこと、そして現在の奥さんと結婚したことなど、自分の体験した人生をなるべ
く詳しく話しました。お母さんは、Ｅさんの体験があまりに凄くて思わず「こんな面白い話をきける
なんて！」と感想を漏らしました。Ｅさんは結びに「別に知的障害者だからといって悲観する必要は
ないと思います。やりたいことをさせてあげることが一番いいと思います。」と話しました。
　Ｅさんにその時の感想を聞くと、「お子さんの参考になったかどうかわからないけど、前向きにはなっ
てくれたと思う」とのことでした。お母さんはＥさんから障害のある子どもの“教訓的”な子育て法
のようなことを聞きたかったのかもしれませんが、それよりも障害を悲観の材料にしなくても良いこ
とをＥさん自身の人生から学べたのではないかと思います。お母さんは最後に「もう少し子どもが大
きくなったら一緒に遊んでもらえますか？」とＥさんに話しました。
　相談室Ｐには、Ｅさんの他に40代から60代の3人のピアサポーターの方々います。Ｅさんを含め、
みなさん様々な苦労をされてきましたが、同時にそんな大変な人生を笑い飛ばせる強さと柔らかさを
持っています。
　ピアサポーターとして、一人暮らしを始めるにあたって参考になることが知りたいという人に自分
の一人暮らし体験を伝えたり自分の部屋をみせてあげたりもしています。また、関係者向けの講演会
やシンポジウムで話をしたり、実習生に自分の生い立ちや体験を話したりしている方、自分の体験を
もとに、より障害の重い方達の通所支援（生活介護）の支援員補助をしている方もいます。ピアサポー
ターとしての活動は、自分の生い立ちや支援を受けた体験、苦労したこと、良かったこと、嫌だった
こと、うれしかったことなど、いずれも実体験をもとに行っています。
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（1）日本における難病患者の当事者運動
　難病とは、なぜこのような病気になるのか原因が不明で、治療方法が確立しておらず、希少な疾病
で、長期の療養を必要とするものとされています。これまでの長年の研究により、遺伝子レベルの変
異が一因であるものが少なくなく、人類の多様性の中で、その確率は低いものの国民の誰にでも発症
する可能性があるということがわかってきました。患者さんやご家族は、名前も聞いたことのない病
名を告げられ、治療方法がないことを知ると、目の前が真っ暗になり、何をどうすればいいのかわか
らなくなります。そんな患者・家族が同じ疾病の患者さんを求め、また同じ地域に暮らす希少な疾病
の患者さんたちが集まり、難病の克服と難病を抱えても暮らしやすい社会となることを願って、様々
な患者会（患者団体ともいう）が設立されました。難病のある人のピアサポートは、このような患者
会が支えていると言っても過言ではありません。ピアサポート活動の中で大事だとされていることと
重なりますが、患者会では次の3つの原則を大切にしています。

　患者会の3つの役割

1.「自分の病気を正しく知る」　
疾病を理解するために専門医による医療講演会や相談会の開催、機関誌やホームページなどでも学

ぶことが出来ます。病気を知って、医師に伝えなくてはならないことを伝え、聞きたいことが聞け、
医師と共に病気に立ち向かうことが大切です。
2．「励まし、助け合う仲間」
　同じ疾病、同じような経験を持つ人とは言葉だけでなく通じ合うことが出来、生きる勇気と希望を
持つことが出来ます。
3.「希望が持てる社会をつくる」

偏見や差別を正し、社会の理解と支援を求める活動は、
経験から生まれるものです。
　難病におけるピアサポートは、これらの場で実践されて
いますが、患者当事者が運営主体となるもの、職員として
雇用されているもの、依頼によりその都度対応するものが
ありますが、多くはボランティアによるものです。 

２－４. 難病におけるピアサポート実際・実例

＜伝えたいこと＞
（1）日本における難病患者の当事者運動
（2）難病法のもとでの支援の仕組み
（3）ピアサポーターとしての実践例 ―Aさんの事例―

ピアサポート実践の場
・患者会（患者団体）
・都道府県難病連
　（都道府県ごとの患者会の連合組織）
・難病相談支援センター
・保健所
・地域活動支援センター　等
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（2）難病法のもとでの支援の仕組み

　「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）」が2015年1月1日より施行されました。この
難病法では、難病の克服を目指し、難病患者の社会参加の機会が確保されること、地域社会において
尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられず、難病の特性に応じて、社会福祉その他の関
連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に行われるものとされています。
　難病のある人は症状も多岐にわたっており医療と切り離せない生活が続きます。また、外見からは
分からない困難を大変多く抱えていたり、状態に変動があり、数ヶ月単位、数日単位、時には1日の
うちでも症状の波があるなど、周囲の理解を得にくいことがさらに生きにくい要因となっています。
多くの支援を必要としていますが、医療には限界があり、また福祉制度等も具体的支援はまだまだ少
ない現状があります。
　そのため、今ある社会資源を総動員し、日常から顔の見える関係を持ち、それぞれの専門性を生か
せる連携体制を作っておくことが必要です。経験を持つ当事者だからこそできるピアサポートは重要
な社会資源として患者・家族のより具体的な問題解決に役立ち、勇気と希望を与えています。共に働
く専門職の方には、自らのことを伝え、配慮の必要なことも具体的に言えるようにすることで、有機
的な連携を続けることが出来るように思います 。

【厚生労働省 難病対策課 難病法　説明資料　2016年】
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（3）ピアサポーターとしての実践例
―患者会との出会いから難病相談支援センターで活躍しているAさんの例―

1)Ａさんの発病
中学生の頃から手足が冷たく、寒くなると痛みも伴い、文字を書いたり、ボタンを留めたりするこ

とが困難になっていました。それでも少し体が温まってくると元に戻るので、病院に行くこともなく
部活動も続けていました。高校2年生の時に体の怠さ、発熱、関節痛が出て、近くの総合病院を受診
しましたが病名はつかず、症状はなかなか良くなることはありませんでした。一年ほど経った頃、息
苦しさやタンパク尿が出て、ようやく混合性結合組織病という病気であると診断されました。すぐに
ステロイド剤など多くの薬剤による治療が始まりました。手足の冷たさはレイノー症状というこの病
気による症状でした。体の怠さや息切れは良くならず、アルバイトをしながら過ごしていました。

2)患者会との出会い
通院する病院に患者会が主催する医療講演会の案内が掲示されていました。思い切って講演会に出

席し、専門医によるわかりやすい話を聞くことが出来、病気や治療について学ぶことができました。
しかし、日常を何に気をつけて、どのように過ごせばよいのかよくわからないままで、病気も良くなっ
たり悪くなったりを繰り返すばかりでした。患者会の交流会では、様々な症状に対してどのように対
処しているか、生活の工夫や病気を悪くしないため気をつけていることなどを聞くことが出来ました。
こうして、少しずつこの病気とのつきあい方、体調管理の仕方などを身につけることが出来るように
なってきました。患者会の運営を手伝いながら、相談を聞くこともありました。そんなとき、難病相
談支援センターでピアサポーター養成研修が開催され受講しました。フォローアップ研修も受講し、
また難病相談支援センターが開催する社会参加を目的とした患者・家族の交流サロンのお手伝いもす
るようになりました。

3)ピアサポーターとしての実践
Ａさんは難病相談支援センターの職員となり、ピアサポーターとして勤務しています。支援センター
に訪れる人の話を聞いていると、これまで入退院を繰り返してきた経験や、他の人の話を聞きたくて
もすぐには皆の中に入っていけなかったときの気持ちや、同じ患者さんの話を聞いて、日常をどのよ
うに過ごせばよいのかなど、具体的なとても多くのことをこれまで教えてもらい、お互いに語り合っ
てきたことがよみがえってきます。主治医に困っていることを伝えられなくて悩んでいる人には、遠
慮しなくていいことやメモを使って見せながら話をすると話しやすいことなど、自分が教えてもらっ
て実践してきたことをピアサポーターとして伝えています。相談の内容によって一緒に働く支援員や
就職サポーターに引き継いだり、医療費助成や福祉制度など、どこに相談すれば良いか、窓口の紹介
も出来るようになりました。ピアサポートは万全ではないこともよく知りながら、同じ患者として言
葉だけでなく共感できること、一番近い存在であることを実感しています。多くの人に支えられて今
があることに感謝し、Ａさんは自分も誰かを支えることができる存在でありたいと望んでいます。
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1　高次脳機能障害とは
１）高次脳機能障害とは、どのような障害か？
高次脳機能障害とは、けがや病気が原因で脳に損傷をうけたことによって、新しいことがなかなか

覚えられないなどの記憶障害、作業を長く続けられない・二つのことを同時にやろうとすると混乱す
るなどの注意障害、自分で計画を立てて実行できないなどの遂行機能障害、感情や欲求を抑えられな
いなどの社会的行動障害などの症状がみられます。
　脳損傷によって限られた情報処理能力で社会生活を営むため、大きな精神的疲労を引き起こします。
また、障害に対する認識をもちにくいという症状（病識低下）も、周囲との人間関係に支障をきたし
ます。

２）高次脳機能障害者に対する支援の歴史と現状
かつては、身体障害を伴わない限り高次脳機能障害者は支援の対象外におかれてきたという歴史が

ありました。しかし、適切な支援が提供されていないことが社会的問題であるとの認識の高まりを背
景に、平成13年度から厚生労働省によって「高次脳機能障害支援モデル事業」が開始されました。
そこで、初めて行政的な診断基準がつくられ、その後医療から福祉に至る支援の仕組み等が徐々に整
備されていきました。
　このように、他の障害と比較すると、支援の仕組みがつくられてからの歴史が比較的浅く、いまだ
診断に至らず支援にたどりつかないまま困り感を抱えながら生活をされている方がおられるなど、社
会的に十分認知されているとはいえない障害です。

２－５. 高次脳機能障害におけるピアサポートの実際・実例

＜伝えたいこと＞
（１）高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、人生の途上でけがや病気が原因で脳に損傷を負うことに
よって生じます。支援のしくみがつくられてから比較的歴史が浅く、まだ社会
的に十分認知されているとは言えない障害です。

（２）高次脳機能障害者が抱える生きづらさ
高次脳機能障害者が抱える生きづらさは、生活のさまざまな場面に及びます。
その生きづらさは周囲にはなかなか理解されにくく行きづまりを感じ、孤立感
を抱えることも少なくありません。

（３）高次脳機能障害者にとってのピアサポートの大切さ
同じような生活のしづらさを体験した仲間との出会いを重ねることで、日々

の生活の対処法をともに学び、今ある自分を肯定して新しい自分づくりに向か
う力の源泉になります。
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2　高次脳機能障害者が抱える生きづらさ
　発症前の環境に戻れば当たり前に以前
のようにできると思っていたにもかかわ
らず、そうした思いと異なり、様々な場
面で以前できていたことがうまくできず、
失敗感や混乱が起こることで、当事者自
身の中で初めて障害を意識することにな
ります。自分自身でも理解しにくい、さ
らに周りの人々にも理解されにくい生き
づらさの中で、時には孤立感を感じなが
ら社会生活を送っているのが多くの高次
脳機能障害者の現状です。

３　高次脳機能障害者が抱える生きづらさにどう立ち向かうのか
　生きづらさの解消には周囲からの理解と配慮が必要です。そのためには、まず相談できる人や場所
で自身の状況を話し、支援につながる社会資源ついての情報を得て利用を進めていきます。しかし、
ここに至るまでの経緯や悩み、混乱などは社会的資源では解決できないことが多く、より孤立感にさ
いなまれることもあります。こんな時に助けになるのが同じ障害のある仲間（ピア）と出会うことな
のです。

４　高次脳機能障害者にとってのピアサポートの大切さ
　発症前の自分との違和感に悩み孤立感を抱えている高次脳機能障害者が、同じ障害をもつ人からの
ピアサポート（助言や共感）を受けることは、自分が以前と変わってしまっているところを認め今の
自分を受け入れ新たな生き方に意味を見出していく過程でもあり、それは長い時間を必要とします。
　ピアサポーターはこの長い時間に寄り添い、高次脳機能障害の理解を助け、励ましあえる仲間とな
るのです。そして、当事者が今の自分を受け入れ、新たな自分らしい生き方を模索する一歩を踏み出
す勇気を与え「障害を受けたことは敗北ではなく新たな生き方への第一歩である」という発想の転換
を促します。
　現状では、福祉サービス事業所等で雇用されてピアサポートを行っている高次脳機能障害当事者は
全国的にも少ない状況で、多くは個人的にあるいは当事者会、家族会などで無償の活動として行って
います。しかし、今後は高次脳機能障害当事者によるピアサポートを行う場として、専門的な相談支
援機関である高次脳機能障害支援拠点機関や高次脳機能障害のある方を主な対象とした自立訓練、就
労移行支援、就労継続支援B型事業所等で雇用が進むことが期待されます。
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さまざまな障害領域で、ピアサポートが実践されています。
具体的にピアサポートが活用される場所や方法は異なりますが、

共通しているのは、経験を活かして活動する点です。
　自分の経験を振り返り、自分の体験の活かし方について

グループで話し合ってみましょう。
　専門職の方は、経験を活かして活動するピアサポーターを

どう活かせるか考えてみましょう。

グループ演習②
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memo
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（1）ねらい
　障害のあるなしにかかわらず、人をサポートするためにはよいコミュニケーションが大切です。相
手がどんなことに困っているのか、何を望んでいるのかを、よいコミュニケーションなしで知ること
はできません。ピアサポーターは他の専門職と同じように、対人援助の職業であり、よいコミュニケー
ションを身につけることが必要な職業です。対人援助職がコミュニケーションスキルを磨くことは、
職人が道具を手入れするのと同じくらい当たり前のことです。しかし、コミュニケーションは日常生
活のなかで当たり前のようにやり取りしているので、あらためてそのスキルを点検し、改善し、磨い
ていく作業は難しいものです。ですから、コミュニケーションについて意識してふりかえることが大
切です。ここでは、対人援助職に共通するコミュニケーションの基礎とピアサポーターとしての経験
をまじえたコミュニケーションについて学びます。

（2）仕事としての相談と雑談の違い
　ピアサポーターとして働く場所には、いろいろな障害のある人が相談に来ます。誰でも困ったとき
にはほかの人に話をしたくなります（嬉しいときも人に話したくなりますね）。誰かに話すことで問
題が解決しなくても気持ちが楽になります。話をしているうちに自分にもできるんだと思い直したり、
問題が整理されて新しい解決方法を思いつくことがあります。また、解決できないと思っていた問題
自体はまったく変わっていないときでも、人と話したことで気持ちが前向きになることがあります。
気持ちが前向きになれたら問題の半分は解決したようなものです。このように人と人とのやり取りに
は不思議な力があります。
　人が誰かと話す場面はさまざまで、家族や友人、同僚、障害のある仲間とやりとりする何気ない会
話や雑談もあります。雑談ではいろいろな話題が飛び交い、たとえば、友人の職場について話をして
いたのに流行の音楽の話題に移っていたりすることもよくあります。また、話が続くのかどうかもそ
の時次第です。たとえば、学校の帰り道に同級生と雑談していて、それぞれが乗る電車が来たら話は
終わります。翌日学校で会ったときには、同じ話題で話してもよいですし、違う話題でもかまいませ

3． コミュニケーションの基本

＜伝えたいこと＞
（1） サポートにはよいコミュニケーションが欠かせません。
（2） 相談では、積極的に話し手の意図を想像し、自分の想像を確かめ、理解を深め

る態度が求められます。
（3） 話している相手の気持ちを考えましょう。自分自身の体験を話したときの気持

ちを思い出すとよいでしょう。
（4） 話を聴く環境は重要。プライバシー、距離感、目線、心地よさなどに配慮しましょう。
（5）「私」を主語にする伝え方をこころがけましょう。
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ん。雑談は自由で決まった型がありません。

　でも相談になると違ってきます。雑談をしていたらいつの間にか相談話になっていたということも
ありますが「ちょっと話があるのですか」「～なことで困ってまして」と、相談では話のはじめから、
雑談と違うぞという雰囲気があるのが普通です。また、相談は、相談窓口に行ったり、相談員に自宅
に来てもらったりと、普段と違った、何かの目的がある話をするのが特徴です。話題が変わったとし
ても話をしにきていることには何らかの目的があります。雑談の場面では、話が分からなくうなずい
ても許されます。相談の場面ではそうはいきません。時間とお金をかけて相談窓口に来ているのに、
相談員が意味も分からずにうなずいているだけだったと分かったら、相手は怒ってしまうでしょう。
相談では積極的に話し手の目的や相談したいことを想像しましょう。そして、「あなたの話しを聞い
てこう思ったのですが、それで正しいですか」と自分の想像を確かめましょう。想像する→確かめる、
という手順を繰り返して、相手を理解しようとする態度が求められます。こうすれば、話の内容に応
じて的確に言葉を返すことができるようになります。

（3）誰かの話や体験を聴くときの態度
　ピアサポーターになろうとする人であれば、今までに自分の病気や障害のことや生きづらさを誰か
に相談したことがあると思います。その頃は不安や緊張でいっぱいだったのではないでしょうか。こ
れからピアサポーターであるあなたのもとに相談に来る人の不安や緊張を、あなた自身も体験してい
る訳です。こうした体験があることで相談に来る人の気持ちがわかりやすいと思います。これはピア
サポーターの強みです。ただ、昔のことでよく覚えていないかもしれません。当時の不安や緊張まで
詳細に思い出しにくくなっているかもしれません。代わりに自分自身の体験（たとえばリカバリース
トーリー）を人前で話したときのことを思い出してみましょう。いろいろな感情が湧き上がってくる
のではないでしょうか。そして、相手がどんな風に話を聴いてくれていたのか思い浮かべてみます。
そこには話している相手の感情について想像し、話の聴き方や態度を学ぶうえでのヒントがたくさん
詰まっています。ときどきふりかえることをおすすめします。
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（4）コミュニケーションの基礎
1）話を聞く環境
　よいコミュニケーションはスキルだけではなく環境も重要です。大勢の人がいてざわざわしている
場所や面識のない人に囲まれている場面でも話しにくいものです。話しの内容が他の人に知られない
ようなプライバシーが守られる場所も大切です。
　聞き手と話し手が適度な距離感がありパーソナルスペースが保たれること、同じ目線であることは
大事な要素です。ちなみに、聞き手と話し手が真っ正面に座るよりも90度の位置のほうが最も緊張
が少なくなると言われています。また、表情が分からないと相手の反応が分かりにくくなります。お
互いに表情が見えることも大事です。たとえば、逆光で表情がよく見えないという状況は避けましょ
う。相手が座っていて自分が立ったままで話をし続けることも避けた方がよいでしょう。上から見下
ろされると話しにくいものです。 
　自分が不安を抱いたり違和感を感じる環境は避けましょう。話に集中しづらくなると不安が出てき
ます。その不安は相手にも伝わります。反対に自分が心地よいと感じる環境は、話を聞きやすい場で
もあり、結果的に相手が話しやすいことにつながっていきます。

2）私を主語にする（Iメッセージ）
　人から自分の悪いところを指摘されると、自分が責められていると感じてしまって、よいコミュニケー
ションを続けにくくなります。たとえば、部屋を片付けてくれない家族に「いつもゴロゴロして協力
してくれないのよ」と言った（言われてしまった）ことがある人は多いのではないでしょうか。相手
は逃避するか反撃するかです（あなたの力関係が強いのであれば、しぶしぶ従ってくれるかもしれま
せんが）。相談の場面でも同じようなやり取りがあります。たとえば、ついついお金を使いすぎてし
まう人の支援をしていて、財布にお金がなくなったと相談されて「どうしていつもお金遣ってしまう
のですか、あなたは金銭感覚大丈夫なのですか」と言っている場面では、理由を訊いているというよ
りも、むしろ相談員の苛立ちや怒りの表れであることが多いものです。「あなた」を主語にする伝え
方（YOUメッセージ）は、相手を決めつけることになり、コミュニケーションがぎくしゃくしがちで
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す。同じ場面で「私」を主語にした話し方（Iメッセージ）をすることで、「あなた」を決めつけるこ
となく、「あなた」がとっている行動が「私」にどんな気持ちを引き起こすのか、「相手」が気づく可
能性が広がります。たとえば「そこの食器を持ってきてくれたら私はうれしいな。私今日くたびれて
いるの」。「家賃とか食費のお金は残っているのかなと、私は考えてしまって、心細くなったの」。こ
のように、私を主語にした発言をするだけで、言われる方も自分の行動の影響に対する指摘や私の気
持ちを受け止めやすくなっています。やり取りにワンクッション置くことができて会話を続けやすく
なります。
　私を主語にするコミュニケーションは、はじめは慣れないと難しいものです。あとからふりかえって、
あの時はどのように言えばよかったかな？と伝え方を考えなおすことは後で役に立ちます。同僚、家
族や友人など身近な人で練習してみるのも良いでしょう。「私」を主語にするためには、今自分はど
んな気持ちなのか、自分が相手について何を考えているかを分かっている必要があります。つまり、
伝え方を意識して練習することで自分の感情や思考に気づくことにもなります。自分の感情に気づく
ことは、コミュニケーションにおいてとても大切なことです。

次の「あなた」を主語にする伝え方（YOUメッセージ）から「私」を
主語にする伝え方（Iメッセージ）に変えてみましょう。

① この前言ってたことと今言ってること、全然違うじゃないですか。
どうなってるんですか？

②あなたの身勝手な発言でみんな困ってるんですよ。
③あなたはいいですよね、言いたいことを言っていればよいのだから。

グループ演習③
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（1）障害福祉サービス等の歴史
　第二次世界大戦後に本格的な福祉サービス等がつくられました。入所サービス、在宅サービス、手
帳などの制度ができてきたのですが、身体障害、知的障害が中心で、それぞれ別の法律の中で、位置
づけられてきました。
　1990年代以降、社会の変化にともなって、これまでの社会福祉制度が見直されるようになり、基
礎構造化改革、障害者制度改革を経て、現在の障害福祉サービス等が成立しました。その経過に障害
者の権利条約は大きな影響を与えました。

４．障害福祉サービス等の基礎と実際

＜伝えたいこと＞
（1） 障害福祉サービス等の歴史

1990年代から福祉制度の見直しが行われ、2006年の障害者自立支援法によっ
て、障害ごとだったサービス等がひとつのしくみになりました。

（2） 障害福祉サービス等が提供されるしくみ
サービス提供のしくみも見直され、相談支援専門員によるケアマネジメントが
行われるようになりました。

（3） 福祉サービス等で働く職員
（4） 多様なピアサポート
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　2005年に制定された「障害者自立支援法」によって、それまで障害ごとに別々の法律に定められ
ていた障害者の福祉サービスが、統一されました。以後、徐々に発達障害、難病、高次脳機能障害な
ども福祉サービスの対象として、みとめられるようになりました。現在、福祉サービスは「障害者総
合支援法」に定められていますが、「障害者総合支援法」は、「障害者自立支援法」を改正する形でつ
くられました。

　その目的は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活
及び社会生活を支援することであり、「地域生活支援事業」による支援を含めた総合的な支援を行う
ことも明記されました。
　現在、「障害者総合支援法」を中心にサービスが提供されており、サービスの利用に関して、障害
者ケアマネジメント（計画相談支援）が導入されています。

（2）障害福祉サービス等が提供されるしくみ
　障害者のケアマネジメントが制度として導入されたことによって、サービス提供の仕組みが大きく
変化しました。障害者総合支援法における介護等給付、訓練等給付を利用しようとする人に関して、
サービス等利用計画が相談支援専門員によって作られ、サービスをうけることになります。
サービスを受けている期間、継続サービス利用支援（モニタリング）が実施されていくという仕組

みです。
　また、直接サービスを提供するサービス事業所では、サービス管理責任者によって、個別の支援計
画がたてられ、同じようにモニタリングが実施されます。本人、家族、相談支援専門員、サービス事
業所等が連携することによって、その人がこうありたいと考える生活の実現をめざしていきます。
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相談支援の流れ

（3）障害福祉サービス等で働く職員
　障害者総合支援法に基づいて提供されているサービスはたくさんあります。
そこで働く職員の仕事もさまざまですが、資格や専門にしている仕事の内容もさまざまです。

訪問系 居宅介護員

日中活動系 生活支援員

施設系 生活支援員

居住支援系 世話人、生活支援員、地域生活支援員

訓練系 生活支援員

就労系 職業支援員、生活支援員、就労支援員

相談支援系 相談支援専門員、地域移行支援従事者、
地域定着支援従事者

障害福祉サービス等で働く職員
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（4）多様なピアサポートの活用

Q障害福祉サービスの中で、ピアサポートが
活用されているのはどういう場所ですか？
実際に、どういう仕事（活動）をしている
のでしょうか？

障害福祉サービス等において、ピアサポートがどのように活用される
のか、話し合ってみましょう。

グループ演習④

平等な立場で話を聞き
地域での自立生活を実現していく

手助けをする
ピアカウンセラー

（多様なサービス提供機関）

職員として
福祉サービス事業所、

医療機関、行政などで働く
ピアスタッフ

（多様なサービス提供機関）

自宅に訪問して
家事援助や介護をする
ピアヘルパー
（居宅介護事業所）

精神科病院などに
長期で入院してきた
人たちの退院を支援する
ピアサポーター
（相談支援事業所など）
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（1）わたしたちの大切な強み

５．ピアサポートの専門性

＜伝えたいこと＞
（1） わたしたちの大切な強み

　障害や病気を持ちながら生きてきた経験をいかして、同じような経験をして
いる人を応援できます。

（2） 倫理と守秘義務
　ほかの人を応援するときに、大切なルールがあります

■ピア（相手）が本音を言ってくれやすい
⇒早くから役に立つ相談ができる

■障害や病気と付き合いながら、日常生活をどう工夫しているかアドバイスできる
⇒自分で工夫できる
⇒生活での安心感
■障害や病気があっても、自分らしく生きていけるというお手本
⇒生きづらさを乗り越えられる
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　障害のある人が、障害にとらわれず
に自分の人生を生きていこうとするに
は、まず自分にそういう力があるかも
しれないと少しだけ自分や未来を信じ
られる希望が大切になります。
　その最初のとっかかりにおいて、ピ
アサポーターは、ピアが障害にとらわ
れず自分の人生を生きる（リカバリー
する）ということに経験を活かして応
援できるということが、わたしたちピ
アサポーターの専門性（大切な強み）
になるのです。

　「自分自身の経験の際に感じていた
気持ちに思いをはせ、目の前のピアの
気持ちを想像し、気持ちが共感しやす
いことから、相手（ピア）を受け入れ
られ、心がつながりやすい感覚がある
こと」「自分の人生を取り戻してきた
自分自身の物語、リカバリーストー
リー、人生を見せられることから、知
識だけではなく、そのとき感じてきた
思いも含めて本当の経験を分かっても
らい分かち合いながら、ときに生きて
いるお手本になり得ること」「障害や
病気にとらわれずに、そのひとをありのままで受け入れるということを大切にし、専門的な考え方に
とらわれず（私たちは、医療や福祉の枠組みの中でいきているわけではない）、ピアの本当の思いや夢・
希望やこれからの可能性について等身大で話し合えること」が、わたしたちの大切な強みのもとです。

　これによって、ピアはひとりではない、「理解してくれる人がいる安心感」を持つことができ、少
しだけ未来を信じても良いかもと思えたり、あきらめが夢や希望に変わっていったりします。

　ピアサポーターはピアとの信頼関係を築いていくときに、自分の経験を語ります。この時、自分が
話したいように自分の経験を語るのではなく、ピアの生き方や今感じている思いを尊重しながら、ピ
ア（相手）の人生に活かしてもらえるように、自分の経験を話すという意識をもつことが大切です（正
解の提示ではない）。
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　ピアサポーターの専門性（強み）は何でしょうか。 社会福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、
看護師などの専門職は、それぞれの人生の経験を活かしながら、学び知識を深めていきます。ピアサ
ポーターは、自身の経験を元に経験からくる学びを得て、次に知識を経ていくという大きな違いがあ
ります。 
　もちろん、福祉や医療の専門家になる人は、一緒にチームの一員として、信頼関係をきずいていく
のに、まず人間性すなわち信頼できる“人がら”であることが基本的条件になります。 
　図にありますように、ピアサポーターは、自らが同じような病を経験したことをもとに、ピアへの
サポートをスタートし、その学びを深め、今度はピアサポーターとしての経験を積み重ねていきます。 

そして各専門職とピアサポーターが協働することにより、専門職が得意とする領域と、ピアサポー
ターが得意な領域があわさって、新たな領域がひろがるはずです。お互いの専門性（強み）を活かし、
ともに学び、働くことで、よりよいサポートができるのです。
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（2）倫理と守秘義務
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グループ演習⑤

・ピアサポーターの大切な強みについてどう思いますか
・ピアサポーターと専門職がいっしょにピアをサポートすることについ
てどう思いますか
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　日本の障害者制度は、障害ごとに縦割りで実施されてきた歴史があります。ピアサポートに関して
も、これまで、障害領域でそれぞれに育成、活用がなされてきました。しかし、病気や障害によって
生活上の困難を抱えている人たちに対する障害福祉サービス等が一元化され、福祉サービス事業所に
は多様な障害のある人たちが来所しています。そこで、ピアサポートの専門性を活かすことを目的と
して障害領域に共通の研修を組み立ててきたわけです。

　多様な障害のある方、そして、事業所職員が一同に会した研修は、お互いの違いだけでなく、共通
している点にも多くの気づきがありました。もっとも大きかったのは、病気や障害により何らかの生
活しづらさを経験して来られたこと、その共通の経験を強みとして、今困っている人たちに希望を持っ
てもらえるよう支援するというピアサポートの有効性を全員で確認できたことだと思います。研修テ
キストを作成する際に、議論に長い時間を費やしましたが、異なる障害領域のピアサポーターと様々
な職種の人たちが語りあうという貴重な時間だったと感じています。

　ピアサポートの活用が促進されるためにも今後ともご理解とご協力を賜りたく、どうぞよろしくお
願い申し上げます。

岩崎　香（早稲田大学）

おわりに
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【検討委員名簿】

（１）検討委員

所　属 氏　名

NTT東日本関東病院 秋山　剛

特定非営利活動法人自立生活センター日野 秋山　浩子

国立障害者リハビリテーションセンター 安部　恵理子

社会福祉法人じりつ 飯山　和弘

竹田綜合病院 五十嵐　信亮

自立生活センター星空 井谷　重人

未来の会 市川　剛

社会福祉法人じりつ 岩上　洋一

早稲田大学人間科学学術院 岩崎　香

一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 内布　智之

エスポアール出雲クリニック /千葉県千葉リハビリテーションセンター 太田　令子

一般社団法人北海道ピアサポート協会 小笠原　啓人

特定非営利活動法人十勝障がい者支援センター 門屋　充郎

特定非営利活動法人あすなろ 彼谷　哲志

一般社団法人ソラティオ 小阪　和誠

桃山学院大学 栄　セツコ

東京大学医学部附属病院精神神経科 佐々木　理恵
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株式会社真和 島津　渡

東京リハビリテーションセンター世田谷 四ノ宮　美惠子

公益財団法人横浜市総合保健医療財団 平良　幸司

神奈川県立保健福祉大学 種田　綾乃

特定非営利活動法人市民サポートセンター日野 土屋　和子

特定非営利活動法人自立生活センター町田ヒューマンネットワーク 堤　愛子

早稲田大学人間科学研究科 陶　カイ

株式会社MARS 中田　健士

特定非営利活動法人自立生活センター STEP えどがわ 蛭川　涼子

一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 又村　あおい

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 三宅　美智

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻精神看護学分野 宮本　有紀

一般社団法人日本難病・疾病団体協議会 森　幸子

一般社団法人北海道ピアサポート協会 矢部　滋也

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 山口　創生

PwCコンサルティング合同会社 吉野　智
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令和３年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業
障害者ピアサポート研修における講師の養成のための研修カリキュラムの効果測定及びガイドブックの開発
基礎研修テキスト（改訂版vol.1） 2022年3月

社会福祉法人豊芯会　
〒170-0004東京都豊島区北大塚3-34-7
TEL : 03-3915-9051　　FAX : 03-3915-9166 
Mail : ji-housinkai@housinkai.or.jp
URL: http://housinkai.or.jp/

（２）ご協力いただいた方々

（３）事務局
社会福祉法人豊芯会
〒170-0004東京都豊島区北大塚3-34-7(法人本部)
Tel:03-3915-9051　Fax:03-3915-9166
理事長　　岩崎　香
常務理事　近藤　友克
部長　　　橋本　早苗
　　　　　岡野　康子、加藤　諒、齊藤　健、角　和恵、田中　洋平

社会福祉法人 はるにれの里相談室ぽらりす いちこ

メンタルホスピタル鹿児島 越智　裕之

メンタルホスピタル鹿児島 小山　恵里

就労移行支援事業所こねくと 田村　大幸

一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 丸山　絵理子
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本テキストは、厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業として 2016（平成 28）年度か

ら 2019（平成 30）年度に実施した「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究」

及び、2020（令和元）年度から 2021（令和 2）年度に実施した同じく厚生労働科学研究費により「障

害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研

究」により作成した精神障害を対象とした専門研修テキストをすべての障害を対象とした内容に再

編したものです。

令和３年度
厚生労働省

障害者総合福祉推進事業

障害者ピアサポート研修に
おける講師の養成のための
研修カリキュラムの
効果測定及び

ガイドブックの開発

専門研修テキスト
（ 障害統合版 vol.１）
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　障害分野における日本のピアサポートはアメリカにおける身体障害者を中心とした自立生
活運動や精神障害分野における「認定ピアスペシャリスト」の登場などに大きな影響を受け、
多様な活動が展開されてきました。近年、日本においてもピアサポートの活用が話題になっ
ており、障害当事者を中心に据えた医療保健福祉サービスの仕組みづくりが進められていま
す。実際に、精神科病院に長期入院している人たちの退院を支援するピアサポーターや地域
で生活する障害者の相談を受けるピアカウンセリングの担い手として、あるいは通所サービ
スやグループホームにおけるピアスタッフの雇用も広がりつつあります。しかし、その中で、
専門職で構成された組織におけるピアサポートの位置付けや雇用体制、人材育成等の具体的
な課題が生じています。活動が注目されている反面、雇用されているピアスタッフの質の担
保や労働環境の整備については、各事業所に任されているというのが現状です。そこで、本
研究では障害当事者、福祉サービス事業所等で実践している専門職及び研究者がかかわり、
国内外の養成システムを収集し、検討した上で、日本の実情に即した養成制度及び養成研修
プログラムの開発を行ってきました。平成28年度から30年度にかけて実施しました厚生労
働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（身体・知的分野））「障害者ピアサポートの
専門性を高めるための研修に関する研究」、及び令和元年度から2年度にかけて実施しまし
た「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普
及のための研究」の一環として、日本の実情に即したピアサポーター養成研修プログラムを
創り上げてきたわけです。
　当初、基礎研修は、多領域のピサポーター、専門職が受講し、専門研修は障害領域ごとに
プログラムを立案するということで、前述した研究では、専門研修では、精神障害を対象と
したプログラムを作成いたしました。
　しかしながら今や紆余曲折あって、自治体で開催される専門研修は、基礎研修同様、多領
域のピアサポーターと専門職が一同に会して受講するという方向にあります。それは、障害
ごとにピアサポートの歴史も福祉サービスにおける活用状況も異なること、大規模な研修で
はないので、障害ごとに開催する費用やマンパワーの捻出が難しい点など、さまざまな理由
があるかと思います。
　そうした現状を踏まえ、精神障害だけでなく、ある程度幅広く他の障害領域の皆さんにも
活用していただける専門研修テキスト統合版を作成することとなりました。今年度の作業だ
けで質の高いものを作成できるわけではございませんので、今後もバージョンアップしてい
ければと思います。
　私たちは、ピアサポーターの方々が経験を活かして働き、専門職等と協働することは、障
害福祉サービス等の質の向上に結びつくと考えて、研修を作り上げてきました。障害者ピア
サポート研修を実施される自治体の皆さま、研修を受託される法人の皆さま、そして、ピア
サポートにかかわるすべての皆さまのご参考にしていただけましたら幸いです。

専門テキスト（障害統合版 vol.１）を活用される方へ
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　ここでは、すでに受講した基礎研修で学んだ内容を振り返ってみましょう。
（1） 多様なピアサポート
　自らの経験を活かした活動であるピアサポートは幅広く、障害領域においても多様な活動がありま
す。例えば、通院している医療機関や利用している福祉サービス事業所などで知り合った人たちと、
ちょっと集まってお茶をしたり、どこかに一緒に出掛けることもピアサポートです。そうした仲間が
集まってグループで活動し、学習会や相談活動を行うこと、通院先や通所先で自分の経験を活かして
ボランティアとして活動したり、有償で仕事をすることなどもピアサポート活動だと言えます。
　これまで、ピアサポートは障害の種別ごとに取り組まれてきた歴史があります。もちろん、自らの
経験を活かすということ、障害や病気の特性を踏まえて活動することを考えると、同じ障害を持つ人
たち同士での活動が進められることの意義は大きいと思います。しかし、障害ごとのピアサポートの
現状を照らし合わせてみると、実は共通する部分も大きいことが明らかになりました。その共通点に
焦点化して基礎研修を実施しました。基礎研修の内容を振り返ってみましょう。

（2） 当事者の意思を尊重するということ―障害者の権利に関する条約の批准－
　最近、ピアサポートに留まらず、障害のある当事者の権利に注目が集まっています。2006年に国
連で採択され、2014年に日本でも批准された「障害者の権利に関する条約」はその集大成ともいえ
る条約で、障害者の人権を確保し、尊厳の尊重を促進することを目的として制定されました。ピアサ
ポート活動が注目され、福祉サービスにおける活用が進められている背景には、障害者の権利に関す
る条約が大きく影響しています。
　条約の批准をおこなうにあたって、日本国内の法制度の見直しが求められました。障害者基本法の
改正、障害者虐待防止法、障害者差別解消法の創設、精神保健福祉法改正など一連の改革はこの流れ
の中で行われたのです。
　条約では、障害は主に社会によって作られたものであるという、「社会モデル」の考え方が示されており、
障害があることは個人の責任ではなく、社会がさまざまな障壁（バリア）を除去していくことによっ
て、障害のない人との平等が実現されると考えられます。障害がある人など多様な人がいる社会が当
たり前の社会であり、人の多様性を認め、尊重することが求められています。

（3） ピアサポートの専門性を活かすために
　それぞれの専門領域でピアサポートが活用されていますが、有償で働くというためには、知識や技
術が必要です。ピアサポートの実際や実例に関して、シンポジウム形式で学び、ディスカッションも
行いました。

1．基礎研修の振り返り
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　さらに、サポートでのコミュニケーションの基本、障害福祉サービスの基礎と実際、そして、ピア
サポートの専門性についても学びました。その内容は以下のとおりです。

1）コミュニケーションの基本
　障害のあるなしにかかわらず、人をサポートするためにはよいコミュニケーションが欠かせません。
ピアサポーターは専門職と同じように、対人援助の職業であり、よいコミュニケーションを身につけ
ることが必要な職業です。ですので、対人援助職に共通するコミュニケーションの基本およびピアサ
ポーターとしての経験をまじえたコミュニケーションについて学びました。

2）障害福祉サービスの基礎と実際
　障害福祉サービスの歴史を振り返りながら、障害者総合支援法を中心に、サービスが提供されるし
くみ、福祉サービスで働く職員にはどんな位置づけがあるのか、福祉サービスにおいて、ピアサポー
トがどのように活用されているのかを学びました。

3）ピアサポーターの専門性
　ピアサポーターが専門性を発揮するには、ピアサポーターの専門性の基盤を理解し、グループワー
クでほかの人の考え方を聞き、自分にとってピアサポートとは何かということを考える必要がありま
す。経験を活かし、ピアが自分の人生を取り戻す（リカバリーする）ことを支援することはピアサポー
ターにしかできない重要な役割です。
　また、他の専門職と重なりますが、ピアサポーターにも守秘義務があります。相談者との距離が近
くなりがちである分、倫理観を問われる機会も多いわけですが、同じ経験を持つという自分たちの強
みを活かしながら信頼関係を創り上げていくことが求められるのです。

4）専門研修で取り上げる内容
　前述してきたような基礎研修での学びを振り返ったうえで、専門研修では、
２．ピアサポーターの基礎と専門性
３．ピアサポートの専門性を活かす
４．関連する保健医療福祉施策の仕組みと業務の実際
（＊当事者向け、専門職には、同じ時間帯に、ピアサポートを活用する技術と仕組みを学んでいただきます）
５．ピアサポーターとしての働き方
（＊当事者向け、専門職には同じ時間帯に、ピアサポートを活かす雇用について学んでいただきます）
６．セルフマネジメントとバウンダリー
７．チームアプローチ
について学びます。さあ、研修の始まりです。
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　ピアサポーターの皆さんは、障害や病気にともない、それによって人生において困難な体験をした
としても、そこから私たちは“リカバリー”（「障害や病気のある者がありのままの自分らしく生きよ
うとする」）していけるのだということをご自身の人生の経験からきっと体感しているのではないで
しょうか。
　その身をもった体験から生まれるリカバリーの信念は、ピアサポーターがこれからまさに人生のリ
カバリーを歩もうとしている障害当事者（利用者）に、希望をもたらします。そして、ピアサポータ
ーの皆さんから発せられる、理論や学問ではない、自らの経験からもたらされる言葉には、その人自
身が新たな一歩を踏み出すときの支えのひとつとなることもあるでしょう。

リカバリーとは、病気や障害などを完全に克服することではありません。必要な支援を受けつつも、
ピアが障害や病気に関わらず、「一度きりの人生」において、こんな風に生きたいこんな事がしたい
など、今一度ピアが自らの未来に希望を感じ、一歩ずつ歩んでく、その過程そのものです。

２. ピアサポーターの専門性とその基盤

＜ポイント＞
・リカバリーの概念について
・障害者ピアサポーターとしての専門性とは
・リカバリーストーリーの大切さ（言葉にしてみること）

１）　リカバリーとは
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＜リカバリーに必要なこと（例）＞
・自分ひとりではないと気がつくこと
・自分の他に1人でも自分のことを信じ、励ましてくれる人が傍らにいること。
・他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられるということに
気づくこと。
・一歩踏み出す勇気
・人の役に立てる実感を自らの行動によって得られる経験
・辛くなったら弱音をこぼしても良いのだとそういう自分も受け入れること。
そして、そんなときは周りの人に伝えられるようになること

⇒自己覚知　自己受容　自己肯定

　また、リカバリーを妨げるものもいろいろあり、そのひとつが「自分の未来をイメージできない」
ことです。障害や病気の体験などにより、自分の思うようにいかなかったり、家族や友人にも誰にも
理解してもらえず、孤独の中でどうすればいいかわからないときは、未来をイメージできず、なかな
か一歩を踏み出せないのです。想像できない未知への一歩に対してためらってしまう気持ちになるこ
とは当たり前です。そうした気持ちに寄り添い伴走していこうとする、ピアサポーターの登場は未来
をイメージする手助けともなり、その人が自分らしい人生を歩みはじめるきっかけにもなります。
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　ピアサポーターの専門性の基盤となるものは、なんといっても、自らの障害や病気からのリカバリ
ー等の経験です。例えば、中途障害の方であれば、障害や病気を背負う前までは、普通の暮らしをし
ていて、学校や会社に行っていたでしょうし、夢や希望もあったことでしょう。ところが、障害や病
気のその後の経過によって、自分ではどうしようもできないような困難等と向き合わざる得なくなり、
例えば、家族や友人等誰にも理解してもらえないような孤独感、夢や人生の希望が損なわれる喪失体
験をすることもあるでしょう。
　そこからのリカバリーは、決して簡単なことではなく、きっと多くのドラマがあったことでしょう。
ピアサポーターを仕事とする魅力、他のピアから「あの人のようになりたい」といったロールモデル
としての役割は、「障害や病気という、それまで負の経験でしかなかったものが、誰かに役に立つ希
望へと昇華される」ことなのだと思います。

リカバリーの経験を有しているという特徴は、他の障害福祉に携わる専門職にはないピアサポータ
ーならではのものですが、その専門性を発揮するためには、意図的な言語化が必要になります。その
人自身や環境のストレングス（強み）に気づかせてくれることの大切さ、本来もっている能力に気づ
いてその発揮を手助けしてくれることの有難さ、他者にまず受け入れられることが自尊心回復の足が
かりになります。ユーザーとして利用してみた様々なサービス等の使い心地に関する情報提供等が、
その一例です。それらを学問として、あるいは理論として学んだというのではなく、自分らしく生き
ようとしてきた実体験の中から得られた言葉であることに価値があるのです。こう聞くと、とても難
しく感じるかもしれませんが、必ずしも明確な言葉になっていなくても、正解をみつけようなどしな
くて大丈夫です。ピアサポーターであるあなたが、誠実に伝えようとすること、伝えようとする心持
ちから発生される言葉やジェスチャー、雰囲気などが、ピアや同僚の専門職、組織などにきっと良い
影響をもたらすことでしょう。また、その際、具体的なエピソードや生活の工夫、手立てだけでなく、
その時々の気持ちも合わせて、言葉にするとより相手に伝わりやすくなります。
　ピアサポーターは、利用者と似たような経験を有しているピアサポーターならではの、経験に基づ
いた「傾聴」「共感性」「受容」という特性を活かしながら、相手との関係性を構築していきます。リ
カバリーに有効に作用するように、自らの経験を活用するピアサポーターの言葉に、ピアサポーター
自身の当時の気持ちの表現があると、より言葉が届きやすくなります。忘れてはいけない大切なこと
は、語ったり伝えようとするピアサポーターが主役なわけでなく、利用者が主役で、そのリカバリー
に有効に作用できるように、敏感にアンテナを張り巡らし、関わる中で微調整をしなければなりませ
ん。

　また、利用者の生活上の課題や病状などには、他の専門職も敏感に反応しますが、当事者の内面の
様子にはピアサポーターのほうが気づきやすいかもしれません。似たような経験を有しているからこ
そ、その時々の気持ちや内面に起こっていることを具体的に想像しやすいということを活かして、利
用者の“思い”の表出や言葉にすることをサポートすることもピアサポーターの役割となります。

２）　ピアサポーターとしての専門性とは
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　生活の課題に対する障害福祉サービス、居場所などを提供してくれるサービスなど、環境面からの
リカバリーに対するアプローチは、充実してきている一面もあります。しかし、スティグマ（外から
の差別と内なる差別 )の解消やエンパワメントを重視した内面に対するアプローチは、ピアサポータ
ーの関わりを通じていっそう充実していくべき部分であり、ピアサポーターの重要な役割だと言え
ます。

　これまで述べてきたことを常に意識し、日々の支援経験を通じてピアサポーターとしての専門性を
みがいていくことが求められます。利用者、所属している組織、あるいは地域全体を視野にいれ、支
援の幅と質を高めていく必要があるのです。

出典：一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構　作成資料より
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　「リカバリーストーリー」という言葉を初めて聞く人もいると思います。リカバリーストーリーとは、
障害や病気のある者がありのままの自分らしく生きようとする過程やこれまでの経験等を言葉にする
ことなのです。

　障害や病気については、今現在も偏見があります。その偏見は、世間だけにあるのではなく、広く
一般通念として存在しえるものなので、実は障害者当人にもあるものです。ピアが、障害や病気と向
き合うときにまず感じることは、人それぞれですが、圧倒的な孤独感・絶望感、不安感や自分ではど
うしようもできないような感覚もあるのではないでしょうか。
　ピアサポーターが、自分自身の障害や病気と付き合いつつ、自分の人生を取り戻していった過程を
語ることは、今まさに孤独感や絶望感を感じているかもしれない利用者にとって、未来を今一度信じ
てみようとするきっかけになりえます。やがては、少し先の未来をイメージするロールモデルとなり
得、そして希望となり得るのです。
　またリカバリーストーリーとして、ピアサポーター自身が人生を取り戻していった過程等を言語化
して整理しておくことは、リカバリーに必要な要素を改めて気づくことにも役立ち、リカバリーでき
るのだと信じられる信念を強くします。それもピアサポーターならではの重要な専門性のひとつです。
ピアサポーター自身が、改めて自身の経験を振り返ることで、「希望の力」を強くするのです。リカ
バリーストーリーを語る場面は、実際の現場ではそれほど多くないかもしれません。しかし、ピアサ
ポーターが内に秘めた「希望の力」は、支援に必ず役に立ちます。
　利用者にとって、目の前にいるピアサポーターであるあなたが、「リカバリーできる」、「人生を取
り戻せる」、「もう一度夢を描ける」と、利用者の回復を内から信じていることが伝わっていくからです。
　ただし、忘れてはいけません。ピアサポーターの立場であるときのリカバリーストーリーは、利用
者のためのものになります。どのようにリカバリーストーリーを活かすか、どの場面を話すか、どの
ような言葉・語調で話すかは、目の前の利用者に合わせ、そのリカバリーに役立つように、工夫しな
ければなりません。主役は、リカバリーストーリーを語るピアサポーターではなく、「眼の前の利用者」
なのです。ピアのリカバリーのために、どう自分のリカバリーストーリーからもたらされる要素を活
かすかなのです。

３）　リカバリーストーリーの大切さ
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リカバリーストーリーが、どのようにピアに影響するかについては、実際に体験してみることも必
要かもしれません。まずは、先輩のピアサポーターのリカバリーストーリーに耳を傾けてみて、それ
が自分自身にどのように伝わってくるか、そして胸の内にどのように影響してくるか、是非体験して
みて下さい。
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　その際、リカバリーストーリーを聞くにあたって、守りたい大切なことがあります。
リカバリーストーリーを聞いてみたあとは、自分でも実際にリカバリーストーリーを書いてみるこ

とをお勧めします。障害や病気の経緯やどん底だったときの気持ち、そんな時どんなことを思ってい
たか、周りにはどんな風にしてほしかったか、そしてリカバリーしていくことになるきっかけやその
道のりを言葉にしていってみましょう。最初から上手に書けなくても当然です。その場合には、箇条
書きでも構わないのです。そして、それを仲間のピアサポーターやピアと語り合ってみましょう。自
分のリカバリーストーリーを語りながら「他人がリカバリーするのを手助けする」ために「他者に自
分の語りを差し出す感覚」を主体的に学び、そして他の方のリカバリーストーリーもお聞きさせて頂
く中で、互いに共感しあう場の感覚等を体感してみましょう。

• リカバリーストーリーを書いてみましょう。
• 各々のリカバリーストーリーを聴いてみましょう。
（人生の困難やつまずきは、障害や病気の有無に関わらず、きっと
誰でもあるものです。
ピアサポーターの方も専門職の方もその立場のちがいに関わらず、
皆でやってみましょう。話したくないことは話さなくても大丈夫です。
自分の言葉や体験が他者に受け止めてもらえる体感をしてみましょう）

グループ演習①
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　今回、精神障害版として作成していた専門研修テキストを、すべての障害領域を対象とした新たな
テキストとして再編することになったわけですが、基礎研修のテキストを作成する過程でもぶつかっ
た、精神障害の領域ではあたり前に使われてきた「リカバリー」に代表されるカタカナ言葉をどう取
り扱うのかという課題が、専門研修テキスト作成のプロセスの中でも再び頭をもたげました。
　結論からお伝えすると、お互いが歩み寄りながら、何とか合意形成ができたわきたわけですが、そ
の検討の場での重要な議論は、なかなかテキスト本文に収まるものではありません。そこでその渦中
にあったお二人に、それぞれの立場でコラムを書いていただくことになりました。

リカバリーを残すから深めるへ
彼谷哲志（特定非営利活動法人あすなろ）

　私はピアサポート専門員養成研修といって、精神障害の領域でピアサポートの研修に関ってきまし
た。その研修ではピアサポートと共にリカバリーを大事にしていて、ピアサポートとリカバリーは切
っても切り離せないものでした。テキストである「精神障がい者ピアサポート専門員養成のための
テキストガイド」では、98ページある中でリカバリーが登場するページは 32ページにもなります。
それだけリカバリーが大好きな人たちです。

　精神領域だけで研修をやってきた私たちは、他の障害領域の皆さんと一緒に研修をつくることにな
りました。研修に必要な科目を考えるような会議を続けているなかで、他の障害領域の方々からは、
リカバリーがピンとこない、障害は回復しないものだから、という意見がたびたび出てきます。なじ
みのない言葉ですから当然のことです。そのこと自体はリカバリーが単なる回復だと受け取られてい
ると受け止めました。

リカバリーという言葉は、他の障害領域になじまないので研修では使わないほうが良いのではない
か、みんなが理解できるようにリカバリーをわかりやすい言葉に置き換えてはどうか、という意見も
ありました。そうすると、自分たちが大事にしている言葉をなくしてピアサポートの研修がなりたつ
だろうか、という思いにかられました。正直なところ葛藤がありました。

　個人的な理解ですが、リカバリー運動は、精神障害の当事者の活動にルーツがあります。今よりも
専門家主導で、偏見も強かった時代、精神的に困難な状況にある人は、医療から「病気」という見方
をされると、世間から「普通ではない」「異常」だと見られてきました。あなたは病気から「回復」
しなければ「普通」になれないと言われ続けること、自分でもそう考えてしまうことは苦しいことで
す。リカバリー運動の当事者たちは、リカバリーという言葉を、医療や世間が言うところの「病気か
ら回復」ではなく、当事者自身が「回復」を決めてよいのだと転換しました。そうして、リカバリー
は、病気や障害があっても自分らしい人生を見出すこと、主体性の回復、自尊心を取り戻すことにつ
ながっていきます。

「リカバリー」をめぐるあれこれ
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　もしリカバリーを他の言葉に言い換えるならば、リカバリーに込めた先人の思いが伝わるだろうか
と思ったのでした。私たちの研修は、当事者や専門職を含めて先人の肩に乗っています。先人たちの
思いは研修に残したいと考えました。言葉の背景にあるものこそ研修で伝えたいものだからです。

　身体障害領域の方々から申し出をいただき、意見交換の機会を持ちました。協働を大事にする私た
ちは、自立生活センターが当事者で運営することを大切にしていることをあらためて学ぶことができ
ました。ピア・カウンセリングが、エンパワメントや障害の受容と共に障害のある仲間の自己尊厳を
取り戻すことを大事にしていて、リカバリーと同じではないものの、目指すべきところは一緒だ！と
思ったのです。意見交換の申し出はとてもありがたいことでした。

　そういう経緯もあって、リカバリーという言葉は引き続き研修でも残っています。他の障害領域の
方々により理解された形で。

　けれども、わたしのなかでは一件落着していません。すべての障害領域の方と意見交換をしている
わけではありません。とくに知的障害領域の方からリカバリーはカタカナ言葉でわかりづらい難しい
と意見されたことでした。

　言葉のイメージを共有できなければ、一緒に学んだとはいえません。知的障害のある方と一緒に研
修するとき、リカバリーをわかりやすく説明できないから納得してくださいね、ではピアサポートの
研修の趣旨から外れてしまいます。言葉自体を変えられないけれども、リカバリーの本質的なところ
を伝えることができる努力をしたい、と思いました。どのようなやり方がふさわしいのかは模索中で
すが、多様な障害領域の方々と研修を作り上げているからこそ、リカバリーについて深めることがで
きていると感じています。

　「リカバリー」をめぐる意見交換において
気づかされた「言葉の背景を大事にする」ということ

特定非営利活動法人 自立生活センター STEP えどがわ
蛭川　涼子

　自立生活センター（CIL）のピア・カウンセリングは、「『誰かをサポートするため』の前に『自分
のため』に存在するんだよ」と先輩から教えられます。なので、「仲間をサポートするため」と思っ
て学びに来ると「あれ？」と思うことは初心者の共通体験だったりします。ですが、「自分のために」
と経験を重ね、自分の気持ちが整理されていくうちに（傷が解消するしないは別にして）、いつの頃
からか、ピアカウンセラーとしてピアの話に耳を傾け「その人の力」を信じながら伴走するピアサポ
ートが行えるようになっている…というのが自立生活センタースタイルのような気がします。

　そんな私たちにとって、ピアサポーターというのは、精神保健福祉サービスの一部で、専門家と一
緒に行っている、というイメージがありました。CIL は、あえて専門家（障害を持たない人）とは一
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線を画していたので、ピアサポーターとピアカウンセラーは「違うもの」という思いで過ごしていま
した。ですが、ピアサポート体制加算が創設されたことにより、ピアサポーターという存在の知名度
が上がり、よくよく見ると、ピアサポーターは精神障害当事者だけでなく、「障害者または障害者で
あったもの」となっていました。ピアカウンセラーもピアサポーターになってしまう。専門家と一緒
にやっている精神領域の人たちと私たちのピア・カウンセリングがごっちゃになる…そんな不安がよ
ぎりました。ピアサポーター研修テキストを読んだとき、なじみのない言葉がたくさん載っていまし
た。理解がおよばずさらに不安は増しました。

　不安！それはいつも無知から始まります。それではいかん、と思い意見交換を申し込みました。意
見交換した結果、ピアサポーターの登場理由や信念、目指していることはほぼ同じだということがわ
かり、言葉の違いを突っ込んでいくことで、ますます「同じ」だと感じていきました。

　「リカバリー」も同様です。ピア・カウンセリングで言えば「自己信頼の回復」に近い。でも、「同
じ」ではありませんでした。とても肝になる言葉なので、お互いが納得できる新しい言葉を作りだせ
ないか考えてみましたが、どんなに代替ワードを交換し合っても、しっくりきませんでした。そんな
ときに言われた一言。「歴史的背景が違えば、使う言葉も変わってきて当然」…そうでした！

「肝」だからこそ、自分を救ってくれた言葉を別のワードに置き換えられない。
言葉には力があるから、その言葉でないと「ダメ」な時がある！

　そう気づいたとき、違和感はどこかへ消えていました。「リカバリーのままでいいじゃない」と感
じる自分たちが出来上がっていました。

リカバリーをめぐる意見交換の過程では、身体領域の私たちと精神領域の方々とでは障害の受け止
め方に違いがあることも発見しました。それは、リカバリーは必ずしも障害を受容して行われるもの
ではないという感覚。障害受容はピアカウンセラーとして基本中の基本だったので、精神領域の人た
ちの「必ずしも障害受容していなくてよい」という主張は衝撃でした。でも、その理由として「精神
障害は異常とみなされることがあるから、それを受容することは精神障害者にとって酷なことなんで
すよ」と聞いたとき、私は自分の想像力の足りなさにも気づかされ、即時に「うん、『リカバリー≠
障害受容』でいい」と思っている自分がいました。

　ピア・カウンセリングは、私たちCIL のピアサポートの土台なので、これからもピア・カウンセリ
ングを大切にしていきますが、精神領域の方々が育んできたリカバリー概念や働くことを念頭におい
たピアサポーター研修は、視野を広くするために大事なことだと思えるようになっています。使う言
葉だけで、違和感を持ってしまっていたなんて、私たちも行政の縦割りの考えのようで恥ずかしいで
す。意見交換によってそれまで感じていた壁を壊すことができて、良かったなぁと心から感じていま
す。
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（1）  ピアサポートの専門性を活かすために重要な視点
　ここでは、現在の利用者支援の前提となる考え方をご紹介します。

1）障害を理解する… ICF（国際生活機能分類）
ICF（国際生活機能分類）とは、WHO（世界保健機関）が 2001 年 5 月の総会において、1980

年に ICD（国際疾病分類）の補助として発表された ICIDH（国際障害分類）を改訂したものです。
ICIDH は、本人に疾病からくる機能的な障害が能力障害を生み、その結果として社会的不利が引き
起こされるというようなモデルで障害について説明していました。

　例えば統合失調症の方の１例を挙げると、その場の状況がうまく把握できない（認知機能の障害）、
求められている役割が理解できず、求められている仕事をこなすことができない（能力障害）ために
仕事が長続きしない（社会的不利）とき、「社会的不利は疾病が原因」というように捉えられていた
のです。
　しかし、その後、このモデルは医学モデルの影響を受けたモデルだと評価され、見直しが行われま
した。その結果、ICF が登場し、「機能障害」は【心身機能・ 身体構造】、「能力障害」は【活動】、社
会的不利は【参加】というポジティブな表現となり、相互に影響を与えるという図式の中に【環境因
子】【個人因子】も含まれました。障害とは疾患や身体の変調だけで起こるのではなく、社会や環境
との関係性の中で生じるという理解に基づいているのです。認知機能の障害があるために、上司の指
示が即座に理解できない状況は、障害がある人に対する配慮や伝える工夫が行われていないという環
境によって引き起こされていると理解することができます。つまり、ICF は、環境因子と個人因子か
らなる背景因子、心身機能・身体構造と活動と参加からなる生活機能、そして 健康状態といった要
素間の相互作用を重視する「統合モデル」だと理解することができます。

３. ピアサポートの専門性を活かす

＜ポイント＞
・ピアサポートの専門性を活かすために重要な視点を理解する。
・ピアサポートの専門性の活かし方を具体的な例から学ぶ。

ICIDH（国際障害分類）に示されたモデル

疾病

筋萎縮性側索

硬化症

機能障害

筋力の低下

能力障害

杖がないと歩行

ができない

社会的不利

外出する機会が

減少

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒
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ICF（国際生活機能分類）の示すモデルの一例

2）その人の強みを活かす（ストレングス）の視点
ストレングスとは、その人に備わっている「強み」であり、具体的には、特性、技能、才能、能力、

環境、関心、願望、希望などを指します。その人がどういう人なのかということを考える時に、その
人の性格や、どんな技術や特技をもっているのか、どのようなことに関心や願望をもっているのか、
ということを大事にします。そして、個人だけでなく、グループや地域社会の潜在的な力を含めた「強
み」も大切にします。ストレングスは個人の「強み」だけではなく、環境が持つ「強み」を含め両方
の強みや良さを見ることが基本となっています。
　実践現場でも、利用者の病気や障害のみに焦点をあてて支援するのではなく、その人の長所や潜在
能力、また利用者を取り巻く社会資源に着目し、その部分に働きかけ、その人が望む生活ができるよ
うにその人自身の主体性を高め、生活の質の向上を一緒に目指していることを目標としています。ス
トレングスは、エンパワメント（その人の持っている力を高める）実践を行っていくための土台でも
あり、すべての人々や地域社会がもつ潜在能力を引き出すことにつながる考え方でもあります。

　基礎研修でも学んでいただきましたが、その人のもつストレングス（強み）に着目した支援方法が
日本でも多く取り入れられています。そしてその考え方の背景には、病気や障害はなくならなくても、
自尊心や人生を取り戻す「過程」を重視するとらえ方、つまり、ありのままの自分らしく生きようと
する（リカバリーしていく）ことの重要性がふくまれています

　その人のストレングス（強み）に注目した支援は、多くのことを私たちに教えてくれますが、特に
重要な点は、支援をその人を主人公として、一緒に進めていくための基礎として、その人及び環境の
ストレングスについて情報を収集することです。利用者が何を必要としているのかということと、そ
の人自身と、とりまく環境をストレングス視点で捉え直してもみることが、その人らしい生活の実現
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に結びついているのでは
ないでしょうか。

　そして、障害福祉サービ
ス等における実際の支援
は、さまざまな社会資源と
ネットワークを活用しな
がら進められますが、支援
者が利用者本人に向かっ
て支援するのではなく、そ
の人が目標とすることに
対して本人を含めた全員
で、連携しながら支援する
ということなのです。

3）その人の持っている力を高める（エンパワメント）
エンパワメントという言葉を提唱したのはソロモンという人で、黒人に対する人種差別によって、

社会の中で弱者とされている現状から、自分たちの持つ力を高めていくための援助過程としてエンパ
ワメントを位置づけました。以後、エンパワメントは人種問題に留まらず、女性や子ども、ホームレ
ス、エイズ患者、高齢者、障害者などの社会的に弱い立場に置かれた人たちを支援していく方法とし
てとりあげられるようになりました。何らかの問題を抱えていても、内に秘めている力を引き出し強
化することによって、その人らしく生きていくことができるのです。
　支援者は支援する対象が社会的に弱い立場の人々であるがゆえに，その人たちの意思を良かれと思っ
て、勝手に決めつけてしまう危険性をはらんでいます。障害福祉サービスは利用する人と提供する事
業者の対等な契約によって実施されることになっていますが、まだまだ、サービスを提供する側であ
る支援者が優位に立っていると考える利用者も少なくありません。エンパワメントモデルの原点はそ
の人自身の強さや能力、力を活用できるよう援助するというところにあるので、対等性が無いところ
に利用者の力が高められることはありません。そうした支援者の傾向に対して，同じ経験を持つピア
サポーターの支援は、同じ経験を共有できるという点を含め、対等であることを前提にその人の持て
る力をお互いに高めていく支援を実践できると言えます。

4）その人の権利を守る...アドボカシーとピアアドボカシ―
アドボカシー（advocacy）は、もともとの語源をたどると、ラテン語のad（誰かに向かって）

とvoco（呼ぶ）、英語では「声を上げる」という意味だそうです。

　良いことではありませんが、声の大きい人や社会的に影響力の強い人の意向でものごとが決まりや
すいものです。声の小さい人や影響力の小さな人の声はきちんと聞いてもらえているのでしょうか。
声の小さい人とは、障害のある人や子ども、高齢者のような人たちです。
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　障害があることで話を聞いてもらえなかったこと。差別されたこと。支援者に遠慮して気持ちを言
えないこと。言われていることがわからなくても、わからないと口にできなくて、自分の望まない結
果になったこと。そもそも、必要な情報を知らされていなかったこと。権利が侵害されたりしていて、
自分がおびやかされているときは、怖くて何も言えなかったこと。これらは病気や障害があることで
権利が守られないことのほんの一例です。

　ちゃんと話を聞いてほしい。差別をやめてほしい。自分にわかるように説明してほしい。必要な情
報は伝えてほしい。権利を守ってほしい。

　このように、一緒に声を上げてくれる人が側にいたら、自分でも声を上げられることがあります。
後押ししてくれる人がいるだけでも心強いものです。誰かが代わりに声を上げることで、権利が守ら
れる助けになります。このように権利を守るために、声を上げることがアドボカシーです。当事者が
当事者ために声を上げることをピアアドボカシーといいます。ピアサポーターは、ピアアドボカシー
の担い手です。

5）どこで誰とどんな風に暮らすかを決める手助けをする……意思決定支援
　「私たち抜きに私たちのことを決めないで（Nothing About Us Without Us）」の言葉は、ピアサポー
ターが支援する場面でも当てはまります。

　病気や障害があることで、大事なことを決められないと評価されたり、日々の生活で選ぶ機会が失
われたりすることがあります。しかし、どんなに重い障害があったとしても助けがあれば、自分の気
持ちを周囲に伝え、自分のことを自分で決められます。

①意思形成の支援（わかりやすい情報提供、生活体験の積み重ねなど）②意思表明の支援（コミュニケー
ションの支援、意見を聞いてくれること、日々の生活で選ぶ機会があることなど）、③意思実現の支援（意
思を実現する手段、移動手段やお金なども含みます）が提供されていれば、誰でも意思決定ができます。

（2） ピアサポートの専門性を活かす具体例
1）目の前の人に意図的に経験を伝える

ピアサポーターの役割の1つは、自らの経験を目の前の相手に伝えることです。自らの経験を誰に
対しても同じような内容、話しぶりで伝えたとしたら、意図したように受け取られないでしょう。相
手は、困難な状況に置かれている利用者かもしれません。あるいは、新しい人生の段階へ歩み出そう
とする利用者の場合もあるでしょう。協働する支援者に対して伝えることもあります。目の前の相手
が置かれている状況は、その時その時で違います。目の前の相手に合わせて、経験を言語化すること
が不可欠です。経験を言語化して活かすことはピアサポーターの専門性の1つです。

　経験とひとくくりにされますが、目の前の相手に伝える経験とはどのようなものでしょうか。 
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（i） 障害や病気があることを伝える
　「私は障害があります」「手帳を持っています」「こんなきっかけで障害になりました」というよう
に手短に伝える方法です。見た目で病気や障害がわかる場合もありますが、外からは見えない障害も
あります。障害があることを言葉にして伝えない限り、目の前の相手にはわかりません。その場合、
自己紹介の場面などで障害があること、手帳を持っていることを伝えることになります。同じような
障害であっても、背景は異なります。どのようなきっかけで障害になったのか、手短に伝えることは、
最初のきっかけづくりとしては大事です。

（ii） 病気や障害があることで困難や転機だったエピソードを伝える
　障害があることで困難だった時期、転機だった時期のエピソードを伝える方法です。そこからのリ
カバリーを感じてもらうことができます。(i)のような手短に障害者であるという伝え方と違い、ピ
アサポーターの背景にある思いやを伝えることができます。

　目の前の相手が、病気や障害であることに否定的だったとしても、 何かしら心に響くものがあるか
もしれません。もちろん困難な時期のエピソードならば何でも良いわけではなく、相手の状況に応じ
たエピソードを差し出すことが大切になってきます。

　人によっては子育てや介護をしているエピソードも響くかもしれません。病気や障害そのものにつ
いてよりも、ピアサポーターの病気や障害になった背景やそこからの個人的な話は人を引きつけます。
そのことで目の前の相手が、自分一人ではなかったという安心感、悩んでいることへの後押しにつな
がります。

（iii） 生活での知恵や困りごと、その対処を伝える
　生活での知恵や困りごと、対処は身近なだけに伝えやすいです。眠れない時の対処法、車椅子生活
を便利にする方法、スケジュール管理の方法、無料の福祉パスの使い勝手などなど。明日から取り組
めやすいので、前向きな話になりやすいです。

　同じ病名だとしても生活に表れる困難は人それぞれです。具体的なエピソードを伝えてはじめて同
じような病気だと実感してもらえます。そして、同じ病名だとしても人それぞれ違うのだと実感して
もらえます。

　相手の状況に応じて、自分の引き出しの中から適切なものを選ぶことが必要です。自分の経験の引
き出しに何が入っているのか、引き出しの選び方をふりかえることも大切です。

2）権利と権利を実現するやり方を伝える……アドボカシー
　診察室での主治医に自分の気持ちを伝えられない利用者の場合です。利用者の中には、主治医の言
うことに従わなければならないから質問するなんて考えられないという人や、質問できることを頭で
は分かっていても躊躇してしまう人もいます。もし、主治医にたいして質問できる権利、主治医から
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分かりやすい説明を受ける権利があることを知っていれば流れが変わります。

　同じような体験をしているピアサポーターは、目の前の相手が質問できないのは病気や障害だから
ではなく、 知識が十分でないことや短い診察時間や今まで接してきた医療者の態度が背景にあると考
えます。相手に主治医から十分な説明を受ける権利があることを伝え、質問の尋ね方を一緒に考える
ことができます。ピアサポーターだからこそアドボカシーの担い手になってほしいです。

3）自分で決めることをサポートする……意思決定支援
　病院や施設で暮らしている障害者で、これからは地域で暮らしていこうと考えている人は障害の種
別にとわずたくさんいます。たとえば、施設で暮らす身体障害のあるAさんは一人でいると寂しい性
格です。支援者に自分の希望を伝えることは苦手です。地域で暮らそうと思いはあるけれども、どこ
に住めば良いのか自分でもよくわかりません。支援者からグループホームを勧められました。病院や
施設から出て地域で暮らすための支援を行う地域移行支援で働くピアサポーターも関わっています。

　Aさんの気持ちを想像してみましょう。もしかしたら、心の奥底ではじつは一人暮らしをしたいと
考えている可能性もあります。理由は1つだけでなく複数あるでしょう。たとえば、一人暮らしする
自信はないし、支援者に遠慮して一人暮らしを口にしていないかもしれません。

　気持ちの問題であれば、安心して話せる環境や関係性をつくること、一度口にした気持ちをひるが
えして良いことを保証するなどの方法があります。経験や知識不足で気持ちを決められないことがあ
ります。この例では、住まいを決めるためには、グループホームやアパートなどでの一人暮らしを知っ
ている必要があります。わかりやすい情報提供や実際に体験する方法が有効です。ピアサポーターは、
実際に地域での暮らしを伝えることができます。一緒に見学に行くことももちろんできます。

　また、自分の気持ちを伝えることは普段から行っていてできることです。また、大きな決断をする
ことを保証されているから、普段から本音を言えます。日常生活での意思表示、意思決定を手助けす
ることも重要です。ピアサポーターならば、こんなところで悩んでいるのではないか、と想像しやす
いかもしれません。

アドボカシーや意思決定支援で、意識しておきたいことは、人の気持ちは誰にでも（同じような経
験をしていても）本当のところはわからないことです。ピアサポーターが代わりに何かをすることが
大切ではありません。大切なことは、話を聴くこと、信頼関係をつくること、気持ちや考え方を知る
こと、権利とやり方を伝えること（わかりやすい情報提供）です。利用者の可能性を、利用者自身と
周囲に示すことも大事です。大切なことは利用者の自己決定です。
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（3） まとめ
　紹介した利用者支援に前提となる考え方は、支援のうえで多様な見方が欠かせないことを教えてく
れます。経験は人それぞれです。利用者の経験、ピアサポーターの経験がどちらも尊重されるような
関係でありたいものです。多様な経験が受け入れられる社会は、障害のある人も障害のない人も共に
生きる共生社会につながります。

Ｒさん　男性　45歳
診断は統合失調症。　父親は5年前に病死しており、70歳になる母親
と二人暮らし。近所に兄家族が住んでいる。27歳で初診入院（医療保
護入院）。以後3回の入退院を繰り返し、現在に至る。半年前から就労
継続支援Ｂ型事業所を利用している。障害年金（2級）、事業所の工賃
が本人の収入。

グループ演習②事例を通して考えてみましょう

　Ｒさんは大学卒業後、名の通った電機メーカーでコンピューター関連の仕事に就いていました。昔
から友人は少なく、小学校時代にいじめを受けたこともあり、自宅で漫画を読んで過ごす、ＴＶゲー
ムをして過ごすことが多かったそうです。
Ｒさんが会社に入って2年が経過した頃から、会社の中で嫌がらせをされ、悪口を言われているよ

うな気がするようになりました。そのうち、会社の人に対する被害的な妄想が強く、見張られている
と言って外出もできない状態となり、仕事は退職、保健所の協力で精神科病院に医療保護入院となっ
たのです。
　半年の入院を経て退院し、再び仕事に就きたいと活動を始めたのですが、なかなかうまくいきませ
ん。かといって、障害をオープンにして職を探すかというと、ＲさんにはＲさんのプライドがあり、
どうしても納得ができませんでした。次第に通院、服薬も不規則となって病状悪化により再入院とな
りました。同様の経緯で、最初の入院から今日まで4回の入退院を繰り返しています。
　最後の退院の時に、初めて精神科デイケアを利用しました。対人関係が苦手で、被害的になりやす
いところがあるので、利用当初はいろいろとトラブルもありましたが、スタッフの支えで1年間通う
ことができました。パソコンはデイケアの中ではできる方で、好きなゲームの話やアニメの話ができ
る友人もできたようです。就労を目指したい、少しでも稼ぎたいというＲさんの希望で就労継続Ｂ型
の事業所に通うことになりました。
　Ｂ型事業所での作業はダイレクトメールの封入、発送や名刺やチラシなどの簡単な印刷作業です。
Ｒさんは、簡単なチラシをパソコンで作成する仕事をしていますが、スピードは遅いようです。封入
作業に関しても手先が不器用で、他の人よりもかなり時間がかかっているのが現状です。周囲の利用
者とのコミュニケーションがうまく取れない中で、作業が遅いことをパソコンの機種や周囲の利用者
のせいにするような言動が見られていて、Ｒさん自身も少し被害的になってきているようです。
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　手術後の医師からの病状説明で、硬膜下血腫の手術後の後遺症状について聞いてはいましたが、夫
も子どももＭさんの変化に戸惑うばかりでした。以前の佐藤さんは非常に几帳面で、世話好きで、夫
にも子どもにも手をかけすぎると周囲の人から言われるような人でした。それが、すっかり人が変わっ
てしまったかのようで、重要なことを話しても忘れてしまっていたり、話があちらこちらに飛んでし
まうのです。疲れやすくぼんやりしていて、何かをするとミスばかりしたり、物事に集中できず、す
ぐに飽きてしまい、ふたつのことを同時にしようとすると混乱してしまう状態でした。
　入院中からリハビリが開始され、入院から3か月が経過すると、リハビリの効果もあって集中力が
持続する時間も少し長くなってきました。家族と長く離れていることも治療上よくないだろうという
ことで、通院とリハビリを継続するということで、自宅に退院となりました。幸いにも実家が近かっ
たので、通院には母親が付き添ってくれました。自宅でも日課を作成して、それに添って生活してい
くようにし、何かあればメモを活用するといったことを繰りかえし伝えながら、家族もサポートを続
けました。退院後のリハビリも3か月を過ぎ、医療的なリハビリテーションは終了しました。一度に
たくさんのことはできませんが、ひとつひとつのことをやり遂げる能力はずいぶん戻ってきています。
　しかし、まだ家事をひとりで行うのは難しいということで、母親が市の障害福祉課に相談にいった
ところ、訓練的なプログラムのある事業所への通所を勧められ、週2日、自立訓練事業所に通うこと
になりました。いろいろなプログラムに参加し、少しずつ体力も取り戻しつつあったＭさんですが、

＜ディスカッション＞（例） 
・Ｒさんはどういう人でしょう。想像してみましょう。
・ＲさんのストレングスとＲさんの環境のストレングスを
見つけてみましょう。
・Ｒさんはどのような生活を希望しているのか考えてみましょう。
・Ｒさんに伝えたいあなたの経験を考えましょう。
・Ｒさんへの支援として思いつくことを話し合ってみましょう。

Ｍさん　女性　40歳
Ｍさんは、大学を卒業後、企業で経理の仕事をしていましたが、結婚と
同時に退職し、実家ちかくのマンションで、小学校4年の娘とサラリー
マンの夫と3人で暮らしていました。半年前のある日、買い物帰りに自
宅近くで交通事故に遭い、Ｍさんは緊急入院となってしまいました。頭
を電柱に打ち付けられたことから、急性硬膜下血腫を起しており、緊急
手術が行われたのです。幸いにも、身体に後遺症は残りませんでしたが、
Ｍさんの性格が大きく変化してしまいました。
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料理のプログラムで他の利用者さんにちょっと注意されたことをきっかけに急に泣き出してしまいま
した。職員が面接室で話を聞こうとしたのですが、「お母さん、ごめんなさい」と何度も言いながら
泣き続けたのです。
　状態を伝えようと夫に電話をすると、母親が毎日家事を手伝いにきてくれるのですが、できないこ
とに対して「こんなこともできないの！」と怒鳴ってしまうようで、Ｍさんは母親の期待に応えられ
ないことで、気持ちが落ち込んでいるような気がするとのことでした。夫と娘はいろんなことはでき
なくなったけれど、几帳面で口うるさかったＭさんよりも今の方がいいと思えることもあるそうです。
しかし、母親は夫と娘に申し訳ないという気持ちが強く、ついついＭさんを強く叱ってしまうようです。

　Ｊさんは、この春で卒業できる見通しになっていますが、障害が重いために、就職活動をすること
もあきらめてしまいました。そして、これからどう生きていくのかということについて真剣に悩んで
いるとき、高校の卒業生でオンライン同窓会が行われるという連絡があって、参加しました。
　家族にパソコンを操作してもらって参加している人もいましたが、同じクラスだったＫさんが家族
ではない人と一緒に参加していて、誰なんだろうとおもっていたところ、自己紹介の時に、ひとり暮
らしを始めていて、一緒にいるのがヘルパーさんだと聞きました。同じような障害があるＫさんが、
ひとり暮らしを始めていると聞いたＪさんは、驚きました。就職もできず、家族に甘えている自分自
身がちょっと情けなくなったのです。学校時代、自分よりも障害の重かったＫさんが一人で暮らして
いることにもびっくりしました。
　さっそく、Ｋさんの連絡先を教えてもらい、改めて、ひとり暮らしについて相談しました。Ｋさん
は自分がまだ気力、体力があるうちに、どうしてもひとり暮らしがしたかったということで、今は、

＜ディスカッション＞（例） 
・ＭさんのストレングスとMさんの環境のストレングスを見つけてみましょう。
・Ｍさんに伝えたいあなたの経験を考えましょう。
・Ｍさんへの支援として思いつくことを話し合ってみましょう。

Ｊさん　男性　23歳
Ｊさんは、６歳の時に進行性の難病で車椅子を使用するようになりました。
特別支援学校に通い、高等部を卒業しましたが、就職は難しく、通信制
の大学で学んでいます。Ｊさんが中学生の頃に両親は離婚し、現在は母
親と二人暮らしです。同じ年ごろの人たちが、自立して生活しているこ
とを考えるにつれ、母親にかけている負担や自分自身の今後の生き方が
このままでいいのかと思うようになりました。
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24時間ヘルパーさんに来てもらい、ひとり暮らしをしているということでした。ひとり暮らしをす
るときに一番大変だったことは何かと聞くと、「コミュニケーション」という言葉が返ってきました。
　その話をしているときもヘルパーさんがいるわけですが、家族以外の人に介助されるという経験が
あまりなかったので、それに慣れることが大変だったそうです。母親なら、何も言わなくても自分の
やってほしいことがわかるけど、ヘルパーさんはそうではないので、疲れていても指示をしなければ
いけないし、24時間入れ替わり立ち替わりへルパーさんがいるという環境に慣れることが一番大変だっ
たと話してくれました。
　Ｊさんは徐々にではありますが、進行していく自分の病気や今後の生活に不安を感じていましたが、
Ｋさんは家族の干渉から解放され、面倒を見てもらっているという負い目からも解放されたと話して
いました。Ｋさんの話を聞いたＪさんは、自分もこれを機にひとり暮らしをしてみたいと思うように
なりました。そこで、Ｋさんが通っている自立生活センターに相談してみることにしたのです。

＜ディスカッション＞（例） 
・JさんのストレングスとJさんの環境のストレングスを見つけてみましょう。
・Jさんに伝えたいあなたの経験を考えましょう。
・Jさんへの支援として思いつくことを話し合ってみましょう。
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1.  保健制度・医療制度・福祉制度に関係する法律
－制度全般の理念と主な法律－
現在の日本では、障害者に係る施策全体を示す法として障害者基本法があり、その中で「全ての国民が、
障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもので
ある」と理念が述べられています。ここでいう「障害者」とは、「身体障害、知的障害、精神障害（発
達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及
び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と
されています。ここには「難病患者」のことも含まれています。
　障害者基本法の理念に基づいて障害者に関する施策、つまり「誰に、いつ、何を、どれだけ、どの
ように提供するのか」という計画を国や都道府県、市町村は制定しているわけですが、実際の社会の
中で取り扱われる保健・医療・福祉は、保健全般については「地域保健法」、医療全般については「医
療法」で定められており、福祉については概ね障害領域ごとに法律が定められています。「身体障害
者福祉法」、「知的障害者福祉法」「精神保健福祉法」「発達障害者支援法」「難病法」などです。ただし、
高次脳機能障害者については福祉法が定められていないため、生活上の障害がある人については身体
障害者や精神障害者の障害者手帳や福祉サービスを活用しています。さらに各福祉法等のうち「必要
な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援」に関する部分を総合的に行うための
法律として、平成24年度から「障害者総合支援法」が施行されています。それぞれの法律の概要に
ついては、次ページの表を参照してください。

4. 関連する保健医療福祉施策の仕組みと業務の実際

＜ポイント＞
・保健・医療・福祉に関係する制度や法律の関連を知る
・生活を支える事業や機関を知る
・障害福祉サービス事業所等での実際の業務に触れる
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法律名（通称） 内容

障害者基本法
障害者福祉施策の基本となる法律であり、国及び地方公共団体の責務を規定しています。障害者施策
の計画的な推進及び自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することが目
的とされています。

地域保健法

地域保健対策の推進に関する基本指針や保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる内
容を含んだ法律です。母子保健法（昭和40年法律第141号）その他の地域保健対策に関する法律によ
る対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与する
ことを目的としています。

医療法 病院、診療所、助産所の開設、管理、整備の方法などを定めており、日本の医療制度の中核ともいえ
る法律です。

身体障害者福祉法 身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため，身体障害者を支援し、身体障害者の福祉
の増進をはかることを目的としています。

知的障害者福祉法 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため，知的障害者を支援し、その福祉の増進を
はかることを目的とした法律です。

精神保健福祉法 精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的としていて、精神保健医療福祉
に関する仕組みを定めています。（正式名称：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）

発達障害者支援法 障害者福祉制度の谷間に置かれていた発達障害者の障害特性やライフステージに応じた支援を国・自
治体・国民の責務として定めています。

難病法

難病に対する基本方針の策定、医療費助成の制度の確立、難病の医療に関する調査及び研究の推進、
療養生活環境整備事業の実施を4つの柱としていて、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保
及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を図ることで国民保健の向上を図ることを目的としていま
す。
（正式名称：難病の患者に対する医療等に関する法律）

障害者総合支援法

障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を身体、知的、精神の3障害で総合的
におこなうことで、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が
相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として
います。直接支援に係る障害福祉サービスについては主にこの法律に定められています。
（正式名称：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

<障害者に関する法律>
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－社会保障制度と暮らしを支える３つの仕組み－
　理念やそれに基づく施策は、障害者基本法でも「基本的人権」として述べられているように人が自
分らしく生きていくために作られているわけですが、自分らしく生きることと健康が保たれているこ
とは密接な関わりがあります。さらに、もし病気にかかっても治療ができることや、生活に困っても
助けがあることも自分らしく生きていくうえでとても大切なことです。日本ではすべての国民を対象
とする社会保障制度が、こうした社会の基盤を担っています。社会保障制度は、「社会保険」、「社会
福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」の４つに分けられます。ピアサポーターが障害当事者と
しての経験を活かして働くときには、こうした社会保障制度を活用すると同時に、それぞれとの連携
による支援チームとしての役割も求められます。年金や生活保護など、暮らしのなかでも経済面に大
きく関わる重要な制度もありますが、ここでは主に障害者を対象とした「病気の予防や健康の増進な
どの保健サービス」、「病気やけがをした際の医療サービス」、「安心して生活するための福祉サービス」
という３つの仕組みについて、それらがどのような法律などで構成されているのかを見てみましょう。

厚生労働省ホームページより
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－保健サービスの役割とそれに関係する機関－
　保健とは、健康を保つこと、増進することを目的としています。ピアサポーターとして、障害や病
気があってもそれにとらわれずに主体的に自分の人生を生きることを大切にしたとき、健康を保つ、
増進するということについて葛藤があるかもしれません。しかし、ピアサポーターだからこそ伝えら
れる「健やかであること」への社会に対するメッセージがあります。障害は社会の中にあるという「社
会モデル」で考えると、誰の健やかさを保とうとするのかという問題が明らかになってきます。とは
いえ、ここでいう保健サービスは、現在の日本において社会保障制度を構築する重要な要素であり、
特に難病領域においては保健所がその対策の中核を担っているなど欠かせないものとして理解してく
ださい。
　保健サービス、特に地域保健は図のように医療と福祉を統合する役割を担っています。特に第5期
障害福祉計画において、令和2年度までにすべての都道府県、障害保健福祉圏域、市町村ごとに保健・
医療・福祉関係者の協議の場を設置することを義務付けられました。ピアサポーターの活躍が期待さ
れている実践領域では、障害者総合支援法に基づいて各自治体が実施する障害者自立支援協議会(名
称については各自治体で異なります)がそうした連携機能を果たしていることが多くあります。また、
公的な会議体ではなくても例えば「○○市精神保健福祉連絡会」や「△△市リハビリテーションネッ
トワーク」などといったインフォーマルな形で連携が図られています。

厚生労働省ホームページより
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　地域住民の健康を支える中核となる施設である保健所は、疾病の予防、衛生の向上など、地域住民
の健康の保持増進に関する業務を行っています。地域保健法に基づいて、都道府県、指定都市、中核
市、特別区などに設置されています。また、市町村保健センターは、健康相談、保健指導、健康診査
など、地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設です。地域保健法に基づいて多くの市町村
に設置されています。これとは別に精神保健の領域では精神保健福祉法において都道府県が精神保健
福祉センターを置くことと定めています。精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者の福祉
に関する知識の普及を図ることや調査研究を行うことになっており、広域的な拠点となっています。
また、基礎自治体レベルでも保健所が地域精神保健の役割を担っていて、精神保健福祉センターと連
携した活動を実施しています。さらに障害者自身やその家族による活動や民間団体による保健活動も
多くあります。こうした活動は、国立障害者リハビリテーションセンターや国立精神・神経医療研究
センター等の機関が研究活動と連動する形で研修をおこなうなどをして、全国的にバックアップをお
こなっています。

保健所 保健所は地域保健法にもとづき都道府県、政令指定都市、中核市などに設置されています。地域住民
の健康を支える拠点としての機能を持っています。

市町村
保健センター

母子保健をはじめ、健康づくり、精神保健、救急医療、食育、保健衛生など、幅広いサービスを提供
しています。

精神保健福祉
センター

精神保健福祉センターは地域精神保健福祉活動の拠点となり、精神保健及び精神障害者の福祉に関す
る知識の普及、調査研究並びに複雑困難な相談事業、市保健所、市町村等に対する技術指導、技術援
助などを行っています。

国立障害者
リハビリテーション

センター

障害のある人々の自立した生活と社会参加を支援するため、医療・福祉サービスの提供、新しい技術
や機器の開発、国の政策に資する研究、専門職の人材育成、障害に関する国際協力などを実施してい
ます。

国立精神・神経
医療研究センター 最先端の医療・研究で脳とこころの病の克服に取り組んでいるセンターです。

難病
情報センター

難病患者及び家族および医療関係者に対して、療養生活あるいは診療上に必要な情報（疾患解説、診断・
治療指針など）を提供している機関です。

<保健に関する機関>

－医療サービスの役割とそれに関係する機関－
　医療とは、辞書に「医術で病気をなおすこと。療治。治療。」(広辞苑第六版)とあります。治療方
法じたいやそれを提供する仕組みなど様々なレベルで「医療」という言葉が使われますが、ここでは
医療法や難病法、精神保健福祉法などに基づくものとして取り扱いたいと思います。
　医療が提供される形としては「通院」、「入院」、「在宅」という３種類があります。提供する機関と
して「病院」と「診療所」の２種類がありますが、ここでは規模が異なるというくらいの理解をして
もらえればと思います。（当テキスト上の表記としては「病院」で統一します。）病院にも様々な類型
があり、さらに治療の段階に応じて機能が分かれています。
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類型 役割

一般病院 下記以外のこと

特定機能病院 高度の医療の提供等

地域医療支援病院 地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医の支援等

精神病院 精神病床のみを有する病院　対象：精神病疾患

結核病院 結核病床のみを有する病院　対象：結核患者

名称（区分） 内容（定義）

高度急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を

目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は

難病患者等を入院させる機能

<病院の類型>　※厚生労働白書を参考に作成

<医療機能の類型>　※厚生労働省ＨＰ　平成29年度病床機能報告 報告マニュアル資料①を一部修正

　さらに、それぞれの病院で提供される医療は、病状等に応じて機能が類型化されています。類型は
以下の通りです。

　また、特に救急医療においては患者の症状の重さによって初期救急(入院を必要としない急病患者
に対する医療)、二次救急(入院を要する中・重症患者に対する医療)、三次救急(生命の危機が切迫
している重傷・重篤患者に対する救急医療)と分かれています。あとで述べる医療計画においては、
こうした医療機能を圏域ごとに分けて適切な医療サービスが効率的に提供されるようになっています。
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　特に精神科においてですが、入院については主な形態として以下の3つがあります。

　治療の方法には、表のようなものがありますが、どれか一つということではなくそれぞれを組み合
わせた治療がおこなわれます。

薬物療法 薬によって、生物学的な症状や体調の基盤の改善を目指します。「化学療法」「内分泌療法（ホルモン療
法）」「分子標的療法」も、これに含まれます。

手術
（外科治療） 器具などを用いて患部を切除する治療です。

放射線療法 エックス線、電子線、ガンマ線などの放射線を用いて、治療する方法です。

免疫療法 人間の体に備わっている力（免疫力）を増強することによって、がん細胞の増殖を抑える治療法です。

精神療法 病気に影響を与えている心理的な側面の改善を目指します。病気や治療について理解する、認知を幅
広くする、問題解決能力を改善する、生活能力の回復を図る、なども含まれます。

生活療法 実際の日常生活想定して、活動、作業、生活動作訓練などをおこない、生活する際の適応力の改善を
目指します

任意入院 本人が入院治療を希望する場合の、本人の同意に基づく入院形態です

医療保護入院 本人が入院治療の必要性を理解できない場合の、入院治療の必要性を認める精神保健指定医1名によ
る診察と家族などの同意に基づく入院形態です

措置入院 自傷他害のおそれが強い場合の、入院治療の必要性を認める精神保健指定医2名以上による診察と自
治体の指示に基づく入院形態です

※通院と併用される、医療と生活をつなぐデイ・ケアや訪問看護という医療のアプローチもあります

※このほかに応急入院や医療観察法による入院などがあります。
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（図2）厚生労働省ホームページより（一部加筆）

－福祉サービスの役割とそれに関係する機関－
　福祉は、主に障害者総合支援法に基づいたサービス体系になっています。福祉サービスは、個々の
社会活動や介護者、居住等の状況をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市
町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に分け
られています。「障害福祉サービス」は、昼のサービス（日中活動事業）と夜のサービス（居住支援事業）
に分けられていて、さらに目的によって「介護給付」、「訓練等給付」に分けられています。それぞれ、
利用の際のプロセスが異なり、サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期
限であっても、必要に応じて支給決定の更新（延長）は一定程度、可能となります(厚生労働省のホー
ムページを参考に一部引用し筆者加筆)。

　各サービス内容については上の図を参考に、厚生労働省や独立行政法人福祉医療機構(通称：ワムネッ
ト)のホームページを参照ください。
　また、中には既存の障害福祉サービスの枠組みを越えてサービスを提供している機関もあります。
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<医療サービス・介護サービス・福祉サービスに関する主な計画>

－医療・介護・福祉の提供に関する計画－
　ここまでに出てきた各サービスが国民一人ひとりに適切に提供されるために、サービスごとの計画
が策定されています。「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備
等に関する法律」が平成26年６月に成立し、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、
地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する
ため、医療法が改正され、地域医療構想が導入されました。地域医療構想において、都道府県は、二
次医療圏を基本とした構想区域ごとに、2025年の病床の機能区分ごとの病床数の必要量とその達成
に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項を定めることとされており、平成28年度末
までに、全ての都道府県において地域医療構想を策定されたことから、今後は、地域医療構想の達成
に向けた取組を進めていくことが求められています。地域保健対策の推進に関しては地域保健法に基
づいて国が基本的な指針を示し、都道府県が各自治体の地域保健計画を策定しています。
　障害者総合支援法では、市町村と都道府県に対して、障害福祉計画を作成することを義務付けてい
ます。この計画は、国が、障害福祉サービス等の提供体制の円滑な実施を確保すること等を目的とし
て定めた基本指針に即したかたちで作成します。行政は、計画を立て、予算化し、実施し、進捗状況
を把握して、評価します。計画の策定にあたっては、様々な審議会等で議論します。皆さんがこういっ
た会議に参画することをとても重要なことがわかります。

　こうした計画のためには合議制の機関が設置されており、国政レベルでは現在、社会保障審議会や
厚生労働省障害保健福祉部が実施する各検討会が開催されています。審議会、検討会等の審議資料や
議事録については、厚生労働省のホームページへアクセスすると確認できます。各都道府県、各市区
町村でもこうした審議会、検討会等が実施されていますので、自分が暮らす自治体の状況を確認して
みることも大切です。自治体窓口に問い合わせる他、ホームページでの情報公開や自治体によっては「○
○市計画策定委員会」や「△△市障害者自立支援協議会」といった会議の傍聴が可能なところもあり
ます。

計画名 内容

地域保健計画 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指し、住民同士の支えあいを柱として、地域の福
祉保健に関する課題解決に向け、区民・事業所・行政が協働で取り組んでいくための計画です

医療計画 複数の市区町村を基本単位とした二次医療圏域で必要な基準病床数や救急体制について、医療の確保
をおこなうための計画です。

障害福祉計画
障害者総合支援法に基づいて厚生労働大臣が基本指針を示し、それに基づいて市区町村・都道府県が
作成する計画です。障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保すること
を目的にしています。

介護保険事業
（支援）計画

介護保険の理念である高齢者の自立支援・重度化 防止等に向けた各市町村の取組を推進するため、実
態把握・課題分析を踏まえ、地域における共通の目標を設定し、関係者間で共有するとともに、その
達成に向けて立案する計画のことです。

－126－



34

2.ピアサポーターの業務内容
　ここまで様々な保健医療福祉の制度について説明してきました。現在、実際にピアサポーターが各
領域の中で活躍している事業所や機関としては、病院、障害福祉サービス事業所等が多くなっています。
実際にどのような業務をおこなっているのか、いくつかの例を挙げたいと思います。また、各機関等
に共通することとして、勤務時間は雇用先と結んだ契約によります。また、ピアサポーターと連携す
る既存の専門職を目指す実習生（学生）が時期によって入ることや、時には地域住民等がボランティ
アとして入ることも併せて知っていると良いでしょう。

（1）指定特定相談支援事業所（計画相談支援）

（2）指定一般相談支援事業所（地域移行・地域定着）

機関の役割

障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報
の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。サ
ービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者の自立し
た生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによ
りきめ細かく支援する機関です。

主に勤務する職種 相談支援専門員の配置が必須です。

業務時間の目安

例）出勤・一日の準備：8 時 30 分 ~9 時 00 分
モニタリングのための訪問：9 時 00 分 ~12 時 00 分
昼休み：12 時 00 分 ~13 時 00 分
午前の業務の書類作成：13 時 00 分 ~15 時 00 分
サービス担当者会議に出席：15 時 00 分 ~16 時 30 分
事業所で書類の作成：16 時 30 分 ~17 時 30 分（退勤）

業務内容の例

・来所や訪問等による相談支援やサービス担当者会議の開催
・ 障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、 

 「サービス等利用計画」の作成を行います。
・作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング
　（効果の分析や評価）し、必要に応じて見直しを行います。
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（3）就労継続支援B型事業所

（４）地域活動支援センターⅠ型事業所（及び障害者相談支援事業所）
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　以下の点について、グループで意見交換をしてみましょう。
・自分自身が勤務しているところ、勤務したことのあるところについて
説明してみたり、働いてみたいところについて話してみましょう。

・自分自身が利用したことがなかったり、あまり知らないサービスにつ
いて、詳しく知るにはどうしたら良いでしょうか？グループ内で情報
を共有してみましょう。

グループ演習③

（5）精神科医療機関におけるデイ・ケア
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（１）労働者として働く権利とその法律について学びましょう
　雇用主（使用者）と雇用契約を結ぶことによって、労働者は労務を提供する義務などを負い、雇用
主は約束した賃金を支払うなどの義務を負うことになります。「労務を提供する義務」というのは、
単に出勤すれば良いというわけではありません。就業規則などの職場の規程やルールを守らなければ
なりません。
　また、雇用契約や就業規則に反する過重労働や賃金の未払いなど、不当な扱いを受けたときには、
労働者としての権利を労働基準監督署などに申し出ることができます。その前に一度、上司などに相
談しましょう。

１）職業選択の自由
日本国憲法22条に「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
とあります。
　様々な障がい分野において、まだまだピアサポーターという仕事は少ないですが、これも職業選択
の自由のうちの一つです。職業を選択する際に、自分のやりたいことを選択することが大切です。例
えば、ピアサポーターのように自分の経験を活かして働きたいと思ったら、まずは探してみましょう。
採用されてからは、体調や仕事内容に不安を抱くかもしれません。仮に大きく体調を崩して仕事に穴
を開けてしまったら辞めさせられるのでは…と思うかもしれません。基本的に職場は雇用主と労働者
との契約の上で成り立っています。困ったときには、上司などに相談、報告をすることを忘れないで
おきましょう。
　また、一つの職場に縛られることなく、待遇面やサポートなどの働きやすさに満足できない場合、
職場を変えることも選択肢のうちの一つであることを頭の片隅に入れておきましょう。

５．ピアサポーターとしての働き方

＜ポイント＞
・労働者として働く権利とその法律について学びましょう
・倫理や各領域の倫理基準等について学びましょう

（図表提供：厚生労働省ホームページ　しっかり学ぼう！働くときの基礎知識）
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２）働く準備について考えましょう
①体調管理
体調が安定していないと、いざ働こうという時に体調が悪いと就職面接に行けない、就職したが休

みがちになるという可能性が生じます。働こうとする時には、体調の自己管理が必要になります。雇
用される前に、体調の安定が継続していることが、採用の条件として就職先から求められることがあ
ります。
②働く上での専門性
どんな職業でも、ある程度の職域における知識や技術が求められます。初めはたくさんのことがで

きなくても、働いてから職場で学んでいくことも多いです。この研修を通して得られた知識や技術を
活かして、自分の働く職場で力を発揮していきましょう。

３）労働に関する法律について学びましょう
皆さんは、「労働法」という言葉を聞いたことがありますか。労働法という法律があるわけではあ

りません。労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法など、働くことに関
するたくさんの法律をひとまとめにして「労働法」と呼んでいます。
　労働基準法では、労働条件の最低基準を定める法律で、日本国憲法第27条第2項に基づいて1947
年に制定されました。
　労働者が持つ生存権の保障を目的として、労働契約や賃金、労働時間、休日および年次有給休暇、
災害補償、就業規則などの項目について、労働条件としての最低基準を定めています。
　ここでは労働基準法の第一条を見てみましょう。

　このように、法律では最低条件のみを規定しています。その他は職場ごとに働く上でのルール（就
業規則等）があります。労働法が適用するのはすべての「労働者」です。常勤雇用の正社員として採
用された方だけではなく、非常勤雇用のパートタイムやアルバイトも含みます。入職時等に必要なこ
とを確認しておきましょう。

（労働条件の原則）
第一条　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなけ
ればならない。
２　この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基
準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努め
なければならない。
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４）働く上での心構え
働く際には、職場の一員となり、職場のルールの元、他の職員と協働することが求められます。ま

た、働いてすぐに自分の思っている役割が与えられず、時間がかかることがあるかもしれません。自
分の経験や強みを活かせる機会をアピールしていきましょう。時には我慢を強いられる場面もあるか
もしれません。働くということは、責任と義務も生じます。

５）就職が決まった後に行うこと
＜雇用契約書の締結＞
　雇用主（使用者）が雇用を開始する時には、労働契約法により労働契約を結ぶことになっています。
労働条件を雇用主（使用者）が労働者に示し、労働者の同意を得ることが義務として定められていま
す。労働契約書はしっかりと確認してから結びましょう。

　以下の6つの項目については書面で示し、同意を得ることが労働基準法で決められています。

①労働契約の期間に関する事項
・働く期間に定めがあるかの有無について

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
・労働契約更新の有無や、更新する基準について

③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・どこで働くのか、どんな仕事をするのかについて

④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二
組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・仕事の始まりや終わりの時間、残業の有無やその見込時間、休憩時間、休日や休暇、交替制勤務の
シフト（ローテーション）について

⑤賃金（退職手当及び⑧の臨時に支払われる賃金を除く。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締
切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・支払われる賃金、賃金の算出方法、支払の方法や支払日等について

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
・解雇を含む退職の内容について

　この6つ以外のことについても、労働契約法ではできる限り書面で確認する必要があると決められ
ています。わからないことがあったら、担当者に確認することが大切です。
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　以下の⑦から⑭までについては雇用契約書、またはその定めをしない場合には明示の必要はありま
せんが就業規則がある場合、就業規則内に記載されている場合が多いです。

⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当
の支払の時期に関する事項
⑧臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び労基則第
八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑩安全及び衛生に関する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑬表彰及び制裁に関する事項
⑭休職に関する事項

＜就業規則の確認＞
　労働基準法では、常時 10 人以上の労働者を雇用している企業（事業所など）は 必ず就業規則を
作成し、労働基準監督署に届け出なければならないことが決められています。
※職員が10人未満の場合は作成の義務はありません。

それぞれの職場にはルールがあります。それが就業規則に記載されています。何か不利益を被るこ
とがあった際は就業規則を確認するといいでしょう。
　また、その反対に労働者は就業規則に則り、職場のルールのもと、働く義務があります。

（2）倫理や各領域の倫理基準等について学びましょう
１）倫理とは

倫理とは、社会で生きていくために、人として守らなければならないことであり、人の行動やその
際の姿勢・態度として示されます。
　倫理規程とは、企業の行動を規律する規程であり、企業文化・風土を決定する上で重要な価値基準
です。

２）対人援助職の倫理とピアの職域での倫理
医療福祉サービスのような対人援助職は、専門性を発揮し、守るべき倫理に関して、倫理綱領や行

動規範といったような形でそれぞれの職能団体等が定めています。
　ピアサポートの領域でも「経験を活かして働く」ということを念頭に、倫理に関して触れる必要が
あります。しかし、様々な障がい領域において倫理綱領を定めている団体等は少ないです。
　今後、様々な障がい領域のピアサポーターが活躍していく中で、多くのピアが合意形成し、倫理綱
領を作ることが、ピアサポーターとしての働き方を明確化し、また、職域としての確立、発展にもつ
ながると考えています。
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3）倫理の中の守秘義務について
　倫理規程でもっとも破られやすいのが守秘義務と言われています。
　医療福祉サービスの従事者が、サービスを利用している方の話を個人が特定
されるような内容をサービス外で口外した場合、守秘義務違反と言えます。ま
た、第三者に情報が洩れる場合もあります。例えば、うっかり話してしまう場
面として、公共交通機関の移動中やカフェや宴会の場などが想定されます。業
務を離れた日常生活等で利用者のことを話題にしてはいけません。

　利用者から得た情報は、サービスを提供するとき、利用者が安心できるように、職場から外に漏れ
ることがあってはなりません。本人を支援するにあたり、必要以上の情報を得てはいけません。また、
守秘義務は仕事を辞めた後も続きます。
　利用者との約束として、得た情報を職場内で共有する場合でも、利用者から同意を得る必要があり
ます。たいていの医療福祉サービスでは、利用する際の利用契約に含まれて記載されています。
　守秘義務は倫理上必要なものであると同時にサービス利用者との信頼関係を築くうえで大切なもの
です。必ず守るようにしましょう。

4)守秘義務の例外【通報の義務】（職場内部での情報共有）
　利用者が自分を傷つける(自殺を含む)、または、他人を傷つける言動や行動をし、それが深刻で
あると判断される場合、素早く警察や救急、利用者と関わりのある医療機関や福祉事業所等と情報を
共有する必要があります。これを通報の義務と言い、守秘義務の例外です。
　
5)ピアサポートにかかわる団体の倫理に関する規定等について
　次に、参考としてピアサポートに関わる団体等が倫理的な視点に立って、大事にしていることや、
倫理規定、ガイドラインなどを見てみましょう。

A.自立生活センターにおけるピアサポートの目的や大事にしていること
a．ピアカウンセリングの目標（目的）
　

－134－



42

　「障害」をもつ私達がさまざまな社会的抑圧によりついている傷を癒し、自己信頼を回復します。そして、
人と人との関係を人間信頼に基づいて立て直します。障害をもつ私達自身が力強い存在となり、生き
生きとしたロールモデルとなって、抑圧的な社会に働きかけていきます。
　障害受容をするだけのカウンセリング機能でなく、社会人、市民としての権利、つまり消費者とし
ての生活、自立した地域生活全般にわたって情報の交換、援助、紹介の活動をも含みます。
　自己信頼を回復することで、障害をもつ私達自身が力強い存在となり、生き生きとしたロールモデ
ルとなることで、抑圧的な社会に働きかけていくことができるようになります。

① 自己信頼の回復のために
・自分が何を望み、何を必要としているのかを知ります。
・それを獲得するために、何が妨げになっているかを知り、充分な気持ちを表現します（感情の解放）。
・それが充分になされたあとで再評価を行います。目標の修正は必要か、あるいは他の可能性が探求
できるかなど。

② 人間関係の再構築のために
・自己イメージの一新をはかります。
・関係性の再考と再評価を行います。
・積極的なサポート関係性をカウンセラーとの間で作り上げ、それを手始めとしてさまざまな人との
関係性を作っていきます。

③ 社会の変革のために
・障害をもつ私達自身が地域で生きていくことで、周りの意識、社会を変えていくことができます。
・人は支え合って生きていくことに意味があることを実証していきます。

b．ピアカウンセリングをする時の約束　
① 時間を対等にする
② 秘密厳守。プライバシーを守る
③ 否定、批判をしない
④ 助言、アドバイスをしない
＋（プラス）１　タバコ、酒、カフェインの入った物、甘い物を講座中、なるべく取らないようにす
る

① 時間を対等にする。
人は皆対等で24時間の時間をもっています。ところが、障害が重いことや言語障害があるという

理由で自分の話を十分に聞いてもらえないことや「あとで」と言われ、そのあとがないことなど、時
間さえ対等に与えられない現実があります。ピアカウンセリングの場ではどの人も対等であることを
お互いに知るために時間を対等に分け合います。
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② 秘密厳守。プライバシーを守る。
ピアカウンセリングでは一人ひとりの気持ちを大切にします。そしてその気持ちを言葉や態度で表

現することを自由に行います。普段の生活の中でいつも我慢して相手に合わせていたり、人の話ばか
り聞き、自分のことをなかなか話すチャンスがない人でも、この場では自由に安心して話してもらう
ために講座の中で聞いた話は絶対口外しません。部屋から一歩出たら聞いた話は忘れるようにします。
そして外部の人には絶対に話してはいけません。もし外で話をしてしまい、それがその人の耳に入っ
てしまったら、もうその人は決して自分の気持ちを語ることはできなくなります。安心して自分の気
持ちを話してもらうために秘密を守ります。

③ 否定、批判をしない。
多くの障害者は、周りの人から否定的な言葉をたくさん受けてきました。また自分でも障害がある

からできないんだと自信がもてなくなり、消極的な生活を長い間過ごしてきました。勇気をもって自
分の気持ちを話した時に、相手から否定をされたら、どんな気持ちになるでしょうか。開きかけた心
が再び閉じてしまいます。ピアカウンセリングの場は会議の場でも討論の場でもありません。まず相
手の気持ちを大切にすることが重要です。そのために否定、批判は絶対にしてはいけません。

④ 助言、アドバイスをしない。
相談イコール助言することと考えている人は多いと思います。そして障害者の多くはたくさんの助

言を受けて今まで生きてきました。長い間助言を受けて生きてくると、助言を受けないと自分では何
も決めることができなくなります。自己決定力を奪われてしまうのです。助言がなくても、自己選択、
自己決定していく力をつけていくことが自立にとっては大切です。もちろんカウンセラーは情報提供
をしても、もちろん構いません。ただ選ぶのは本人です。

＋（プラス）１　タバコ、酒、カフェインの入った物、甘い物を講座中、なるべく取らないようにします。
最後に関しては、ピアカウンセリングが日本で始まった頃は必ず守らなければならない約束でしたが、
カフェイン入りの薬を飲まなければ、体に痛みがある人、精神障害をもつ人にとって、タバコを休憩
中にとらないと講座に参加することができないなど、障害の種類によって、必要不可欠な物質につい
ては、配慮するようになってきました。従って、それらの物を嗜好品としてとっている人には守って
もらうようにしています。

c．ピアカウンセラーに求められること
　自立生活センターで活動する障害当事者のことをピアカウンセラーと呼びます。
①障害者であり、自らの障害を受容していること
②自立生活の実践者であり、自立生活に関する情報をもっていること
③相談者に安心感を与えられる人であること
④相談者のロールモデルになれる人であること
⑤人の話を十分に聞くことができる人であること
⑥相談者を信頼し、感情の解放を援助することができる人であること
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⑦福祉制度に関する情報に熟知していること

d．ピアカウンセラーとして心がけていること
　ピアとして相談者と関わるときに心がけていることは 、
①安心感を持ってもらうこと
②対等であること
③傾聴すること
④否定、批判をしない
⑤相手を尊重し、自分の価値観を押し付けない
⑥失敗も含めて見守る、先回りをしない
⑦相手の力を信じる
⑧失敗も含めてロールモデルになる

B.精神障がい者ピアサポート専門員及び、精神障がい者ピアサポート専門員サポー
ター倫理規程

1　精神障がい者ピアサポート専門員及び、精神障がい者ピアサポート専門員サポーターは（以下、「ピ
アサポート専門員」は、業務の遂行に際して、利用者の利益を最優先に考える。

2　ピアサポート専門員は、自らの先入観や偏見を排し、利用者をあるがままに受容する。

3　ピアサポート専門員は、利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し、
利用者の意思を確認·尊重する。

4　ピアサポート専門員は、利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権利を十分に理解し、活用し
ていけるように援助する。

5　ピアサポート専門員は、意思決定能力の不十分な利用者に対して、常に最善の方法を用いて利益
と権利を擁護する。

6　ピアサポート専門員は、自分自身のリカバリーにおいても積極的に追求するとともに、利用者の
リカバリーモデルとなれるように努める。

7　ピアサポート専門員は、リカバリーに関する知識を常に新しいものにするとともに、その知識を
広く共有する。

資料作成者　全国自立生活センター協議会　ピアサポート研修検討チーム
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8　ピアサポート専門員は、利用者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報を得る場合、
その利用者から同意を得る。

9　ピアサポート専門員は、利用者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範囲にとどめ、その
秘密を保持する。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。

10　ピアサポート専門員は、利用者の援助のために利用者に関する情報を関係機関II 関係職員と共
有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。

11　ピアサポート専門員は、利用者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する差別やセクシュ
アル・ハラスメント、虐待をしない。

12　ピアサポート専門員は、相互の専門性を尊重し、他の専門職等と連携・協働する。

13　ピアサポート専門員は、常に業務を点検し評価を行い、業務改善を推進する。

14　ピアサポート専門員は、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。

C.VHO-net ピアサポート倫理ガイドライン
ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会（VHO-net）は、誰もが生きやすい社会を目指して活

動しています。2015 年には VHO-net が考える『ピアサポート 5 か条』を発行し、ピアサポート
のあり方についてまとめました。各団体のリーダーたちが、地域学習会等の場で議論を続けてくる中
で、より社会から信頼されるピアサポートを確立するためには「ピアサポート倫理ガイドライン」が
必要との意見がでてきました。このことを受けて「VHO-net ピアサポート倫理ガイドライン」を下
記のように策定しました。各団体のピアサポートの倫理規定を作る際に活用ください。

記
１．目的　

ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会（以下、VHO-net とする）では、ピアサポートが
市民から信頼される社会資源になるよう、以下倫理ガイドラインを定める。なお、本ガイドライ
ンにおけるピアサポートとは、VHO-net に登録しているヘルスケア関連団体のメンバー（以下、

「メンバー」とする）及び、その団体に所属する会員による相談活動や情報提供等を意味する。
２．基本的理念

　ピアサポートにおいて、人間尊重を基本理念とし、互いの尊厳を大切にするとともに、その人
らしく生きることを支えあう。 またメンバーは、ピアサポートの社会的信用を高めることを目指す。

平成27年9月15日版
一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構
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３．プライバシー保護と個人情報の取り扱い
　ピアサポート相談者（以下、「相談者」とする）のプライバシー保護を徹底する。個人情報を
取り扱う場合は、個人情報保護法を遵守し、あらかじめ相談者の同意を得るとともに、得られた
個人情報は漏えい防止も含めて、責任をもって管理する。
３－A．団体内での個人情報の共有

個人情報を団体内で共有する場合は、共有する人や担当部署の範囲と、取り扱う情報の
内容を決めておく。関係機関、専門職と情報を共有する場合も同様である。

３－B．情報の公開に伴う責任
会報への掲載、集会での発表、ネット上での公開等に際しては、相談者が特定されない
ように配慮する。

４．自己決定権の尊重
メンバーは、相談者の自己決定権を尊重し、相談者の権利と利益を擁護する。

５．ネットワークの構築と自己研鑚
メンバーは VHO-net にて学びあい、他団体、関係機関、専門職とのネットワークの構築を目

指し、ピアサポートの質の向上に向けて自己研鑚に努める。 （2020 年 10 月 1 日制定）

一般社団法人 ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会（VHO-net）

①労働時間や給与が契約と違う！
・ ある福祉サービス事業所にパートタイマーで採用されました。契約では

残業はないという話だったのですが、結局、他のスタッフが仕事をして
いるのに早く帰ることもできません。1日1時間は残業をしていたのですが、
もらった給与明細をみると契約した時間分しか入金はされていませんで
した。

②他の人に言わないでという相談
・ 利用者のＧさんから「あなただから話すんだから、誰にも言わないで」と前置き

されたうえで、同じサービスを利用しているＫさんに数万のお金を貸しているこ
とを相談されました。

こんなことで困ったことはありませんか？
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　ピアサポーターとして、働き続けるためにセルフマネジメント（自己管理）が大切です。セルフマ
ネジメントとは自分の感情やスケジュール、体調などを自分自身で管理する能力のことですが、ここ
では葛藤やセルフケア（健康管理）について説明します。

（1）  ピアサポーターの葛藤
　誰かをサポートする中で葛藤は当たり前にあることです。うまく接しているだろうか、役に立てて
いるのだろうかと思い悩むことは当然です。
　対人援助における葛藤は座学では実感しづらいものです。しかし、葛藤を知っておくことで、実際
の現場で葛藤に陥ったとき、早めの対処ができるかもしれません。適度な葛藤は人を成長させます。
過度に怖がらずに葛藤とつきあうことが大事です。

1）バーンアウト（燃え尽き症候群）
医療や福祉分野で働く人は、バーンアウト（燃え尽き症候群）が多い職業と言われています。ここ

でのバーンアウトは次のような意味です。人をサポートする中で、相手に求められるまま、あるいは
知らず知らずのうちに際限なくサポートしていて、急に燃え尽きたかのように仕事への情熱や意欲を
失うことです。

2）役割葛藤
役割葛藤は、ある役割を果たそうとすると他の役割との間で矛盾を感じて、葛藤に陥ることを言い

ます。子育てと仕事の両立に悩む親、より良い支援と経営の両立に悩む管理者の役割葛藤はよくある
例です。ピアサポーターの場合、当事者でもあり、支援者でもある存在からの葛藤が起こると言われ
ています。例を示します。
　ピアサポーターの仕事をはじめて間もない頃は、職場に慣れていなかったり、支援スキルや知識を
十分に身につけていなかったりするものです。そうすると、自分は当事者だから支援者になりきれな
い、あるいは、支援者として向いていないなどと考えてしまうことも起こりえます。職業上の悩みで
あるため、支援スキルや知識の習得、スーパーバイズが有効です。

6. セルフマネジメントとバウンダリー

＜ポイント＞
・ピアサポーターとして働き続けるために、セルフマネジメント（自己管理）が
大切であることを知る。

・役割葛藤、二重関係などピアサポーターが葛藤しやすい状況を理解する。
・バウンダリーを意識することで、自分と相手を大切にする関係性を学ぶ。
・病気や障害を持ちながら働く上でのセルフケアの大切さを知る。
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　ピアサポーターとして働くことで人生や生活がよい方向に変わり、かつての生きづらさが薄れ、当
事者としての自分が揺らぎ、自分がピアサポーターとしてふさわしくないのではと悩む人もいます。
働くことでそれまでとは別の生きづらさが伴い、当事者としての新たな自分に気づくこともあります。
人生を歩むことでの悩みは、ピアサポーターや当事者同士で話すことが有効かもしれません。
　ピアサポーターが、上司からは支援者としての役割を強く期待され、利用者からは当事者としての
立場を求められているような場合、2つの役割の間で葛藤することがあります。反対に、上司が当事
者性を期待し、利用者からは支援者として求められるような場合にも葛藤が起こりやすいです。
　この場合、ピアサポーターだけで葛藤を解消することは難しいでしょう。ピアサポーターの役割や
業務を明確にして、職場や利用者に周知するなどの職場としての取り組みが必要になるかもしれません。

3）二重関係（多重関係）
二重関係（多重関係）は、支援者と利用者以外の人間関係があることをいいます。たとえば、支援

者と利用者が友人関係や上司部下であるとか、極端な例では、お金の貸主借主である場合です。利害
関係が複雑になることから倫理的に好ましくないとされています。
　しかし、ピアサポーターの職場では起こりやすいと言われています。ピアサポーターがこれまで利
用していた事業所で雇用された場合などです。それまでの利用者同士の関係は、支援者と利用者の関
係が加わります。
　事業所の職員に対しては、支援者と利用者の関係から同僚や上司部下の関係になります。それまで
相談相手だった支援者が同僚や上司になることで相談先を失うことも起こりえます。
　ピアサポーターは雇用された後も、利用者仲間と近い関係にあります。個人的な情報を知りやすい
立場にあると同時に、仕事上では仲間の生活歴や家族環境を知りえる立場にもなり、プライベートと
仕事の両方で葛藤を抱えることも起こります。
　二重関係から起きる葛藤を防ぐには、原則としてかつての利用者を雇用しないこと（雇用する場合
は想定されることをピアサポーターと雇用側が事前に確認しておく）や事業所の外部に相談できるな
どの対処が考えられます。

4）バウンダリー
・バウンダリーとは
バウンダリーとは境界のことです。ここでは、「私」と「他者」という人間関係や感情の境界をいいます。
お互いのバウンダリーを尊重することで、ほどよい距離の人間関係を続けられます。境界というと冷
たく感じられるかもしれませんが、自分を守ってくれる大切な考え方です。
　身近な境界の1つは自分の身体の内と外をわける皮膚です。当たり前すぎて意識していませんが、
皮膚は自分を守ってくれ不可欠なものです。場所を区切る境界もあります。
　家と家の間には、目に見える柵がなくても暗黙の境界があります。境界があることで、誰かが勝手
に自分の家に入り込むことも普通はありません。私が隣の家に無断侵入することも普通はないです。
　目に見えない境界の代表的なものは時間です。「プライベートの時間、仕事の時間」という言い回
しがあるように、自分が自由になる時間と自由にならない時間には境界があります。
　人間関係や感情のバウンダリーは、人の目には見えず、とらえどころがありません。場所や時間の
バウンダリーよりもそこなわれやすいのです。そのため、人は知らず知らずのうちに相手の思いに巻
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き込まれたり、自分の思いに巻き込だりしてしまうのです。

・人を支援することとバウンダリーの例
目の前の相手が、自分が経験したことのある病気や体験のある場合、相手の気持がわかるように感

じて、ついつい入り込んでしまうかもしれません。具体的には、おせっかい、必要以上に世話を焼く、
頼まれてもいないアドバイスです。
　バウンダリーの考え方では、「他者」のバウンダリーに入り込んでいるということになります。そ
こに気づけると、一歩引いた適度な関わり方ができるかもしれません。
　次の日は朝から仕事なのに夜遅くに相談の電話があって切れなかったとか、お金を貸してほしいと
頼まれてついつい貸してしまったという状況を想像してください。ほどよい関係であれば相手の悩み
に共感しつつも、時間を区切る、翌日に電話をお願いする、あるいは別の人に相談してもらうように
提案できます。お金の困りごとでは貸し借り以外のサポートで役立つこともありそうです。
　自分の時間や次の日の仕事を大事にしながら相手の気持ちを尊重すること、お金で困っている相手
の問題に対して自分が「貸し手」という役割を背負わないでおくことは、「私」と「他者」とのバウ
ンダリーを意識することそのものです。
つらい状況の人を支援し続けていたとしても、状況が良くならないことは支援の現場では起こりま

す。そのようなとき、自分の支援スキルに不安を抱いたり、相手に後ろめたさや罪悪感を抱いたりす
ることもあって、相手の求めを断りづらくなることがあるかもしれません。
　結果として、自分の時間や体力を犠牲にして支援することがおきます。まさにバーンアウトの状態
で「私」のバウンダリーが守られていない状況です。あるいは、必要以上に相手との距離をとってし
まい、無関心を装うこともおきます。「私」と「他者」の間に強固な壁をつくってしまい、支援する
責任を果たせません。
　人間関係のバウンダリーは自分では気づきにくいですが、関係のない他人からはバウンダリーが見
えやすいものです。一人で解決せずに相談することはとても重要です。

・バウンダリーはしなやかに
バウンダリーは強固でもなければ壁でもありません。バウンダリーはしなやかなものです。ルール

とは違います。自分自身の体調や環境、相手との関係によって変わリます。
　たとえば、相手からの仕事を引き受けるか断るかどうかは自分の身体の疲れ具合によって変わりま
す。身体とバウンダリーを意識することで、自分と相手を大切にしつつ仕事をしやすくなります。
　役割葛藤や二重関係のような葛藤に対処するうえでもバウンダリーは役立ちます。ピアサポーター
には、当事者、支援者、職員などのようにいろいろな役割があります。
　バウンダリーを意識し、役割を必要以上に引き受けていないかどうか振り返り、自分自身と仕事を
大切にすることも重要です。ピアサポーターである以上にあなたは一人の私でいることを忘れないで
ください。
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(2) セルフケア（健康管理）
1）自己対処法
ピアサポーターは病気や障害を持ちながら働いていることが多いです（もちろん経験者もいます）。
生身の人間ですから時として調子を崩すこともあります。早めに対処することが長く働き続ける重要
なポイントです。
　自分をいたわることは、自分を甘やかすことではなく、自分の心と体を大切にする積極的な対処で
す。対処法はひとつだけでなくいろいろな手法を持っておくことがポイントです。状況によって対処
を選べることで心の余裕が生まれます。また、職場や家庭環境が変わり、それまでの対処法が使えな
くなることもあるからです。
　対処法を増やしたい時に、障害のある仲間の情報は参考になります。ピアサポートグループのプロ
グラムに参加することも有用です。たとえば、ピアカウンセリングや自助グループ、WRAP（元気
回復行動プラン）、本人活動などです。

2）二次障害
二次障害は医学的に定義されている言葉ではありませんが、障がいのある人のあいだで比較的よく

使われています。とても簡単に言えば、もともとの障害（一次障害）に関係して起きたあらたな障害（二
次障害）のことです。障害のある人生はなってみないと想像しづらいものですが、二次障害も同様に
なってみないと分からないところがあるでしょう。このようなことが起こり得るのだと知っておくこ
とも有用かもしれません。
　たとえば、次のような例です。

•脳性まひによる身体障害（一次障害）に加えて、手足のしびれや関節痛などの身体症状、イラ
イラや疲れなどの精神症状などあらたな障害（二次障害）をともなう
•病気や怪我による身体障害（一次障害）になった人が、家にひきこもりがちになり、やがて精
神疾患（二次障害）を発症する
•発達障害（一次障害）のある人が、障害特性のために環境へ慣れることが難しく、ストレスが
かかり、精神疾患（二次障害）を発症する
•精神障害（一次障害）のある人が、病気ゆえに外出しづらくなり、持病の治療が中断してしまい、
悪化させてしまう（二次障害）

　二次障害の意味は領域によって違いますが、二次障害によって起こるつらさ、生活のしづらさは共
通しています。それまでの障害への対処にくわえて、二次障害の特性、特徴にあった対処が求められ
ます。

3）仲間の死に遭遇した時
ピアサポーターの仕事をしていると、利用者の死に遭遇するかもしれません。そうでないと願いた

いですが、人と関わることを仕事にしている以上は避けられないことです。人よりも老化が早いよう
な障害によって亡くなることもあれば、誰にでも起こりうる病気や怪我、事故によって亡くなること
もあります。自死の場合もあるでしょう。
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　覚悟していた死、予期せぬ死、どちらであってもピアサポーターとして関わってきた人の死はショッ
クな出来事であり、を受け止めるまでに時間がかかります。過去の関わり方への後悔に囚われること
も当たり前におこります。
　そのような時に、気持ちを周りに話すことは自分を守るためにも大事です。自分自身が専門的なケ
アを受けることも有効な手段として忘れないでください。とくに自死の場合、どうして防ぎきれなかっ
たのだろうと自責の念にかられて、自分を追い詰めやすいです。一人で気持ちを抱えないで人に話す
ことは大事です。話せる場が限られやすいので、専門的ケアを受けることや職場やチームで気持ちを
お互いに話すことも有効かもしれません。自責の念を抱いているのは自分一人でないと気づけること
は助けになると思います。

1.自己対処方法について話し合いましょう。
①自分自身でできる対処
②相談場所や相談できる相手などの自分一人ではできない対処

2.バウンダリーについて話し合いましょう。
①ピアサポーターとして、人間関係で困ったり戸惑ったりしたこ
とはありますか。とくに巻き込まれたり、巻き込んだりした場
面を話し合いましょう。
② ①の場面で、バウンダリーを意識すると、あなたの気持ちは
変化しますか？

グループ演習④
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１．チームワークの必要性
　まず、Aさんの事例からチームワークがなぜ必要なのかを考えてみましょう。

　退院後、Aさんが地域生活を始めるにあたって生じる生活課題として、住まい、生活費、日中活動
の場、通院先や治療にかかる費用、ご家族の状況や思い、食事や服薬、そして、余暇の時間などが考
えられます。これらの複数の課題をAさんと一人の支援者や一つの機関だけで解決するのはなかなか
容易なことではありません。それよりも、それぞれの強みをもつ人たちで構成されるチームでAさん
の生活課題に取り組むほうが、よりAさんの希望を見出す手助けができ、結果としてAさんの希望す
る地域生活が可能になると言えます。

7. チームアプローチ
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２．「チームワーク」の理解
１）チームワークとは
チームワークとは、「利用者の生活課題の解決に向けて、チームのメンバーがそれぞれの強みをもち寄っ
て取り組むこと」を言います。このようなチームワークが必要となる身近な領域には、医療、保健、
リハビリテーション、福祉などがあります。

２）チームを構成する主なメンバー
医療領域の構成員として、医師、看護師、薬剤師、栄養士、公認心理師などがあります。また、保

健領域の構成員には保健師、助産師などが、リハビリテーション領域の構成員には作業療法士、理学
療法士、言語療法士などがあります。福祉領域の構成員では、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福
祉士、サービス管理責任者、相談支援専門員、介護支援専門員、就労支援員、職業支援員、生活支援
員、民生委員などがあります。
　今後、ピアサポーターは活動先によって、いろいろな支援者と協働することになります。

３）多様なチームのモデル
チームワークを行う際、利用者（患者）の課題の解決に対する緊急度合いや課題解決の決定の仕方

によって、いろいろなチームがあります。
　たとえば、マルチモデルの代表的な実践として「チーム医療」があります。そのリーダーは医師が
担うことが多く、利用者の急性期の症状や病状の悪化に対応します。また、「インターモデル」の代
表的な実践として「生活支援チーム」があります。チームのメンバーの合意に基づき、個々のメンバー
の強みを活かしたチームで、利用者の生活課題にアプローチするモデルです。トランスモデルはチー
ムメンバーの役割に特徴があり、チームのメンバー同士が互いのスキルを身につけて支援にあたると
いうモデルです。
　このように、チームには多様なチームがあります。ピアサポーターは自分が所属するチームの特徴
をふまえて、チームのメンバーと協働し、自らの専門性を発揮しながら、利用者の課題の解決に向け
てアプローチしていきます。
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３．チームにおけるピアサポーターの役割とその実際
１）ピアサポーターの役割
ピアサポーターに求められる役割には、病いや障害の経験から得た知恵を活かした「コーチ」「メンター」

「ブリッジャー」などがあります。

２）「希望を見出す手助け」となる要素
　先に挙げたピアサポーターの役割（コーチ・メンター・ブリッジャー）に共通する「利用者の希望
を見出す手助け」となる要素として、次のものがあります。
①利用者の言葉に寄り添い、話に耳を傾けること
②日々のコミュニケーションを通じて信頼関係をつくること
③対等性を守り、互いを尊重して認め合うこと
④ピアサポーターがもつ経験から得た知恵を活用すること

３）利用者に保障される機会とは
ここで、Bさんの事例をあげます。日頃から、Bさんはピアサポーターに日常生活上の困りごとや

将来の生活について相談しています。近く、Bさんの希望する生活に向けてケア会議が開かれること
になっています。そこで、Bさんはピアサポーターに「私のための会議があるんですけど、専門職の
参加が多くてちゃんと自分の意見が言えるのか不安なんです」と相談しました。それを聞いたピアサ
ポーターは、Bさんの同意を得て、チームのメンバーにBさんの思いを伝えました。そして、Bさん
が安心して会議に参加するにはどのようなことが保障される（大切にされる）必要があるのかを検討
することになりました。
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　その結果、Bさん本人が参加する会議で保障される機会として、以下のことを確認し合いました。

　そして、ピアサポーターはチームのなかで自分がBさんにできることを考え、チームのメンバーに
以下の内容を提案しました。

４．ピアサポーターがチームの一員として活躍できるために
１）ピアサポーターがチームの一員として活躍するための心得
　ピアサポーターは、利用者の希望を見出す手助けをするチームの一員です。そのためには、　
　①チームにおける自身の役割と責任の範囲を明確にしておくこと
　②チームで確認した範囲を超えた支援を利用者から求められた場合はチームで再検討すること
などを心得ておくことが望まれます。

２）チームのメンバーがピアサポーターにできる配慮
　チームのメンバーもピアサポーターがチームの一員として活躍できる配慮として、以下のものがあ
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ります。
①チームの一員としてピアサポーターに敬意を示す
②ピアサポーターの強みを理解し、役割（寄り添い・橋渡し）を依頼できる
③チームの一員としてピアサポーターにも情報を共有する
④チームにおけるピアサポーターの有効性を地域に周知する

３）ピアサポーターがチームの一員として活躍できると・・・
冒頭のAさんのように、複数の生活課題を抱えながら自分らしい生活を送る支援に対して、チーム

だからこそできることがあります。利用者にとって、本当の希望が導き出せたり、チームのメンバー
の強みを活かした選択肢を提示し多様な支援ができたりします。また、チームや組織においても、ピ
アサポーターがチームの一員となることで支援の広がりや深みが可能になります。そして、ピアサポー
ターがチームの一員として活躍する機会や場所が増えれば増えるほど、ピアサポーターの社会的認知
が拡がり、障害者に対する偏見が減り、当事者のニーズを反映した新たなサービスが創出される可能
性が生まれると言えます。
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ねらい
　ピアサポーターがいることで、ピアサポーターの支援を受ける人だけでなく、ピアサポーターがい
る組織にも良い影響が生じます。
　ピアサポーターが効果的にそのスキル（能力や実力）を発揮するためには、ピアサポーターを雇用
する職場に、そのスキルを発揮しやすくなる仕組みが必要です。この章では、ピアサポーターがいる
ことによる効果と言われていることを紹介し、実際にピアサポーターとして雇用された経験のある人
に対する調査から職場に求められることをお伝えします。

（1）  ピアサポーターの効果を活かすために
１）ピアサポーターが組織の人々に及ぼす効果
利用者に及ぼすピアサポートの効果の他にも、ピアサポーターがいることで、ピアサポーターのい

る組織の人々（ピアサポーターと共に働くスタッフなど）に以下のような効果があります。
・障害福祉サービス等を提供するチームが、本人中心の支援チームになる。
・その組織のスタッフの、利用者に対する理解が促進される。
・ロールモデルとしてピアサポーターを見ることで、スタッフも、利用者の将来に対して肯定的にと
らえられるようになり、利用者の自立に向けての支援がなされやすくなる。

・当事者であると同時に雇用されているスタッフという役割でもあることで、スタッフと利用者の架
け橋となることができ、スタッフと利用者がお互いをより理解する助けとなる。

２）ピアサポーターのスキルを発揮してもらうために
ピアサポーターがいることで、ピアサポーターと共に働く職員が利用者に本人中心の支援を行いや

すくなるというメリットもあります。それに加えて、支援チーム全体が利用者に対する理解が深まり、
支援の質の向上につながる可能性があります。
　ピアサポーターがそのスキルを発揮し、その職場に良い影響を与えるためには、ピアサポーターが

4. ピアサポーターを活かすスキルと仕組み

＜ポイント＞
・ピアサポーターがいることで、利用者に対してだけでなく、組織に対しても良い

変化が生まれることが期待される。
・ピアサポーターを雇用する職場には、「病気・障害への理解」「人として尊重するこ

と」「ピアサポーターの専門性への理解」が必要である。
・ピアサポーターが働く環境や労働条件として、「ピアサポーターが相談 できる相手

が職場内にいること」、「適正な賃金」、「職場内での人間関係」が重視されているこ
とから、ピアサポーターと一緒に働く職員との協働が大切です。
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「職場内ピアサポート体制」
・関係性に焦点をあてる

①働きやすい環境を作ることはフラットな関係性を作ること
②他の専門職や職員と横並びの関係性を作ること
③一緒に悩める、相談し合える関係性を作ること
④自己開示し合える関係性を築くこと

協力

協働
相互
理解

環境
作り

働き
やすさ

ピア
雇用

自身の意見を 言いやすい環境であること、まわりの職員がピアサポーターの存在の意義やその専門
性を理解していること、ピアサポーターが相談できる相手がいることなどが重要です。

・ピアサポーターの意見を言いやすい仕組み作り
　ピアサポーターと共に働く職員が、障害に対する知識が深まり支援の質が向上するためには、共に
働く職員が、ピアサポーターの意見を聞く機会を増やすことが必要です。ピアサポーターが意見を言
いやすい職場でなければ、ピアサポーターがいても、そのスキルを発揮することができません。
　意見を言いやすい職場とするためには、相手を尊重し、自分の意見とは異なる意見にも敬意を持っ
て耳を傾ける態度が全職員に求められます。お互いにわかりやすい言葉を使うこと（専門用語を多用
しないなど）、異なる専門性を尊重し認め 合うことも必要です。
　また、ピアサポーターが発言し、他の職員がそれを聞く機会（仕組み）を職場で作ることも重要で
す。たとえば、カンファレンスや会議でピアサポーターの意見を必ず聞く組み立てとするなど、ピア
サポーターが意見を言い、スタッフが耳を傾ける機会を作っておくことも有効かもしれません。

・ピアサポーターが相談できる相手の確保
　ピアサポーターは他の専門職と比較すると人数が少なく、職場内にロールモデルや同じ立場の仲間
もいないことがほとんどです。ピアサポーターが職場内に安心して相談できる相手が確保されている
かに気を配る必要があります。上司あるいはスーパーバイザーがピアサポーターと話をする機会を定
期的に設けるなどの仕組みのある職場もあります。その地域でのピアサポーター同士のネットワーク
があると良いでしょう。

・協働モデルの組織作り（北海道札幌市の実践している事業所の一例）
　ピアサポーターを雇用するには、本人に合った雇用・労働形態が前提にあり、職場内ピアサポート
体制、スーパーバイズ体制整備を整えておくことが良いでしょう。また、ピアサポーターが働き続け
るためにピアサポーター自身が体調管理等に関しての「自己開示」や「相談する力」も必要となって
きます。
　ピアサポーターと専門職が一緒に働くうえで「協働」していくことがポイントになります。協働す
る際には以下のことが大切と考えます。ぜひ、組織作りにも目を向けてみてください。
①ピアサポーターと専門職で括らないで一緒に働く仲間になること。
②自分も相手も大切にすること。
③良い組織作りは職場内ピアサポートの場を作ること。
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（２）ピアサポーターが職場や共に働く専門職へ期待すること
　ピアサポーターが職場に期待すること、共に働く専門職（勤務先の職員）へ望むことについて、ピ
アの専門性を活かして働いた経験のある者93名の回答から紹介します※1

ピアサポーターは、勤務先の職員に「病気・障害への理解」、「人としての尊重」、「職員同士の協働
の方法を身につけること」、「ピアサポーターの専門性への理解」を望んでいました。また、ピアサポー
ターとして働く上で「職場内に相談できる相手がいること」、「適正な賃金」が重視されていました。
これらについて、具体的に見ていきます。

１）勤務先の職員に望むこと
勤務先の職員に望むこと（当てはまるものを全て選択）としては、「病気・障害への理解（46％）」、「人
として尊重してくれること（45％）」、「ピアの専門性への理解（34％）」、「職員として対等に接して
くれること（33％）」などが、特に多く選択されていました。

※1 日本メンタルヘルスピアサポート専門機構主催の「精神障がい者ピアサポート専門員養成研修」を受講した方（計237名） 
を対象として実施したアンケート調査結果の一部を抜粋して記載しています。
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２）勤務先の職員に知っておいて欲しいこと、身につけておいて欲しいこと
　ピアの専門性を活かして働く上で、職場の他のスタッフにも研修を受けてもらいたいと回答した者
は77％（71名）であり、職員にもっと身につけてもらいたいこと（当てはまるものを全て選択）と   
しては、「職員同士の協働、チームでの支援の方法（42％）」、「ピアの専門性への理解（37％）」、「病気・
障害への理解（34％）」、「ピアと一緒に働くことの意義（34％）」などが、特に多く選択されていました。
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３）ピアの専門性を活かして働く上での労働条件や環境として重要なこと
ピアの専門性を活かして働く上での労働条件や環境として重要と思うこと（最も当てはまるものを

３つ選択）としては、「職場内に相談できる相手がいること（57％）」、「賃金（54％）」、「同僚との
人間関係（40％）」、「上司との人間関係（38％）」などが、多く選択されていました。
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まとめ
　ピアサポーターに担ってもらう役割（どのような支援をするか、どのような立場で、どのような業
務に関わるか）は、その職場によって異なりますが、ピアサポーターの意見を他の職種が聞くことは、
組織や職員が変化するために必要不可欠なことであり、どのような職場であっても必須となります。 
このため、ピアサポーターが意見を 言いやすい職場作りが大切です。
　また、共に働く職員の方々は、ピアサポーターのことを、その苦労や強みを含めた「人」として理
解し、尊重しあえる関係性をつくっていくことも大切です。そして、ピアサポーターを含めた職場全
体としての人間関係や職員同士の協働が良好であることや、ピアサポーターが相談できる相手が職場
内にも確保されていることも、ピアサポーターが働きやすい職場環境となるために重要です。

以下の点を話し合ってみましょう。
・ピアサポーターと一緒に働くことになった場合に期待することと課題
を考えてみましょう。

・ピアサポーターと共に働きやすい職場環境を作るためにはどんなこと
ができるでしょうか。

グループ演習A
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（1）  ピアサポーターの雇用に関して
～ピアサポート活動状況調査などの結果から～

　ピアサポーターの雇用に関しては、現在少しずつですが医療機関や障害福祉サービスで働くピアサ
ポーターが増えています。
　平成27年度に全国的に実施された障害福祉サービス事業所等におけるピアサポート活動状況調査（下
記図表①．②）では、ピアサポーターの多くは自事業所職員からの紹介（声掛け）で採用につながっ
ており、ハワ―ワークの求人で採用されたピアサポーターは少ない状況です。また、採用に関しては
ピアサポート活動従事者には自分の健康管理が求められており、勤務条件も所定の労働時間を求めら
れ、障害者手帳を取得していることを求める事業者が多いことがわかりました。

5. ピアサポートを活かす雇用

＜ポイント＞
・ピアサポーターの雇用について調査結果や実践例を確認しながら現状を知り、ど
のような活躍の場があるのか等を学びます。

・ピアサポーターが活躍しやすい条件は何かを考え、自分達の事業所ではどのよう
な準備をすればさらにピアサポーターと専門職との協働した働き方となるのかな
どを検討しましょう。
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項　　目 身体障害
（N=112）

精神障害
（N=115）

その他
（N=21）

無回答
（N=9）

総数
（N=257）

事業所の掲示板、HP、SNS等の求人を見た 0.9％ 7.0％ 0.0％ 0.0％ 3.5％

官公庁の広報物やHPの求人を見た 0.0％ 0.9％ 0.0％ 0.0％ 0.4％

ハローワークの求人を見た 11.6％ 11.3％ 14.3％ 11.1％ 11.7%

障害者団体の広報誌やHPの求人を見た 6.3％ 0.9％ 0.0％ 0.0％ 3.1％

自事業所のピアサポート活動従事者からの紹介 25.0％ 22.6％ 9.5% 11.1％ 22.2％

上記以外の自事業所職員からの紹介（声掛け） 16.1％ 43.5％ 28.6％ 11.1％ 29.2％

自事業所以外の他事業所や医療機関等の職員から紹介 10.7％ 5.2％ 23.8％ 0.0％ 8.9％

その他 20.5％ 9.6％ 23.8％ 55.6％ 17.1％

無回答 12.5％ 9.6％ 4.8％ 22.2％ 10.9％

①ピアサポート活動従事者の募集を知ったきっかけ

2016.3 みずほ情報総研株式会社　障害福祉サービス事業所等における   ピアサポート活動状況調査より

採用基準 概要

健康管理 ・自 分 の 病 気 を 理 解 し 、服 薬 も 自 己 管 理 で き る と い っ た 自 分 の 健 康 管 理 が で き て い る こ と を 条
件 と し て い る 事 業 所 が 多 い 。

勤務条件

・体 調 に 配 慮 し な が ら も 、就 業 規 則 に 定 め ら れ た 勤 務 が で き る こ と を 条 件 と す る こ と が 多 い 。事
業 所 調 査 結 果 に よ れ ば 、正 社 員 と 同 程 度 の 所 定 労 働 時 間 （ お お む ね 4 0 時 間 程 度 ）が 勤 務 条 件 と
な っ て い る 。

・た だ し 、ど の よ う な 条 件 で 働 い て い る か は 、事 業 所 の ピ ア サ ポ ー ト 活 動 従 事 者 の 活 用 方 針 に よ
る と こ ろ が 大 き い と 考 え ら れ る 。

障害条件

・事 業 所 調 査 結 果 に よ れ ば 、障 害 手 帳 を 有 し て い る こ と を 条 件 と し て い る と こ ろ は ３ 割 程 度 で
あ り 、ヒ ア リ ン グ 調 査 対 象 事 業 で は 、障 害 手 帳 の 所 持 を 条 件 と し て お ら ず 、統 合 失 調 症 の 病 歴
が あ る こ と 等 が 条 件 と な っ て い た 。

・た だ し 、活 動 従 事 者 調 査 で は 、障 害 者 手 帳 を 持 っ て い な い 割 合 は 1 0 ％ 以 下 と な っ て お り 、結 果
と し て 多 く の 事 業 所 で 働 い て い る ピ ア サ ポ ー ト 活 動 従 事 者 は 手 帳 を 有 し て い た 。

その他 ・利 用 者 を 支 援 す る と い う 意 識 が 明 白 で あ る こ と 、利 用 者 の 守 秘 義 務 を 理 解 し て い る こ と 、ま じ
め で 正 直 で あ る こ と な ど を 採 用 の 条 件 と し て 設 定 し 、面 接 等 で 確 認 し て い た 。

②ピアサポート活動従事者の採用基準

2016.3 みずほ情報総研株式会社　障害福祉サービス事業所等における   ピアサポート活動状況調査より

－157－



65

（2）ピアサポーターの業務と支援の効果の一例
　雇用にけるピアサポーターの業務内容は、障害種別や雇用する法人によって様々ですが、ピアサポー
ターの業務の一例として以下の内容が挙げられます。
以下の表は主に精神障害領域での一例ですが、身体障害領域では自立生活センター、難病領域では

難病相談支援センターで活躍されているピアサポーターの方々もいます。

厚生労働省　令和２年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料より
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（３）ピアサポーターの雇用に関して～実践している事業者の具体例～
　千葉県流山市にある医療機関及び障害福祉サービス事業所では同一法人で10名以上のピアサポー
ターを雇用している事業者があります。それぞれの雇用されている業務の役割がありそれをこなして
働く中で、自身のリハビリテーションの経験も活かし支援者として活躍しています。また、以下の表
には経験者だからこそできるサポート内容を記載しています。医療や福祉サービスを利用しているか
らこそ共感できることや気が付く点があり、その視点を活かして対象となる方のサポートを行ってい
ます。

自立訓練（生活訓練）

生活リズムが不安定な方々や対人関係に自信がない方々へ、ピアサポーター自身の経験も踏まえたサポートを提供し、困
難な部分とできる部分などを一緒に考え次につなげる役割を担う。

自立生活援助

信頼関係の構築や病気の理解や対処能力の向上、主体性の向上などを意識した訪問支援を行い、時間をかけ本人の考えや
状況に寄り添いながら他の専門職との橋渡しなどの役割を担う。

共同生活援助

生活面で良かったことや一人暮らしをしていて困ったことを共有して一人で生活ができる自信をもってもらえるようサ
ポートを行うと伴に緊急時の対応や専門職への連絡等の役割を担う。

就労移行支援

ピアサポーター自身の就労での失敗体験、働いている中で感じるプレッシャー、対人関係への反応の対処方法等を共有す
ることで、働くことへの前向きな気持ちが高まり、就労を継続する力が身につくようにサポートなどの役割を担う。

相談支援事業所

ピアサポーター自身がサービスを利用していた頃の経験を活用し、その時のどのような部分でのサポートがあれば良かっ
たのか、また、どんな支援を受けたことでリカバリーしたのか、等の視点での面談及びサービス等利用計画の作成補助や
個別支援計画の作成等の役割を担う。

その他

講演会等で他の病院や福祉事業所等でピアサポーター自身のリカバリーストーリーを話す等を行い、ロールモデルやきっ
かけづくり等の役割を担う。

〇障害福祉サービス事業所等

千葉県流山市の事業所等の例より

精神科デイケア

新規メンバーの案内、プログラム運営、ピアSST等の自己対処技能のスキルアップ練習、仲間づくりのサポート、その他グ
ループワークや居心地のより雰囲気づくり等を担当。

訪問看護ステーション

看護師と引きこもり経験のあるピアサポーターが一緒に訪問を行い、信頼関係の構築が難しい方々に対しても本人の考え
や状況に寄り添ったサポート等を担当。

〇医療機関
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（４） ピアサポーターが活躍しやすい環境とは～合理的配慮について～
　ピアサポーターを採用し、共に働くにあたって合理的配慮が必要な場合もあります。
　あるピアサポーターは「特別な配慮をしないことが合理的配慮です」と話しています。同じ給与水
準で働いているのだから同等の責任と役割を担うことが当たり前で、特別に配慮をされると逆に差別
をされていると感じるということです。
　一方で、出退勤時刻・休暇・休憩・通院に配慮をすることや時には業務量の調整も必要な場合もあ
ります。しかしこの事はピアサポーターだから配慮をする訳ではなく、他の職員に対しても状況によっ
て配慮をする必要があることだと思います。大切なことは下の図にあるように、その業務で一定のパ
フォーマンスを発揮できるために個々にわせた配慮を全従業員に行うことだと思います。

石橋裕子ほか編著. よくわかる！教職エクササイズ⑤ 特別支援教育
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（５）まとめ
　ピアサポーターとして支援の仕事に従事する方は今後もっと増えていくと思います。
　個々の障害を含めた人生経験を仕事として支援に活かす取り組みは、ピアサポーター・一緒に働く
職員・雇用者の三者が共にピアサポートを正しく理解し、互いに尊重しながら時間をかけて良い環境
を構築していくことが必要となります。また、そのことがこれから医療や福祉サービスを受ける方に
とってもプラスになることだと考えています。

以下の点について、グループで意見交換をしてみましょう。
・あなたの職場でピアサポーターの活躍が考えられる具体的な支援内容
はどんな場面でしょうか。

・あなたの職場でピアサポーターと働くことに不安を感じている職員が
いる場合、あなたはどんな事ができるでしょうか。

グループ演習B
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　このテキストが誕生した背景は、冒頭に書かせていただきましたが、障害ごとではなく、統合した
形での専門研修テキスト作りに取り組んでみて、基礎研修のテキスト作りの時に経験した共通言語を
見出だしていくことの難しさに再び直面しました。しかし、先が見えない中で、お互いの違いにまず、
目が行ってしまう状況だった6年前とは違い、お互いの大事にしてきたものを理解しあうというスタ
ンスで話し合いは進んでいきました。

では、具体的にどのような議論があったのかということですが、客観的な立場で私が書くよりも、
そこに参加されたピアサポーターの皆さんがどう受け止め、昇華させていったのかということを書い
ていただいたほうがいいのではないかというのが、講座２「ピアサポーターの基礎と専門性」を担当
した全員の思いでした。そこで、特定非営利活動法人あすなろの彼谷哲志さん、特定非営利法人 自
立生活センターSTEPえどがわの蛭川涼子さんが、検討の中での気づきを中心に文章を寄せてくれま
した。

　そして、このテキストは完成版ではなく、これまでもさまざまな議論が重ねられてきましたが、こ
れからもまた、そうした積み重ねを経て、ブラッシュアップされていくのだろうと思います。
　本事業には、さまざまな障害領域の当事者の皆さん、現場の職員、研究者のみなさんなどがかかわっ
てくださいました。心より御礼申し上げます。そして、ピアサポートが当事者の方はもちろん、サー
ビスを利用される方、一緒に働く職員にも正しく理解され、あたりまえのこととして、社会の中に根
付いていくことを心から願っています。

おわりに

検討委員会
委員長　早稲田大学　岩崎　香
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【検討委員名簿】
（1）検討委員

所　属 氏　名

NTT東日本関東病院 秋山　剛

特定非営利活動法人自立生活センター日野 秋山　浩子

国立障害者リハビリテーションセンター 安部　恵理子

社会福祉法人じりつ 飯山　和弘

竹田綜合病院 五十嵐　信亮

自立生活センター星空 井谷　重人

未来の会 市川　剛

社会福祉法人じりつ 岩上　洋一

早稲田大学人間科学学術院 岩崎　香

一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 内布　智之

エスポアール出雲クリニック /千葉県千葉リハビリテーションセンター 太田　令子

一般社団法人北海道ピアサポート協会 小笠原　啓人

特定非営利活動法人十勝障がい者支援センター 門屋　充郎

特定非営利活動法人あすなろ 彼谷　哲志

一般社団法人ソラティオ 小阪　和誠

桃山学院大学 栄　セツコ

東京大学医学部附属病院精神神経科 佐々木　理恵
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株式会社真和 島津　渡

東京リハビリテーションセンター世田谷 四ノ宮　美惠子

公益財団法人横浜市総合保健医療財団 平良　幸司

神奈川県立保健福祉大学 種田　綾乃

特定非営利活動法人市民サポートセンター日野 土屋　和子

特定非営利活動法人自立生活センター町田ヒューマンネットワーク 堤　愛子

早稲田大学人間科学研究科 陶　カイ

株式会社MARS 中田　健士

特定非営利活動法人自立生活センター STEP えどがわ 蛭川　涼子

一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 又村　あおい

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 三宅　美智

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻精神看護学分野 宮本　有紀

一般社団法人日本難病・疾病団体協議会 森　幸子

一般社団法人北海道ピアサポート協会 矢部　滋也

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 山口　創生

PwCコンサルティング合同会社 吉野　智
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＊尚、本テキストの作成にあたり、一般社団日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構に多大なご協力を賜りましたことを感謝申し上げます。

(2)ご協力頂いた方々 (五十音順)

所　属 氏　名

社会福祉法人 はるにれの里相談室ぽらりす いちこ

メンタルホスピタル鹿児島 越智　裕之

メンタルホスピタル鹿児島 小山　恵里

就労移行支援事業所こねくと 田村　大幸

一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 丸山　絵理子

(3)事務局
社会福祉法人豊芯会
〒170-0004東京都豊島区北大塚3-34-7(法人本部)
Tel:03-3915-9051　Fax:03-3915-9166

　理事長　　岩崎　香
　常務理事　近藤　友克
　部長　　　橋本　早苗

岡野　康子、加藤　諒、齊藤　健、角　和恵、田中　洋平
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http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/

http://npo-biaj.sakura.ne.jp
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【検討委員名簿】 
(1)検討委員(五十音順) 

所属 氏名 
NTT 東日本関東病院 秋山 剛 
特定非営利活動法人自立生活センター日野 秋山 浩子 
国立障害者リハビリテーションセンター 安部 恵理子 
社会福祉法人じりつ 飯山 和弘 
竹田綜合病院 五十嵐 信亮 
特定非営利活動法人自立生活センター星空 井谷 重人 
未来の会 市川 剛 
社会福祉法人じりつ 岩上 洋一 
早稲田大学人間科学学術院 岩崎 香 
一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 内布 智之 
エスポアール出雲クリニック/千葉県千葉リハビリテーションセンター 太田 令子 
一般社団法人北海道ピアサポート協会 小笠原 啓人 
特定非営利活動法人十勝障がい者支援センター 門屋 充郎 
特定非営利活動法人あすなろ 彼谷 哲志 
一般社団法人ソラティオ 小阪 和誠 
桃山学院大学 栄 セツコ 
東京大学医学部附属病院精神神経科 佐々木 理恵 
株式会社真和 島津 渡 
東京リハビリテーションセンター世田谷 四ノ宮 美惠子 
公益財団法人横浜市総合保健医療財団 平良 幸司 
神奈川県立保健福祉大学 種田 綾乃 
特定非営利活動法人市民サポートセンター日野 土屋 和子 
特定非営利活動法人自立生活センター町田ヒューマンネットワーク 堤 愛子 
早稲田大学人間科学研究科 陶 カイ 
株式会社 MARS 中田 健士 
特定非営利活動法人自立生活センターSTEP えどがわ 蛭川 涼子 
一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 又村 あおい 
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 三宅 美智 
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻精神看護学分野 宮本 有紀 
一般社団法人日本難病・疾病団体協議会 森 幸子 
一般社団法人北海道ピアサポート協会 矢部 滋也 
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国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 山口 創生 
PwC コンサルティング合同会社 吉野 智 

(2)ご協力頂いた方々(五十音順) 
所属 氏名 

社会福祉法人 はるにれの里 相談室ぽらりす いちこ 
メンタルホスピタル鹿児島 越智 裕之 
メンタルホスピタル鹿児島 小山 恵里 
就労移行支援事業所こねくと 田村 大幸 
一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 丸山 絵理子 

 
(3)事務局 
 社会福祉法人豊芯会 
 〒170-0004 東京都豊島区北大塚 3-34-7(法人本部) 
 Tel:03-3915-9051 Fax:03-3915-9166 
 理事長  岩崎 香 
 常務理事 近藤 友克 
 部長   橋本 早苗 
      岡野 康子、加藤 諒、齊藤 健、角 和恵、田中 洋平 
  

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
令和４年 3 月令和３年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 
「障害者ピアサポート研修における講師の養成のための研修カリキュラムの効果測定及び

ガイドブックの開発」結果報告書 
 
 
社社会会福福祉祉法法人人  豊豊芯芯会会  

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 3-34-7 
TEL : 03-3915-9051  FAX : 03-3915-9166  

 
Mail : ji-housinkai@housinkai.or.jp 

 URL: http://housinkai.or.jp/ 
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

－207－








	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ

